
（平成２３年９月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 131 件

国民年金関係 17 件

厚生年金関係 114 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 112 件

国民年金関係 54 件

厚生年金関係 58 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案11884 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年６月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52年６月から54年12月まで 

             ② 昭和 55年６月 

私は、両親に国民年金の加入を勧められ、市役所の支所で国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料の免除申請手続を行った。その際、窓口で 20 歳まで遡って保険

料を納付した方がよいと言われたため、分割で納付書を作成してもらい保険料を納付

していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、１か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の記号番号は

昭和 56 年 10 月に払い出されており、申立人は、55 年１月以降当該期間を除き国民年

金加入期間の国民年金保険料を全て納付しているほか、上記手帳記号番号払出時点で当

該期間の保険料は過年度納付することが可能であり、当該期間の前後の期間の保険料は

過年度納付されていること、申立人に国民年金の加入を勧めたとする申立人の両親は、

国民年金加入期間の保険料を全て納付していることなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。 

 しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、上記手帳記号番号払出時点では当該

期間は保険料の免除申請手続を行うことができない期間であるほか、当該期間の大部分

は時効により保険料を納付することができない期間であること、当該期間直後の昭和

55 年１月から同年３月までの保険料は 57 年２月 18 日に納付されていることが当時の

国民年金被保険者台帳で確認でき、当該納付時点では当該期間は時効により保険料を納

付することができない期間であること、当該期間当時に申立人に対して別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人が当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年

６月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11896 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年７月から同年 10 月までの期間及び 62 年７月

から 63 年１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60年６月から61年10月まで 

             ② 昭和 62年７月から63年１月まで 

    私の妻は、昭和 63 年８月頃に市役所に出向いて、私の国民年金について相談し、

遡って納付することができる私の国民年金保険料額を計算してもらい、申立期間の保

険料を納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納

得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち昭和 61年７月から同年10月までの期間及び申立期間②については、

オンライン記録では未加入期間とされているが、申立人が 63 年７月に婚姻して間もな

く申立人の国民年金保険料の未納の案内が届いたため、申立人の妻が市役所に出向いて

相談し、遡って納付することができる保険料額を計算してもらい、納付したと具体的に

説明しており、申立人の義母も申立人の国民年金の件で一緒に市役所に相談に出向いた

ことを記憶していると説明していることなどから、当時、申立人の妻が遡って申立人の

国民年金の加入手続を行ったものと考えられ、当該期間の保険料は、妻が遡って納付し

たと説明する 63 年８月時点で過年度納付することが可能であり、納付したと説明する

金額は当該期間の保険料額とおおむね一致しているほか、申立人の国民年金の手帳記号

番号は60年３月頃に払い出されているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 60年６月から61年６月までの期間については、

申立人の妻が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）が無く、当該期間は申立人の妻が保険料を遡って納付したとする 63 年８月の時

点では時効により保険料を納付することができない期間であったなど、申立人の妻が当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年

７月から同年 10 月までの期間及び 62 年７月から 63 年１月までの期間の国民年金保険

料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11898 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年４月から同年９月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和41年１月から42年10月まで 

             ② 昭和 49年３月から51年６月まで 

             ③ 昭和 53年４月から54年３月まで  

             ④ 昭和 55年４月から56年３月まで 

             ⑤ 昭和 61年４月から同年９月まで 

私は、昭和 60 年以降は金銭的にかなり余裕があり、何度か未納となっていた国民

年金保険料を遡って納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間⑤については、６か月と短期間であり、当該期間直前の期間は国民年金保険

料の申請免除期間であり、申立人は、当該期間直後から 60 歳になるまでの保険料を全

て納付し、60 歳到達後の任意加入期間の保険料も全て納付していること、当該期間後

に申立人が居住していた町の保険料検認及び免除記録では、当該期間の納付記録欄に納

付済みの記載があることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①、②、③及び④については、申立人が当該期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人から当時の

納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明であること、当該期間の

保険料を納付したとする昭和 60 年以降の時点では、当該期間は時効により保険料を納

付することができない期間であること、申立人が 60 歳後に居住していた町の相談メモ

から、当該町は、申立人の 60 歳到達時点での厚生年金保険加入月数、保険料納付済月

数及び受給資格期間を満たすために必要な納付月数を計算し、申立人に 60 歳後の任意

加入を促していたことが推認でき、申立人は、当該相談時点で自身の保険料納付済月数



                      

  

を把握していたと考えられることなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年

４月から同年９月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11899 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年９月から50年３月まで 

    私の妻は、昭和 49 年頃に国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険

料を納付していた。また、妻は区報や区役所の掲示物を見て、過去の未納分の国民

年金保険料をまとめて納付できることを知り、夫婦二人分の未納期間の保険料を近

くの金融機関で納めたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 50 年１月から同年３月までの期間については、申立人の国民

年金手帳の記号番号は同年 11 月に夫婦連番で払い出されており、申立人は同年４月以

降国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付しているほか、当該払出時点で当該期

間の保険料を過年度納付することが可能であったこと、申立人の保険料を納付していた

とする妻は夫婦二人分の保険料を一緒に納付していたと説明しており、妻の当該期間の

保険料は納付済みであることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 44 年９月から 49 年 12 月までの期間について

は、申立人の妻が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、申立人の手帳記号番号が払い出された50年11月は第２回特例納付

実施期間中であったが、申立期間のうち 48 年４月から同年９月までの期間は、第２回

特例納付の対象期間ではなく、時効により保険料を過年度納付することもできない期間

であること、申立人の妻は、区職員から今から 60 歳になるまで保険料を全て納付すれ

ば、将来年金が受給できると教えられたと説明しているが、申立人は手帳記号番号払出

時点で特例納付をしなくても 60 歳に到達するまで保険料を納付すれば、年金の受給資

格期間を満たすことが可能であり、特例納付しなければならない状況になかったことな



                      

  

ど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和50年１

月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11905 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年７月から９年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年７月から９年３月まで 

    私は、平成９年５月頃に国民年金の加入手続を行ったが、国民年金保険料を納付し

ておらず、経済的に余裕ができた同年 12 月頃に遡って未納分の保険料を数回に分け

て納付した。申立期間の保険料は、手持ちの現金と預金口座から引き出した数万円

とを併せて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は９か月と短期間であり、申立期間前後の期間の保険料は納付済みであるほ

か、申立人が納付したと説明する申立期間の月額保険料額は申立期間の保険料額とおお

むね一致している。 

また、申立人の年金手帳は平成９年５月に交付されており、この時点で申立期間の保

険料は過年度納付することが可能であり、申立期間直前の８年５月及び同年６月の保険

料は、９年 10 月６日に過年度納付されていることがオンライン記録で確認でき、この

納付時点で申立期間の保険料は過年度納付することが可能であるほか、申立期間直後の

９年４月から同年６月の保険料は同年９月に現年度納付されていることが確認できるな

ど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案11906 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成６年６月から７年２月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年７月から同年12月まで 

             ② 平成６年６月から７年２月まで 

    私は、平成５年６月末に厚生年金保険適用事業所を退職した後１年以上経過してか

ら、国民年金保険料の未納分の納付書がまとめて送付されてきたので、私と妻が２、

３回に分けて最寄りの郵便局で納付した。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は９か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の

記号番号は平成７年４月頃に払い出されており、この払出時点では申立期間の保険料は

過年度納付することが可能であり、申立期間直前の６年４月及び同年５月の保険料は８

年５月 28 日に過年度納付していることが確認でき、この納付時点でも当該期間の保険

料は過年度納付することが可能であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人及びその妻が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、当該期間を

含め保険料を遡って納付したとする納付期間、納付時期及び納付額に関する記憶が曖昧

であるほか、申立人が自身に代わって半分くらい納付していたと説明している妻も当該

期間の納付時期及び納付額に関する記憶が定かでない。また、申立人は申立期間を含む

未納分の保険料を２、３回に分けて納付したと説明しているが、申立期間直後の平成６

年１月から同年３月までの期間の保険料は８年２月 29 日に、６年４月及び同年５月の

保険料は８年５月 28日に、７年３月の保険料は９年４月17日に過年度納付しているこ

とがオンライン記録で確認でき、申立期間①及び②を含む納付回数は少なくとも５回以

上は必要であったと考えられるほか、それぞれの納付時点では申立期間①は時効により

保険料を納付することができない期間であるなど、申立人及びその妻が当該期間の保険



                      

  

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成６年６

月から７年２月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11907 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年 10 月から 54 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年10月から54年３月まで 

    私は、20 代の時に区から年金の案内が来ていたものの国民年金保険料を納付せず

にいたが、20 代後半になって保険料は納付しなければいけないと思い直し、昭和 52

年に国民年金に加入し、遡って２年分の保険料をまとめて納付した。その後は、全

て年度内に保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は６か月と短期間であり、申立期間前後の期間の国民年金保険料は納付済み

であるほか、申立人は申立期間を除き昭和 50年４月から60歳に到達するまでの期間の

保険料を全て納付している。 

 また、申立人は、申立期間を含め昭和 50 年代は区の集金人に保険料を納付していた

と説明しており、申立人が当時居住していた区では 37年４月から59年３月までの期間

は徴収員による保険料の収納業務を行っていたなど、申立内容に不自然さは見られない。  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案11910 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 55年４月から56年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52年１月から54年９月まで 

             ② 昭和 55年４月から56年３月まで 

私は、昭和 52 年１月頃に国民年金の加入手続を行った。申立期間①及び②に係る

国民年金保険料は、私が父又は母に保険料を預け、父は郵便局において、母は金融機

関においてそれぞれ納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、オンライン記録によれば、12 か月と短期間であり、当該

期間の前後の期間の国民年金保険料は納付済みであることが確認できる。また、国民

年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 56 年９

月に払い出されていることが確認でき、当該期間の保険料は、過年度納付することが

可能である。さらに、申立人が所持する保険料の領収証書によれば、申立期間②の直

後の期間である 56 年４月から同年７月までの４か月分の保険料が、同年 10 月 28 日

に金融機関において現年度納付されていることが確認でき、申立期間②の保険料は、

この現年度納付の時点においては、過年度納付することが可能であり、申立人は、

「勧められれば、遡って納めたと思う。」と説明していることなどから、申立人の主

張に不自然さは見られない。 

２ 一方、申立期間①については、前述のとおり、申立人の手帳記号番号は、申立人が

主張する昭和 52 年１月頃ではなく、56 年９月に払い出されていることが確認でき、

申立期間①当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情は見当たらない。これらのことから、申立期間①のうち、52 年１月から

54 年６月までの期間は、当該手帳記号番号の払出しの時点において、時効により保



                      

  

険料を納付することができない期間である。また、申立期間①のうち、同年７月から

同年９月までの期間は、当該手帳記号番号の払出しの時点において、保険料を過年度

納付することが可能であるものの、申立人が申立期間①及び②の保険料を預け、当該

保険料を納付したとする申立人の両親から当時の状況を聴取することが困難なため、

当該期間に係る保険料の納付状況を確認することができない。 

  加えて、申立人の両親が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い。 

  このほか、申立人の両親が申立期間①の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情は見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 55

年４月から56年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11919 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年１月から同年３月まで 

    私の父は、私が 20 歳になった頃に、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保

険料を納付してくれていたと思う。婚姻後の保険料の納付については、よく憶
おぼ

えて

いないが、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立期間前後の期間の国民年金保険料は納付済み

である。 

また、申立人は、婚姻日と同日に区に転出しており、申立期間直後の昭和 56 年４月

から国民年金の第３号被保険者資格を取得する直前の 61年３月までの60か月分の保険

料を納付しているほか、申立人の年金手帳には婚姻後の転出先の住所地が記載され、転

出前の住所地である町が作成した国民年金被保険者名簿においても転出したことが記載

されているなど、申立内容に不自然さは無く、申立期間当時に保険料を納付することが

困難な状況にあったと確認される事情も見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11926 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和47年９月から 48年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年９月から48年３月まで 

私は、昭和 49 年９月頃、結婚を契機に区役所で国民年金に加入した際、20 歳時ま

で遡って国民年金保険料を納付するように言われたが、一括での納付は経済的に無理

だったので 10 回程度の分割で納付した。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、婚姻を契機に国民年金に加入し、20 歳時まで遡って国民年金保険料を納

付したと説明しており、申立人の国民年金手帳の記号番号は、婚姻当時の昭和 49 年９

月頃に払い出されており、当該払出時点で申立期間の保険料を過年度納付することが可

能であったこと、申立期間直後の 48年４月から49年３月までの期間の保険料を過年度

納付しており、以後の国民年金加入期間の保険料を全て納付していること、当時同居し

ていた申立人の両親は国民年金制度発足時から 60 歳に到達するまで保険料を完納して

いることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11932 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59年10月から60年３月までの期間及び63年４月の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号  ：   

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59年10月から60年３月まで 

             ② 昭和 63年４月 

私たち夫婦は、昭和 54 年４月に私が転職したので、夫婦一緒に国民年金の加入手

続を行い、妻が夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。妻が59年12月に厚生

年金保険に加入してからも、妻が私の保険料を忘れずに納付してきた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②は、６か月及び１か月とそれぞれ短期間であり、申立人は、申立期

間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付している。 

申立期間①については、当該期間の前後の期間の保険料は納付済みであること、当該

期間直後の昭和 60 年４月から同年６月までの期間の保険料は同年７月に現年度納付さ

れていることがオンライン記録で確認でき、当該納付時点でも当該期間の保険料は過年

度納付することが可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、当該期間直前の昭和 63 年３月の保険料を同年４月に納付し、

当該期間直後の同年５月の保険料を同年８月に納付（同年５月は厚生年金保険加入期間

であったため、当該納付済保険料は、同年８月 11日に62年７月分の保険料に充当し、

残額を還付する旨の決議が行われ、同年９月に還付が行われている。）していることが

オンライン記録で確認できること、平成２年６月に過年度納付書が作成されていること

がオンライン記録で確認でき、その作成時期からみて当該納付書は当該期間の保険料に

係るものと考えられることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11933 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年４月から 59 年 11 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年４月から59年11月まで              

私たち夫婦は、昭和 54 年４月に夫が転職したので、夫婦一緒に国民年金の加入手

続を行い、私が夫婦二人分の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 54 年７月に夫婦連番で払い出されており、

申立人は、同年４月以降申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付

している。 

また、申立人夫婦の国民年金被保険者名簿の納付記録から、納付日が確認できる昭和

54 年度の保険料は夫婦同一日に納付されていること、申立人が保険料を納付していた

とする夫は、国民年金加入期間の保険料をおおむね納付しており、申立期間のうち 58

年４月から 59 年９月までの期間の保険料は納付済みであることなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11934 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年１月から同年３月まで 

私は、国民年金に加入後、国民年金保険料の納付を忘れないように気をつけてきた。

申立期間の前後の期間の保険料が納付済みであるのに、申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の記号番号は、厚生年金保

険被保険者資格を喪失した昭和 48年10月に払い出されており、申立人は同月以降平成

20 年 12 月まで申立期間を除き国民年金保険料を全て納付しているほか、申立人が所持

する領収証書から申立期間直後の昭和 52 年４月から同年９月までの期間の保険料を同

年８月に、同年 10月から同年 12月までの期間の保険料を同年 11月に、53年１月から

同年３月まで期間の保険料を同年２月にそれぞれ現年度納付していることが確認でき、

これらの納付時点で申立期間の保険料を過年度納付することも可能であったことなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11940 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 12 年５月の国民年金保険料については、重複して納付したものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年５月 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付書と口座振替で重複納付したことを証明す

る資料を持っている。別の月分の保険料として納付期間を変更したとするなら、その

証拠を示してほしい。重複納付した申立期間の保険料が還付されないことに納得でき

ない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を含む国民年金保険料を納付したことを示す領収印のある領収証

書及び申立期間の保険料として口座振替された記録がある銀行預金通帳を所持しており、

申立期間の保険料を重複納付していたことが確認できる。 

また、申立人は、区が送付していたとする重複納付した保険料をほかの期間に変更

したとの書類を受け取った記憶は無いと説明している一方、申立期間当時申立人が居

住していた区を所管する年金事務所では、保険料を重複納付した場合、当該区では同

年度内であれば還付処理をせず、納付した月の翌月以降の保険料として収納処理を行

っていたものと推測されると回答しているが、社会保険庁（当時）ではこのような場

合に当たっての事務処理方法及び被保険者への通知等を記載した要領や指導通知を作

成し市区町村に示した記録は無く、当該区で重複納付した保険料を期間変更して収納

処理したとする資料及び申立人に対して発出した文書、通知等は保存されておらず、

重複納付された保険料を期間変更して収納処理したことを証することはできないほか、

申立期間の保険料が重複納付したことにより還付されたことを示す資料は無いなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金保険料を重

複して納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11941 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年６月から５年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年６月から５年３月まで 

 私は、20 歳になった頃に国民年金保険料の納付書が送られてきたので、市役所の

窓口に行き保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は 10 か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き国民年金保険料を全て

納付している。 

   また、申立人は、保険料の納付場所、納付方法について具体的に説明しており、申立

人が納付したとする保険料額は申立期間当時の月額の保険料とおおむね一致しているほ

か、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間内の平成５年１月に払い出されており、

当該払出時点では申立期間の保険料は現年度納付することが可能であったなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11942 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年４月から同年12月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年４月から同年12月まで 

    私の妻は、私の申立期間の国民年金保険料を自身の保険料と併せて納付していたは

ずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は９か月と短期間であり、申立人は申立期間直後の昭和51年１月から60歳

に到達するまでの国民年金保険料を全て納付しており、申立人の保険料と自身の保険料

を併せて納付していたとする申立人の妻は、申立期間の自身の保険料を納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 46 年６月頃に払い出されており、申

立期間の保険料は現年度納付することが可能であったほか、申立人の妻が申立期間の保

険料と説明する金額は当時の保険料額とおおむね一致するなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11943 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年４月から48年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年４月から48年３月まで 

    私の夫は、婚姻後に私の国民年金の再加入手続を行い、夫婦二人の国民年金保険料

を納付してくれていた。夫の保険料が納付済みとなっているのに、私の申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は 12 か月と短期間であり、申立人は申立期間を除き昭和 45 年４月から 60

歳に到達するまでの国民年金加入期間中の国民年金保険料を全て納付しているほか、申

立人の保険料を納付していたとする夫は、申立期間の自身の保険料を含め、年金を満額

受給できる期間の保険料を納付している。 

また、申立人の夫は昭和 47 年５月の婚姻後に申立人の厚生年金保険被保険者資格喪

失による国民年金の再加入手続を行ったと説明しており、この再加入手続は 48 年５月

30 日までの期間に行われていることが区の転入者台帳整理カードで確認できることか

ら、遅くとも同年５月の再加入手続時点では申立期間の保険料は過年度納付することが

可能であったなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案19995～20051 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により年

金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の平成19年７月 27日の標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ：  

基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年７月27日 

厚生年金保険の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準賞与額の記

録が無い。同社は、既に年金事務所に賞与支払届を提出したものの、時効により厚生

年金保険料を納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付さ

れるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳により、申立人は、平成19年７月27日に

同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたと認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賃金台帳において確認できる厚生

年金保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主が届出の誤りにより保険料を納付していないことを認めてい

ることから、これを履行していないと認められる。 

（注）同一事業主に係る同種の案件 57件（別添一覧表参照） 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所

19995 男 昭和38年生 1３万 円

19996 男 昭和45年生 ６万 円

19997 男 昭和36年生 11万 円

19998 男 昭和44年生 ４万 円

19999 女 昭和21年生 ２万 5,000円

20000 男 昭和43年生 ３万 円

20001 男 昭和49年生 20万 円

20002 男 昭和45年生 ８万 5,000円

20003 男 昭和25年生 ７万 5,000円

20004 男 昭和22年生 15万 円

20005 男 昭和43年生 15万 円

20006 女 昭和19年生 ２万 円

20007 男 昭和27年生 ２万 5,000円

20008 女 昭和23年生 15万 円

20009 男 昭和42年生 ２万 円

20010 男 昭和46年生 ３万 円

20011 女 昭和22年生 ２万 円

20012 女 昭和35年生 ９万 円

20013 男 昭和24年生 ６万 円

20014 男 昭和23年生 ２万 円

20015 男 昭和59年生 １万 5,000円

20016 男 昭和42年生 ８万 円

20017 男 昭和25年生 20万 円

20018 女 昭和22年生 １万 5,000円

20019 男 昭和32年生 1３万 円

20020 女 昭和19年生 ２万 円

20021 男 昭和22年生 ５万 円

標準賞与額



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 標準賞与額

20022 男 昭和46年生 1２万 円

20023 男 昭和24年生 15万 円

20024 男 昭和42年生 10万 円

20025 男 昭和48年生 ３万 円

20026 男 昭和34年生 1３万 円

20027 男 昭和20年生 ３万 円

20028 男 昭和24年生 ５万 円

20029 男 昭和22年生 １万 5,000円

20030 男 昭和31年生 １万 3,000円

20031 男 昭和15年生 １万 7,000円

20032 男 昭和24年生 ２万 円

20033 男 昭和24年生 ５万 円

20034 男 昭和17年生 ３万 円

20035 男 昭和18年生 ２万 円

20036 男 昭和14年生 １万 円

20037 男 昭和25年生 1３万 円

20038 女 昭和26年生 １万 円

20039 男 昭和36年生 ８万 円

20040 女 昭和19年生 ２万 5,000円

20041 男 昭和23年生 １万 円

20042 女 昭和26年生 １万 5,000円

20043 女 昭和22年生 １万 5,000円

20044 女 昭和24年生 １万 5,000円

20045 女 昭和24年生 １万 5,000円

20046 男 昭和23年生 ３万 円

20047 男 昭和23年生 １万 円

20048 男 昭和16年生 １万 円



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 標準賞与額

20049 男 昭和24年生 １万 円

20050 男 昭和23年生 １万 円

20051 男 昭和24年生 １万 円



                      

  

東京厚生年金 事案20052 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44年４月１日から46年６月21日まで 

② 昭和 46年６月21日から同年10月12日まで 

年金記録の照会をしたところ、申立期間について脱退手当金の支給記録が有ること

を知った。 

しかし、脱退手当金が支給されたとする時期には、日本を出国しているため、脱退

手当金の請求及び受給ができる可能性は無く、受給した記憶も無いので、脱退手当金

の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間②に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている健

康保険証（厚生年金保険）の整理番号欄の申立人の前後各 50 名のうち、申立人に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 46 年 10 月 12 日の前後各５年以内に資格

喪失し、脱退手当金の受給要件を満たす 12 名の女性被保険者について、脱退手当金の

支給記録を確認したところ、申立人を含め４名にしか支給記録が無く、しかも、申立人

は、同社に係る被保険者期間が４か月と短いことから、同社の事業主が申立人の委任を

受けて代理請求したとは考え難い。 

また、Ｂ社及びＡ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄については、標準報酬

月額の改定年月及び金額に不鮮明な箇所は無く、オンライン記録と一致しているにもか

かわらず、申立期間の脱退手当金として支給されたとする額が法定支給額と5,760円と

大幅に相違しており、しかも、その理由は不明であることから、当該脱退手当金の支給

に係る事務処理が適正に行われていたとは言い難い。 

さらに、申立人は、「申立期間②に係るＡ社を資格喪失する前に日本を出国している

ため、脱退手当金の請求及び受給ができる可能性は無いし、同社へ代理請求の依頼もし

ていない。」と申し立てているところ、申立人が所有しているパスポートにより、申立

人が主張しているとおり、同社において資格喪失する直前の昭和 46 年 10 月 10 日に出

国したことが確認でき、当該資格喪失日から約１か月で、Ｃ国在住中の同年11月18日



                      

  

に脱退手当金の支給決定がされていることを踏まえると、申立人が脱退手当手金の請求

をしたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20053 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年１月１日から41年10月31日まで 

平成２年又は３年頃に年金記録を確認して、申立期間について脱退手当金の支給記

録が有ることを初めて知った。長年世話になった事業所に出かけて、調べてもらうこ

とに気が進まず長い期間が過ぎたが、日本年金機構からの確認はがきが届き、受給し

た記憶が無いので、申し立てた。当該脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女性

のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 41 年 10 月 31 日の前後

各３年以内に資格喪失し、脱退手当金の受給要件を有する 10 名について、脱退手当金

の支給記録を確認したところ、オンライン記録において支給記録がある者は申立人を含

め２名と少なく、申立人以外の１名の支給記録が有る者から同社における当時の脱退手

当金の取扱状況等について聴取しても、事業主による代理請求をうかがうことができな

いことを踏まえると、同社では代理請求を行っておらず、申立人についても、同社の事

業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及び申立期間に係る厚生年金保険被保険者記

号番号払出簿の申立人の氏名は、変更処理がなされておらず、旧姓のままであり、申立

期間に係る脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えられるが、申立人は、脱退手当金

支給決定日である昭和 42年４月 25日より約５か月前の41年11月＊日に婚姻し、改姓

していることから、仮に、申立人が当該請求をしたとすれば、改姓後の姓により行った

ものと考えられるため、申立人が当該脱退手当金を請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20054 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年２月１日から32年９月30日まで 

年金受給の手続をしたときに、申立期間に係る脱退手当金の支給記録が有ることを

知ったが、会社を退職したときには、脱退手当金の説明は無く、脱退手当金の制度も

知らなかったので、受給できるはずがない。脱退手当金の支給記録を取り消してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間をその計

算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間の前に勤務したＡ社の

被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている。そして、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者記号番号は、申立人が申立期間より前に勤務した

同社において厚生年金保険の被保険者となったときに払い出されているものであるが、

申立人に対する脱退手当金の支給事務手続を行った社会保険事務所（当時）では、当該

脱退手当金の支給事務手続において、当該被保険者記号番号から、その払出社会保険事

務所が特定でき、当該社会保険事務所に照会することにより、同社における被保険者期

間が把握でき、当該期間も支給できたはずであるにもかかわらず、同社における被保険

者期間が未支給となっていることから、適正な事務処理が行われていたとは言い難い。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳においては、表面に申立期間（43 か

月）とＡ社で勤務した被保険者期間（３か月）の計 46 か月とそれぞれの標準報酬月額

が記載されているにもかかわらず、裏面の保険給付欄には、「資格期間」が 43 か月、

「支給金額」が 9,340円と記載されており、同社の被保険者期間を除いた申立期間のみ

の支給記録が記載されていることが明らかな上、資格期間 43 か月で支給額を計算して

も9,340円とはならないことなどを踏まえると、脱退手当金の支給に係る事務処理が適

正に行われていないことがうかがえる。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20060 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ工場における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和 43 年８月５

日、資格喪失日は 45 年 12 月 13 日であると認められることから、申立期間の資格取得

日及び資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43年８月から44年７月までは４万

5,000 円、同年８月から同年 10 月までは６万円、同年 11 月から 45 年９月までは８万

円、同年10月及び同年 11月は７万 6,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年８月５日から45年12月13日まで 

Ａ社Ｂ工場に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には友人の

氏名を借りて勤務していたので、調査して厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、友人の氏名を借りてＡ社Ｂ工場に勤務していたと申し立てているところ、

オンライン記録によると、申立人が借りたとしている友人の氏名で、同社同工場におい

て昭和 43年８月５日に被保険者資格を取得し、45年 12月 13日に資格を喪失している

基礎年金番号に未統合の記録が確認でき、当該記録は厚生年金保険被保険者原票と一致

している。 

このことについて、申立人の友人は、「昭和 43年か44年頃に、申立人からＣ県で働

きたいので、名前を使ってもよいかと電話を受け、自分に迷惑をかけないならよいと、

生年月日も教えた。」と供述しており、また、「自分は昭和 28 年９月から平成７年６

月まで他の事業所で勤務しており、Ａ社Ｂ工場に勤務したことは無い。」と供述してい

る。 

さらに、Ａ社から提出のあった厚生年金基金加入員資格喪失届では、申立人の友人の

氏名を確認することができ、資格喪失年月日がオンライン記録等と一致している上、同

喪失届に記載されている住所と、申立人が記憶している、当時住んでいた会社の寮の住

所が類似している。 

加えて、申立人の供述は、申立期間当時、Ａ社Ｂ工場に勤務していた従業員の供述と

おおむね一致している。 

これらを総合的に判断すると、申立人の友人の氏名で記録されているＡ社Ｂ工場に係



                      

  

る厚生年金保険被保険者記録は、申立人の基礎年金番号に未統合の被保険者記録である

と判断できることから、申立人の同社同工場における資格取得日は昭和 43 年８月５日、

資格喪失日は 45年12月13日であることが認められる｡ 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記未統合の記録から、昭和 43 年８月

から 44年７月までは４万 5,000円、同年８月から同年 10月までは６万円、同年 11 月

から 45年９月までは８万円、同年 10月及び同年 11月は７万 6,000 円とすることが妥

当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案20061 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額

に係る記録を、平成３年 10 月から４年９月までは 44 万円、同年 10 月から５年１月ま

では47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 10月１日から５年２月26日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与か

ら控除されていた保険料に見合う標準報酬月額より低くなっている。同社では取締役とし

て勤務していたが、社会保険関係の事務手続に関与する立場ではなかったので、申立期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額は、

当初、平成３年10月から４年９月までは44万円、同年10月から５年１月までは47万円と記

録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年２月 26 日より後の

同年７月15日付けで、遡って34万円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人は取締役であったことが確認できる。しかし、

同社の元代表取締役は、申立人は家電製品の輸出担当取締役であり、社会保険の届出事務に関

与していなかった旨供述していることから、当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していな

いと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった後に、申立期間の標準報酬月額を遡って減額訂正する合理的な理由は無く、標準

報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成３年 10 月から４年９月まで

は44万円、同年10月から５年１月までは47万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案20062 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標

準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録

を、平成５年３月から同年９月までは20万円、同年10月から６年９月までは22万円に訂正

することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年３月１日から６年10月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が事実と相違しているため、

正しい標準報酬月額の記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、平成５年

３月から同年９月までは 20万円、同年10月から同年12月までは22万円と記録されて

いたところ、６年１月 27日付けで、遡って11万円に減額訂正されている上、申立人と

同様に標準報酬月額が同日付けで減額訂正された者がほかに30人確認できる。 

このことについて、Ａ社の事業主の子は、当時、社会保険事務所から社会保険料の督

促等をされたことがあり、社会保険事務所とは話合いをして、指導してもらっていたと

聞いたことがある旨回答している上、同社において社会保険の手続を行っていた従業員

は、同社の経営は苦しく、社会保険料の滞納があったと回答している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立期間に係る標準報酬月

額を遡って減額訂正する合理的な理由は無く、標準報酬月額について有効な記録訂正が

あったとは認められないことから、当該遡及減額訂正処理の結果として記録されている

申立人の平成５年３月から６年９月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に

当初届け出た、平成５年３月から同年９月までは 20万円、同年10月から６年９月まで

は22万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案20072 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け

出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の当該期間に係る標準報

酬月額を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和25年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ①平成３年１月１日から５年４月１日まで 

           ②平成５年 11月１日から７年12月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額が、実際の報酬月額

と相違している。報酬月額は、申立期間①は約 70万円、申立期間②は約55万円であ

った。申立期間の一部の銀行預金通帳を提出するので、正しい標準報酬月額に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、Ａ社における申立人の標準報酬月

額は、当初53万円と記録されていたが、平成５年５月７日付けで、３年10月及び４

年10月の定時決定、並びに同年 12月の随時改定の記録を取り消し、遡って８万円に

減額訂正されていることが確認できる上、同社の元事業主及びその妻、並びに取締役

一人についても、同様に遡って標準報酬月額の減額訂正が行われている。 

このことについて、Ａ社の元事業主は、平成５年頃、同社は社会保険料を滞納して

いたと回答した上で、「経理担当者から、社会保険事務所から標準報酬月額を引き下

げるよう言われた旨報告を受けたと思う。」と供述している。また、申立期間①当時

に経理補助業務を担当していた同僚は、時期は明確に記憶していないが、事業主の妻

と自分が社会保険事務所の担当者と話し合い、標準報酬月額を引き下げたと思うと回

答している。 

また、申立人が提出した申立期間①の一部に係る銀行預金通帳では、Ａ社から、毎

月50万円から 80万円が振り込まれていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の元事業主及び３人の同僚等は、申立人は営業部長であったと回答し

ており、また、同社の商業登記簿謄本には、役員としての申立人の氏名は確認できな

い。 

これらを総合的に判断すると、平成５年５月７日付けで行われた申立人の標準報酬



                      

  

月額の遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において、有

効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間①に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53 万円に訂正することが必要で

ある。 

２ 申立期間②について、申立人の標準報酬月額は、平成５年 11 月１日付けの随時改

定により 30 万円と記録されているが、申立人が提出した当該期間の一部に係る銀行

預金通帳では、Ａ社から、毎月約 50万円が振り込まれていることが確認できる。 

しかし、申立人は給与明細書を所持しておらず、Ａ社の元事業主も賃金台帳を保管

していないことから、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料控除額を確認するこ

とができない。 

また、申立人と同日付けの随時改定により標準報酬月額を減額改定されている従業

員に係る平成７年分の源泉徴収票から、当該従業員の報酬月額と厚生年金保険料控除

額を算出したところ、報酬月額に見合う標準報酬月額はオンライン記録より高いもの

の、厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額はオンライン記録と符合することが

確認できる。 

さらに、オンライン記録では、申立人の申立期間②の標準報酬月額に係る届出は、

おおむね適切な時期に処理されており、遡った記録訂正等、不自然な処理は見当たら

ない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20073 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成17年９月26日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を 32万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和54年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  平成17年８月26日から同年９月26日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された給与明細書により、申立人は同社に平成

17 年９月 25 日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが確認できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険料控

除額から、32万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としているが、申立人に係る健康保険組合の資格

喪失日とオンライン記録の資格喪失日が一致しており、健康保険組合及び社会保険事務

所（当時）の双方が誤って同一の資格喪失日を記録したとは考え難く、事業主が平成

17 年８月 26 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20077 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和40年４月１日から44年11月１日までの期間について、

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社（後に、Ｂ社）における資格取得日に係る記録を40年４月１日、資格喪失日

に係る記録を44年11月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を、40年４月は3,000円、

同年５月から41年４月までは7,000円、同年５月から同年７月までは１万6,000円、同年

８月は１万2,000円、同年９月から同年12月までは１万6,000円、42年１月は１万2,000

円、同年２月から同年４月までは１万6,000円、同年５月から同年７月までは１万8,000

円、同年８月は１万2,000円、同年９月は１万6,000円、同年10月から同年12月までは１

万8,000円、43年１月は１万4,000円、同年２月から同年４月までは１万8,000円、同年

５月から同年７月までは２万円、同年８月は１万6,000円、同年９月から同年11月まで

は２万円、同年12月は２万2,000円、44年１月は２万円、同年２月から同年８月までは

２万2,000円、同年９月及び同年10月は２万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女    

基礎年金番号 ：      

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年４月１日から44年12月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い。申立期間の給与から

厚生年金保料を控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和40年４月１日から44年11月１日までの期間について、申立人と

同一職種であったとする同僚の供述により、申立人は、当該期間において、Ａ社に継続

して勤務していたことが認められる。 

また、当該期間に入社し、社会保険事務を担当していたとする従業員は、当時、勤務

していた従業員の全員から厚生年金保険料を控除していたとしているところ、複数の同

僚の給料支払明細書により、厚生年金保険料が控除されていることが確認できることか

ら判断すると、申立人は当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ



                      

  

れていたことが認められる。 

一方、オンライン記録によれば、Ａ社は、当該期間において適用事業所としての記録

が無い。しかし、同事業所は、適用業種の事業所であり、また、申立人及び同僚の供述

により、５人以上の従業員が勤務していたことが推認できることから、当時の厚生年金

保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

申立人の当該期間の標準報酬月額については、上記給料支払明細書の報酬月額及び保

険料控除額から判断して、昭和40年４月は3,000円、同年５月から41年４月までは7,000

円、同年５月から同年７月までは１万6,000円、同年８月は１万2,000円、同年９月から

同年12月までは１万6,000円、42年１月は１万2,000円、同年２月から同年４月までは１

万6,000円、同年５月から同年７月までは１万8,000円、同年８月は１万2,000円、同年

９月は１万6,000円、同年10月から同年12月までは１万8,000円、43年１月は１万4,000

円、同年２月から同年４月までは１万8,000円、同年５月から同年７月までは２万円、

同年８月は１万6,000円、同年９月から同年11月までは２万円、同年12月は２万2,000円、

44年１月は２万円、同年２月から同年８月までは２万2,000円、同年９月及び同年10月

は２万4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は当該期

間において適用事業所でありながら、事業主は社会保険事務所（当時）に適用の届出を

行っていなかったと認められることから、申立人の当該期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和44年11月１日から同年12月１日までの期間について、同

僚の供述により、申立人が当該期間も継続して勤務していたことがうかがえるものの、

同僚が所持する同年11月分の給料支払明細書によれば、当該期間の厚生年金保険料の控

除が確認できない。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について、これを確認でき

る関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20080                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を

32万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年１月１日から９年２月１日まで 

ねんきん定期便を確認したところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年

金保険の標準報酬月額が低くなっているので、正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額について、当初、平成

７年１月から同年 12 月までは 32 万円と記録されていたところ、８年１月 24 日付けで

９万 8,000 円に遡及減額訂正が行われ、その後の同年 10 月の定時決定について、９年

１月 20 日付けで従前の標準報酬月額である９万 8,000 円と記録されていることが確認

できる。 

また、オンライン記録によると、同僚においても、申立人と同様、平成８年１月 24

日付けで標準報酬月額の遡及減額訂正が行われ、その後の同年 10 月の定時決定につい

て、当該同僚の資格喪失日（平成９年１月１日）より後の９年１月 20 日付けで従前の

標準報酬月額で記録されていることが確認できるが、当該定時決定については、Ａ社に

係る事業所記録照会回答票（基本記録）において、８年の算定完了の記録が無いことか

ら判断すると、社会保険事務所において、従前の遡及減額訂正した標準報酬月額を記録

したことがうかがえる。 

なお、オンライン記録によると、当該標準報酬月額の遡及訂正等が処理された時期に

おけるＡ社の被保険者は、申立人と上記同僚のほかに代表取締役がいるが、当該代表取

締役の標準報酬月額については、既に平成７年４月４日付けで４年４月に遡って減額訂

正されていることが確認できる。 

さらに、上記同僚は、「申立期間当時、給与の一部が支給されなかった。また、平成

８年 10 月頃、代表取締役から厚生年金保険への加入をやめようかと思うと言われた記

憶がある。」旨供述している。 

これらのことから、Ａ社は、申立期間において社会保険料の納付に苦慮していたこと



                      

  

がうかがえる。 

なお、Ａ社に係る商業登記簿謄本に申立人が取締役であった記載は無く、当該同僚は、

「申立人は、システム開発を担当しており、社会保険事務は担当していない。」旨供述

していることから、申立人は、当該標準報酬月額の遡及減額訂正処理等に関与していな

かったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、平成８年１月 24 日付けで行われた標準報酬月額の遡

及減額訂正及び９年１月 20 日付けで行われた定時決定は事実に即したものとは考え難

く、社会保険事務所が行った当該処理に合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効

な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の７年１月から同年 12 月まで

に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 32 万円に訂正し、８

年１月から９年１月までに係る標準報酬月額についても、申立人に係る当該遡及訂正前

の７年12月のオンライン記録から、32万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案20081                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報

酬月額に係る記録を 30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについ

ては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②のうち、平成３年４月１日から同年５月１日までの期間

の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年４月１日、資格喪失日に係る記録を

同年５月１日とし、当該期間の標準報酬月額を 26万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

さらに、申立期間③のうち、平成４年３月 31日から同年10月８日までの期間につい

て、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年 10 月８日であ

ると認められることから、申立人の同社における資格喪失日に係る記録を訂正すること

が必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、32万円とすることが妥当である。 

加えて、申立人は、申立期間③のうち、平成４年10月８日から同年11月１日までの

期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることか

ら、申立人のＡ社における上記訂正後の資格喪失日（平成４年10月８日）を同年11月

１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年12月１日から２年１月１日まで 

② 平成３年４月１日から同年６月１日まで 

③ 平成４年３月31日から５年３月１日まで 

Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が実際に支給された給与よ

り低い。また、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間②及び③の厚生年金保険の加入



                      

  

記録が無い。各申立期間における給与支給明細書を提出するので、それぞれ正しい記

録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違について申し立て

ているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標

準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見

合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の

額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、申立人が提出したＢ社に係る

給与支給明細書で確認できる保険料控除額から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

当時の資料が無いため不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立

てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められな

い。 

申立期間②のうち、平成３年４月１日から同年５月１日までの期間については、雇

用保険の加入記録及び申立人が提出したＡ社に係る給与支給明細書から、申立人は、同

年４月１日から同社に勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社は平成３年６月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっており、申立期間②において、同社は適用事業所としての記録は無い。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、同社は平成３年３月６日に設立され

ていることが確認できる上、申立人に係る雇用保険の加入記録から、申立期間②当時、

従業員が勤務していたことが確認できることから、同社は、当該期間において、厚生年

金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、平成３年４月の標準報酬月額については、上記給与支給明細書において確認

できる保険料控除額から、26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、元代表者から照会に対する返答が無

いため、当時の状況について確認することができないが、上記のとおり、同社は当該期

間において厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所に

適用の届出を行っていなかったことが認められることから、社会保険事務所は申立人に

係る当該期間の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る当

該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②のうち、平成３年５月１日から同年６月１日までの期間については、上

記のとおり、雇用保険の加入記録から、申立人は、当該期間にＡ社で勤務していたこと



                      

  

は確認できるが、申立人が提出した同社に係る給与支給明細書によると、申立人は、当

該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていないことが確認でき

る。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認

できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

  申立期間③のうち、平成４年３月 31日から同年10月８日までの期間については、雇

用保険の加入記録及び申立人が提出したＡ社に係る給与支給明細書から、申立人は、当

該期間に同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

一方、上記給与支給明細書から、申立人は当該期間にＡ社から給与の支給を受け、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが確認でき

るにもかかわらず、オンライン記録によると、申立人の資格喪失日は、同社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった平成４年３月 31日より後の同年10月８日付けで、同年

３月31日に遡って処理されていることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、申立人の資格喪失処理が行われた平成４年 10 月８

日付けで、５人の従業員の資格喪失日が同年４月１日から同年３月 31 日に遡及訂正さ

れている上、同年３月１日以降に資格取得した 10 人の従業員の資格取得に係る記録が

取り消されていることが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、同社は平成 14 年 12 月＊日に解散し

ていることが確認できる上、申立人の雇用保険の加入記録から、当該期間に従業員が勤

務していたことが確認できることから、同社は、当該期間において、厚生年金保険法に

定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、上記商業登記簿謄本によると、申立人は、平成４年２月７日付けでＡ社の取

締役に就任していることが確認できるが、同社の元役員は、「申立人はプロジェクトリ

ーダーとしてシステム開発業務に従事しており、給与･社会保険事務は、会長及び代表

取締役が行っていた。」旨供述していることから、申立人は、当該被保険者資格の喪失

に係る処理に関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった後に、申立人の資格喪失に係る処理を遡って行う合理的な理由は

無く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の同社にお

ける資格喪失日は、当該処理日である平成４年 10 月８日に訂正することが必要である。 

また、平成４年３月から同年９月までの標準報酬月額については、申立人のＡ社に

おける同年２月のオンライン記録から、32万円とすることが妥当である。 

申立期間③のうち、平成４年 10 月８日から同年 11 月１日までの期間については、

上記のとおり、雇用保険の加入記録及び申立人が提出したＡ社に係る給与支給明細書か

ら、申立人は、当該期間も同社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記給与支給明細書において確認でき



                      

  

る保険料控除額から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、上記のとお

り、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、元代表者から照会に

対する返答が無いため、当時の状況について確認することができないが、同社は当該期

間において厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所に

適用事業所でなくなる届出を行っていたことが確認できることから、社会保険事務所は

申立人に係る当該期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が

納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

申立期間③のうち、平成４年 11 月１日から５年３月１日までの期間について、雇用

保険の加入記録から、申立人は、当該期間に、Ａ社に継続して勤務していたことは確認

できるが、申立人が提出した同社に係る給与支給明細書によると、申立人は、当該期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認

できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20082                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 13 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年３月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、

申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与台帳から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる保険料控

除額から、13万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20083                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 12 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年３月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、

申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与台帳から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる保険料控

除額から、12万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20084                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 20 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年３月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、

申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与台帳から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる保険料控

除額から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20085                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 12 万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年３月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、

申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与台帳から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる保険料控

除額から、12万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20086                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を８万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年３月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、

申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与台帳から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる保険料控

除額から、８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20087                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を８万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年３月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、

申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与台帳から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる保険料控

除額から、８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20088                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を４万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年３月31日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、保険料は時効により納付できず、

申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与台帳から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる保険料控

除額から、４万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20093 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、昭和 51年３月21日であると認められることか

ら、厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 50 年８月から 51 年２月までの期間の標準報酬月額については、50 年８

月及び同年９月は 11万8,000円、同年10月から51年２月までは13万4,000円とする

ことが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年８月31日から51年５月１日まで 

Ａ社又はＢ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

昭和 51 年３月又は同年４月頃Ａ社が倒産し、私を含め社員の大半は新しく設立され

たＢ社に移ったが仕事はそのまま継続していた。保険料も控除されていたと思うので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び複数の同僚の供述により、申立人が申立期間のうち、昭和

50年８月 31日から 51年３月 20日までの期間について、Ａ社に勤務していたことが認

められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所

ではなくなった日（昭和 51年４月21日）より後の昭和51年５月13日付けで、申立人

を含む 17 名の被保険者資格喪失日について、当初の資格喪失日（昭和 51 年３月 21

日）の記録が取り消され、遡って 50年８月31日に訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社は法人事業所であり、当該期間に常時５名以上の従業員が勤務し

ていたと認められることから、当時の厚生年金保険法における適用事業所の要件を満た

していたと認められ、社会保険事務所（当時）が適用事業所でなくなったとする処理を

行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人について、昭和 50

年８月 31 日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社における資格喪失日は、

当該遡及訂正前の 51年３月 21日であると認められる。 

また、昭和50年８月から 51年２月までの標準報酬月額については、申立人に係る上

記被保険者名簿の記録から、50 年８月及び同年９月は 11 万 8,000 円、同年 10 月から



                      

  

51年２月までは 13万4,000円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 51年３月21日から同年５月１日までの期間について、

雇用保険の加入記録、複数の同僚の回答及び同僚が保有していた給与支払明細書から、

申立人はＡ社又はＢ社に継続して勤務していたことは推認できる。 

しかし、昭和 51 年３月分の上記給与支払明細書において、事業所名がＢ社と記載さ

れており、同年４月分及び同年５月分の給与支払明細書では厚生年金保険料が控除され

ていないことが確認できる。 

また、Ａ社及びＢ社の事業主は、申立人に係る資料を保管していないことから、申立

人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について、これを確認でき

る関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20094 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和47年11月１日に

訂正し、申立期間の標準報酬月額を 10万4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年10月31日から同年11月１日まで 

    Ａ社に入社してから退職するまで継続勤務していた。当時、新入社員は乗船実習が

あり、この期間に係る船員保険の加入記録が無い。しかし、申立期間も継続して勤務

していたので船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が記憶していたＡ社における同期入社の複数の同僚及び同社の申立期間当時の

船員保険事務担当者の供述から判断すると、申立人が申立期間において同社に継続して

勤務し（昭和 47年11月１日にＡ社船舶Ｂ丸から同社本社に異動）、申立期間に係る船

員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 47 年９月の

船舶所有者別被保険者名簿の記録から、10万4,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に解

散し、事業主から回答が得られず確認することができないが、事業主が資格喪失日を昭

和 47 年 11 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年

10 月 31 日と誤って記録することは通常考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日

として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る同年 10 月の保険料について納

入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20095 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額

に係る記録を、平成 12年１月から同年９月までは 59万円、同年 10月から 13年 12月

までは62万円、14年１月は 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年１月１日から14年２月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、給料額に見合う標準報

酬月額より大幅に低くなっている。そのため、調査して訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、平成 12年１月から同年９月までは 59万円、同年 10月から 13年 12月

までは 62 万円、14 年１月は 59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の

適用事業所でなくなった日（平成 14年２月１日）より後の同年２月15日付けで、遡っ

て26万円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人は同社の取締役であったことが確認で

きるが、同社の事業主は、「申立人は営業担当で勤務し、社会保険の届出事務に関与し

ていなかった。」と回答しており、オンライン記録では、申立人は上記減額訂正処理時

に別の事業所に勤務していることが確認できる上、社会保険事務所が保管していた申立

期間に係る同社の滞納処分票によると、申立人が同社の社会保険料について社会保険事

務所と交渉した記録が確認できないことから、申立人は当該標準報酬月額の減額訂正処

理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該減額訂正処理を遡って

行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められな

いことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初

届け出た、平成 12年１月から同年９月までは 59万円、同年 10月から 13年 12月まで

は62万円、14年１月は59万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案20096 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成３年１月１日から４年４月 20 日までの期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であったこと

が認められることから、当該期間の標準報酬月額を、３年１月から同年９月までは 20

万円、同年10月から４年３月までは 22万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から４年４月20日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬額

（給与額）に見合う標準報酬月額より低くなっているので、記録を訂正してほしい。     

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成３年１月から４年３月までの期間について、オンライン記録

により、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、３年１月から同年９月まで

は 20 万円、同年 10 月から４年１月までは 22 万円と記録されていたところ、同年２

月６日付けで３年 10 月１日の定時決定が取り消され、同年１月に遡及して８万円に

減額訂正された結果、当該期間の標準報酬月額は８万円となっていることが確認でき

る。 

また、オンライン記録により、Ａ社においては、平成４年２月６日付けで９名、同

社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった後の５年 11 月 29 日付けで 13 名の従業

員について、申立人と同様、標準報酬月額の減額訂正処理が行われていることが確認

できる。 

さらに、申立人の複数の同僚は、「当該期間当時、Ａ社は資金面で大変だった。」、

「賞与がなくなり支店が閉鎖され、給与が遅れることがあった。」と述べていること

から、同社では、当該期間当時、社会保険料を滞納していたことがうかがえる。 

なお、Ａ社に係る商業登記簿謄本には、申立人の氏名が無い上、申立人の複数の同

僚が、「申立人は、同社の厚生年金保険の事務手続に関与していなかった。」と述べ

ていることから、申立人は、当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していないこと

がうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、平成４年２月６日付けで行われた申立人の標準報酬

月額の減額訂正処理は、事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において標



                      

  

準報酬月額の遡及訂正処理を行う合理的な理由は無く、有効な記録訂正が行われたと

は認められないことから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た、３年１月から同年９月までは 20万円、同年 10月から４年

３月までは22万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間のうち、平成２年 10 月から３年９月までの期間について、申立人は、当

該期間の標準報酬月額は 22 万円であったと主張しているが、オンライン記録では、

２年 10月１日の定時決定で 20万円と記録されているところ、当該処理については上

記遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所

の処理に不合理な点は見当たらない。 

また、Ａ社は既に解散しており、事業主の連絡先は不明であるため、同社及び事業

主から、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社において申立人とほぼ同時期に厚生年金保険の被保険者資格を取得し

ている同年齢の同僚３名に照会したところ、回答があった１名は、「自分の給与額と

標準報酬月額は一致している。」としているため、同社の従業員から申立人の主張す

る標準報酬月額について確認することができない。 

加えて、申立人は、当該期間について、報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認

できる資料を保有していないため、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認することができない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20097 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＢ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が平成 18 年４月１日、

資格喪失日が 22年９月 21日とされ、当該期間のうち、18年４月１日から 21年１月１

日までの期間については厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基

礎とならない記録とされているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき、申立人の同社における資格取得日に係る記録を 18 年４月１日とし、

当該期間の標準報酬月額を、同年４月から 19 年６月までは 59 万円、同年７月から 20

年12月までは 62万円とすることが必要である。 

また、申立人の平成 18年７月３日に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立人は、当該期

間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められること

から、当該記録を取り消し、特例法に基づき、申立人の当該期間の標準賞与額に係る記

録を150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年４月１日から21年１月１日まで 

             ② 平成 18年７月３日 

申立期間①はＡ社から子会社のＢ社に出向していたが、出向期間中もＡ社で厚生年

金保険に継続して加入していた。 

ところが、平成 22 年の自分の定年退職時に、Ｂ社は、年金事務所から出向に合わ

せて厚生年金保険の被保険者資格の取得届を提出するべきとの指導を受け、取得日の

訂正届を提出したが、申立期間①及び②について時効により保険料を納付できず、年

金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人に係る給与賃金台帳、給与出向者徴収金明細及び雇用保

険の加入記録により、申立人は、平成 18 年４月１日からＢ社に継続して勤務し、当該



                      

  

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①の標準報酬月額については、上記給与賃金台帳及び給与出向

者徴収金明細において確認できる厚生年金保険料控除額から、平成18年４月から19年

６月までは59万円、同年７月から 20年12月までは62万円とすることが妥当である。 

申立期間②について、申立人に係る賞与賃金台帳及び給与出向者徴収金明細により、

申立人は、平成 18 年７月３日にＢ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の

標準賞与額を 150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主が届出の誤りにより保険料を納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20098 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準賞与額は、申立人が主張する標準賞

与額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平

成 16年６月 10日は 101万円、17年６月 10日は 103万 5,000円に訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年６月10日 

             ② 平成 17年６月10日 

社団法人Ａ会に勤務した期間のうち、申立期間の標準賞与額が実際の賞与支給額と

相違している。賞与支払明細書を提出するので、申立期間の標準賞与額を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された申立期間に係る賞与支払明細書及び社団法人Ａ会から提出され

た平成 16年及び 17年給与明細書により、申立人は、16年６月 10日及び 17年６月 10

日に、同会から賞与の支払を受けていることが確認できる。 

一方、社団法人Ａ会から提出された申立期間①に係る健康保険厚生年金保険被保険者

賞与支払届により、同会は、社会保険事務所に対し申立人の当該期間の賞与額を101万

円として届出を行っていることが確認できる。 

また、社団法人Ａ会から提出された申立期間に係る厚生年金基金加入員賞与標準給与

決定通知書により、同会は、同会が加入する厚生年金基金に対し申立期間①の賞与額を

101万円、申立期間②の賞与額を 103万 5,000円として届出を行っていることが確認で

きるところ、申立人に係る厚生年金基金加入員記録及び健康保険組合加入記録によると、

申立期間に係る標準賞与額について、申立期間①は 101 万円、申立期間②は 103 万

5,000円と記録されていることが確認できる。 

さらに、社団法人Ａ会の社会保険事務担当者は、「賞与支払届は複写式で、当会は健

康保険組合に届出書を提出して、当該組合から社会保険事務所に送付されていたはずで

ある。」と述べているところ、上記賞与支払届及び賞与標準給与決定通知書に記載され

ている申立人以外の被保険者の標準賞与額は、オンライン記録の標準賞与額と一致して

いることが確認できる。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が主張する標準賞与額に係る届出を

社会保険事務所に行ったと認められることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る

記録を、平成 16年６月 10日は 101万円、17年６月 10日は 103万 5,000円に訂正する

ことが必要である。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20099 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を、平

成 14年 10月から 15年４月までは 41万円、同年５月から同年９月までは 47万円、同

年 10 月から同年 12 月までは 41 万円、16 年１月から同年６月までは 30 万円に訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成14年10月１日から16年７月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、保険料控

除額に見合う標準報酬月額と相違している。一部期間の給与明細書を提出するので、

標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社における申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、平成 14年 10月から 15年４月までは 41万円、同年５月から同年９月までは 47万

円、同年 10 月から同年 12 月までは 41 万円、16 年１月及び同年２月は 30 万円と記録

されていたところ、同年３月８日付けで、14年10月１日の取得時決定、15年５月１日、

同年 10 月１日及び 16 年１月１日の随時改定並びに 15 年９月１日の定時決定が取り消

され、14 年 10 月に遡及して減額訂正された結果、同年 10 月から 15 年８月までは 20

万円、同年９月から 16年６月までは 22万円とされていることが確認できる。 

しかしながら、申立人から提出された平成 14年 10月分から 16年６月分まで（14年

11 月分及び 15 年７月分から同年 11 月分までを除く。）の給与明細書により、申立人

は、当該期間において、遡及訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていることが確認できる。 

また、Ａ社に係る滞納処分票により、同社は、申立期間当時、厚生年金保険料を滞納

していたことが確認できる。 

さらに、平成 14 年２月及び同年３月の２か月間のみＡ社と顧問契約を結んでいた社

会保険労務士は、「同社は保険料の未納があり、同社の経理担当者と社会保険事務所に

出向き、滞納保険料の納付について相談した。」と述べている。 

加えて、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人の氏名は無いことが確認でき、申立



                      

  

人は、「同社では企画開発で勤務していた。」と述べているところ、同社の複数の従業

員は、「同社の社会保険手続や給与計算は、経理担当者が行っていた。」と回答してい

ることから、申立人は当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していなかったものと認

められる。 

これらを総合的に判断すると、平成 16 年３月８日付けで行われた標準報酬月額の減

額訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において、申立人の標準

報酬月額を遡及して減額訂正する合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認

められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務

所に当初届け出た、14年 10月から 15年４月までは 41万円、同年５月から同年９月ま

では 47 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 41 万円、16 年１月から同年６月までは

30万円に訂正することが必要である。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20100 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められることから、当該記録を取

り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、申立人の平成 20年 12月 24日の標準賞与額に係る記録を 19

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和57年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年12月24日 

Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

いことが分かった。同事務所は、平成 23年５月31日に年金事務所に対し申立期間に

係る賞与支払届を提出したが、時効により保険料を納付できず、申立期間の標準賞与

額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所から提出された申立人に係る「給与明細書（賞与）」により、申立人は、平

成 20 年 12 月 24 日に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記給与明細書において確認で

きる厚生年金保険料控除額から、19万円とすることが妥当である。 

なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主が届出の誤りにより保険料を納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20101 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎とならない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認められることから、当該記録を取

り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき、申立人の平成 20年 12月 24日の標準賞与額に係る記録を 20

万9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和55年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年12月24日 

Ａ事務所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

いことが分かった。同事務所は、平成 23年５月31日に年金事務所に対し申立期間に

係る賞与支払届を提出したが、時効により保険料を納付できず、申立期間の標準賞与

額は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所から提出された申立人に係る「給与明細書（賞与）」により、申立人は、平

成 20 年 12 月 24 日に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたと認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記給与明細書において確認で

きる厚生年金保険料控除額から、20万9,000円とすることが妥当である。 

なお、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主が届出の誤りにより保険料を納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20102 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成７年９月 18日から９年10月１日までの期間について、事業主

が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額

であったと認められることから、当該期間の標準報酬月額を 59 万円に訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年９月 18日から10年２月６日まで 

    Ａ事務所に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬月額に見合う

標準報酬月額より低くなっているが、同社では毎月 70 万円の給与をもらっていたの

で、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録によると、Ａ事務所における申立人の標準報酬月額について、平成

７年９月から９年３月までは当初 59万円と記録されていたところ、同年４月24日付

けで７年９月 18日の取得時決定、８年10月１日の定時決定が取り消され、７年９月

に遡及して減額訂正された結果、同年９月から９年９月までの標準報酬月額は、９万

2,000円となっていることが確認できる。 

また、Ａ事務所においては、平成９年３月４日付けで、代表取締役の標準報酬月額

が減額訂正されたことが確認でき、当該代表取締役は、「申立期間当時は経営不振で

過剰投資による借入金が多く、返済に苦慮していた。社会保険料の滞納があり、社会

保険事務所の指導の下、標準報酬月額を減額することにより、滞納保険料と相殺した。

減額訂正手続は自分が行った。」と回答している。 

一方、Ａ事務所に係る閉鎖登記簿謄本では、申立人は、申立期間において同社の取

締役であったことが確認できるが、上記代表取締役は、「申立人は専務で営業が主体

だった。厚生年金保険の届出事務は自分が行っており、申立人は関与していなかっ

た。」と回答していることから、申立人は当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与し

ていなかったことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、平成９年４月 24 日付けで行われた標準報酬月額の

減額訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所において、申立人の

標準報酬月額を遡及して減額訂正する合理的な理由は無く、標準報酬月額の有効な記



                      

  

録訂正があったとは認められないことから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た59万円に訂正することが必要である。 

２ 申立期間のうち、平成９年 10月から10年１月までの期間について、申立人から提

出された雇用保険受給資格者証において確認できる離職時賃金日額により、申立人は、

Ａ事務所を退職する前６か月間は、その主張する月額 70 万円以上の報酬月額を支給

されていたことは確認できる。 

しかし、申立人の当該期間の標準報酬月額は、オンライン記録により、上記減額訂

正処理が行われた平成９年４月 24日より後の最初の定時決定（平成９年10月１日）

で、９万2,000円と記録されていることが確認できるところ、当該処理について、上

記遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所

の処理に不合理な点は見当たらない。 

また、上記代表取締役は、「賃金台帳等の保険料控除額を確認できる資料を保有し

ていないため、上記減額訂正後の控除額について不明である。」と回答しているため、

申立人の当該期間に係る厚生年金保険料控除額を確認することができない。 

さらに、Ａ事務所は、給与を現金で渡していたところ、申立人から提出された預金

通帳の写しには、申立人が銀行に預け入れた金額が記載されているが、厚生年金保険

料控除額を確認することができない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20106 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平成 18 年 11

月及び同年 12月は 44万円、19年１月から同年８月までは 41万円、同年 12月及び 20

年７月並びに同年９月から同年 11月までは44万円、同年12月は41万円に訂正するこ

とが必要である。 

なお、事業主が当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行した

か否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立期間②のうち、平成 21 年１月１日から同年４月６日までの期間について、

標準報酬月額の決定の基礎となる 20年４月から同年６月までは標準報酬月額44万円に

相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたことが認められることから、

申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 44 万円に訂正することが必要である。 

申立人は、申立期間③及び④に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除され

ていたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 19 年 12

月14日は30万円、20年７月 15日は25万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年10月16日から同年11月１日まで 

              ② 平成 18年11月１日から21年４月６日まで 

              ③ 平成19年12月14日 

             ④ 平成 20年７月15日 

Ａ社に勤務していた申立期間①の加入記録が無い。雇用契約書を提出するので厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。また、申立期間②については、標準報酬月

額が給与から控除された厚生年金保険料に見合うものとなっていない。さらに、申立

期間③及び④については、支給された賞与の記録が無い。給与明細書及び賞与明細書

を提出するので、申立期間②から④までについて正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる法



                      

  

律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期間の

うち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）

を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働省の見解が

示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間に適用される

法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

申立期間のうち、平成 18 年 10 月 16 日から同年 11 月１日までの期間、同年 11 月

１日から 21年１月１日までの期間、19年 12月 14日及び 20年７月 15日については、

本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間であるから、特例法を

適用し、21 年１月１日から同年４月６日までの期間については、本件申立日において

保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

申立人は、申立期間②の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、特例法

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。  

したがって、当該期間のうち、平成 18 年 11 月から 19 年８月まで、同年 12 月及び

20 年７月並びに同年９月から同年 12 月までの標準報酬月額については、申立人が提出

した給与明細書において確認できる保険料控除額又は報酬月額から、18 年 11 月及び同

年 12月は 44万円、19年１月から同年８月までは 41万円、同年 12月及び 20年７月並

びに同年９月から同年 11月までは 44万円、同年12月は41万円とすることが妥当であ

る。 

申立期間③及び④について、申立人から提出された賞与明細書により、申立人は、当

該期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間に係る標準賞与額については、上記賞与明細書において確認できる賞

与支給額及び厚生年金保険料控除額から、平成 19 年 12 月 14 日は 30 万円、20 年７月

15日は25万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの報酬月額及び賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認

められない。 

申立期間②のうち、平成 21 年１月１日から同年４月６日までの期間に係る標準報酬

月額については、オンライン記録によると、38万円とされている。 

しかし、申立人から提出された給与明細書により、当該期間の標準報酬月額の決定の

基礎となる平成 20年４月から同年６月までは標準報酬月額44万円に相当する報酬月額

が事業主により申立人へ支払われていたことが確認できる。 



                      

  

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を 44 万円に訂正することが必要で

ある。 

一方、申立期間②のうち、平成 19 年９月から同年 11 月まで、20 年１月から同年６

月まで及び同年８月の標準報酬月額について、上記給与明細書において確認できる保険

料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額を上回

っていないことから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わ

ない。 

申立期間①について、申立人から提出された雇用契約書及び雇用保険の加入記録から、

申立人がＡ社に勤務したことは認められる。 

しかし、Ａ社は、保険料控除方法は当月控除方式であると回答しているところ、申立

人から提出された平成 18年10月分及び同年11月分の給与明細書によると、同年10月

分の給与から厚生年金保険料は控除されておらず、同年 11 月分の給与から控除され、

同年11月から厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20107 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞

与額に係る記録を、平成 18年 12月 22日は 146万 3,000円、19年７月 20日は 131万

7,000 円、同年 12月 19日は 142万 9,000 円、20年７月 23日は 130 万円、同年 12月

22日は135万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年12月22日 

② 平成 19年７月20日 

③ 平成 19年12月19日 

             ④ 平成 20年７月23日 

⑤ 平成 20年12月22日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に支給された賞与について、年金額の計

算の基礎とならない記録となっている。賞与明細書を提出するので、給付されるよう

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準賞与額の相違について申し立てているが、特例法に基づき

標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合

う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書において確認できる保険

料控除額から、平成 18年12月22日は146万3,000円、19年７月20日は131万7,000

円、同年 12月 19日は 142万 9,000円、20年７月 23日は 130万円、同年 12月 22日は



                      

  

135万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、事業主は申立期間当時に事務手続を

誤ったとして訂正の届出を行っており、納付していないとしていることから、社会保険

事務所（当時）は、申立期間に係る標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20108 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、昭和 49 年４月

から同年９月までは６万 4,000 円、同年 10 月は８万 6,000 円と記録されているところ、

当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の基礎

となる標準報酬月額は訂正前の２万円とされているが、申立人は、申立期間について、

その主張する標準報酬月額（昭和 49年４月から同年９月までは６万 4,000円、同年 10

月は８万6,000円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録を、

同年４月から同年９月までは６万 4,000 円、同年 10 月は８万 6,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年４月１日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際

の給与月額より低い。同社は社会保険事務所（当時）に事後訂正の届出を行ったが、

時効により保険料を納付できず、訂正後の記録は年金の給付に反映されないので、

給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、当初、申立人の申立期間における標準報

酬月額は２万円と記録されていたところ、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により

消滅した後の昭和 51 年 12 月７日付けで、49 年４月から同年９月までは６万 4,000 円、

同年10月は８万6,000円に訂正されたが、厚生年金保険法第75条本文の規定に基づき、

年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正前の標準報酬月額（２万円）とさ

れている。 

複数の従業員は、「申立期間当時、実際に支給された給与に見合う厚生年金保険料を

控除していながら、社会保険事務所に対し、実際の給与より低い額が届出されてい

た。」としている。 



                      

  

また、上記複数の従業員は、「当時、Ａ社の経理処理が適切でなかったので、社員全

員で交渉して改善を求めたことがある。」としているところ、昭和51年12月７日時点

において、同社において被保険者であったほぼ全ての者の標準報酬月額の記録が、申立

人と同様に遡って訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、その主張する標準報酬

月額（昭和49年４月から同年９月までは６万4,000円、同年10月は８万6,000円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確認できる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立人の標準報酬月額に係る届出を誤ったとして、当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後に標準報酬月額の訂正に係る届出を行い、また、申立期間に係る厚

生年金保険料については、過少な納付であったことを認めていることから、これを履行

していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20112 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①のうち、平成８年４月１日から同年 10 月１日までの期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であったこ

とが認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額を 22 万円に訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成８年４月１日から９年４月29日まで 

② 平成９年４月29日から同年７月１日まで 

③ 平成９年７月１日から10年８月31日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）及びＣ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び③の厚生年

金保険の標準報酬月額が、当時受け取っていた給与額に見合う標準報酬月額になって

いない。また、申立期間②については、厚生年金保険被保険者としての記録が無いが、

Ａ社に継続して勤務していたので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、平成８年４月から同年９月までの期間における申立人のＡ社に

おける標準報酬月額は、オンライン記録によれば、当初、16万円と記録されていたと

ころ、同年９月５日付けで、22万円に遡及して増額訂正され、さらに、同年10月８日

付けで、16万円に遡及して減額訂正されていることが確認できる。 

また、上記平成８年９月５日付け及び同年 10 月８日付けの標準報酬月額の遡及訂

正処理は、他の従業員４人全員についても、申立人と同様に行われていることが確認

できる。 

そして、当該期間の標準報酬月額については、申立人から提出のあった平成８年６

月及び同年７月の給料支払明細書で確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額か

ら、同年９月５日付けで遡及訂正された 22万円とすることが相当である。 

さらに、上記標準報酬月額の減額訂正が行われた理由について、Ａ社の当時の役員

は、「社会保険料の滞納及び納入の遅延があったために、遡及して訂正したものであ

る。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、平成８年10月８日付けで行われた上記減額訂正は事

実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該減額訂正処理に合理的な



                      

  

理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。 

このため、申立人の当該期間の標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届

け出た22万円に訂正することが必要と認められる。 

一方、申立期間①のうち、平成８年10月から９年３月までの標準報酬月額について

は、８年８月15日に行われた同年10月の定時決定において、22万円に記録されていた

ものが、同年10月８日付けで16万円に訂正されているものの、申立人から提出のあっ

た同年10月以降の給料支払明細書で確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、

訂正後の16万円よりも低額であることが確認できることから、申立人の主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたとは認めら

れない。 

２ 申立期間②について、申立人は、申立期間①から継続してＡ社において勤務してい

たと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、平成９年４月29日付けで厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっている。 

また、申立人を含むＡ社の従業員４人全員が、同社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった平成９年４月29日に厚生年金保険被保険者資格を喪失し、Ｃ社が厚生年金

保険の適用事業所となった同年７月１日に、同社で厚生年金保険被保険者資格を再取

得するまでの期間において、厚生年金保険に加入した記録は確認できない。 

さらに、オンライン記録により、申立人は、申立期間②において国民年金に加入し

ており、その保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたとは認められない。 

３ 申立期間③について、申立人は、当該期間に勤務したＣ社における標準報酬月額が

給与額より少ない旨申し立てている。 

しかしながら、申立人から提出のあったＣ社の当該期間に係る給料支払明細書にお

いて、源泉控除されている厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、オンライン記録

の標準報酬月額と一致している。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を控除されてい

たことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

申立期間③について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20121 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 11年１月１日から12年１月１日までの期間につい

て、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 36 万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年 10月21日から16年４月16日まで 

Ａ社で勤務していた申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に支給されて

いた報酬月額より低く記録されている。申立期間は35万円から50万円の給与を支給

されていたので、調査して標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成 11年１月から同年12月までの期間について、申立人から提

出のあった当該期間の給与所得の源泉徴収票において確認できる厚生年金保険料控除

額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額より高額であることが認

められる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記源泉徴収票において確認で

きる厚生年金保険料控除額から、36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

保険料を納付したか否かについては不明としており、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、上

記源泉徴収票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額の届出を社会保険事

務所（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情が無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間のうち、平成 13年６月、同年８月及び同年12月について、申立人の給与

振込先金融機関から提出された、同年６月から 16 年６月までの「取引明細表（フツ



                      

  

ウヨキン）」から、13 年６月 29 日、同年８月 31 日及び同年 12 月 28 日にＡ社から

の振込入金を確認することができる。 

しかし、申立人は、Ａ社の給与支給明細書は保管していないものの、申立期間の給

与支給明細書の内容を自身で記録したとする「給与記録」を提出しているところ、当

該給与記録に記載されている平成 13年６月、同年８月及び同年12月の銀行振込額は、

上記取引明細表で確認できる振込入金額より一定額少額である上、当該給与記録に記

載されている厚生年金保険料額から算出される標準報酬月額と、健康保険料額から算

出される標準報酬月額が一致していない。 

また、申立人の給与記録における銀行振込額は、報酬月額をオンライン記録の標準

報酬月額（18万円）に置き換えて算出すると、上記取引明細表の金額と一致する。 

さらに、申立人は、「毎月、給与支給明細書しか確認しておらず、なぜ振込額と給

与記録が一致しないのかは分からない。」としており、上記取引明細表から、オンラ

イン記録の標準報酬月額に基づく保険料より高額の保険料が控除されていたことにつ

いて確認することができない。 

３ 申立期間のうち、平成８年 10 月から 10 年 12 月まで、12 年１月から 13 年５月ま

で、同年７月、同年９月から同年 11 月まで及び 14 年１月から 16 年３月までの期間

について、Ａ社は既に破産宣告を受けており、賃金台帳を含め当時の記録は残ってお

らず、当時の事業主及び社会保険事務担当者は、厚生年金保険の取扱いについて不明

である旨供述しており、申立人も給与支給明細書等の資料を所持していないことから、

申立人の当該期間に係る報酬額及び厚生年金保険料控除額について確認することがで

きない。 

４ このほか、申立人の申立期間のうち、平成８年 10 月から 10 年 12 月までの期間及

び12年１月から 16年３月までの期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について、これを確認できる関連

資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20122 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、平成 16年６月 15日及び同年12月15日の標準賞与額に係る記録を、

それぞれ47万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年６月15日 

             ② 平成 16年12月15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。賞与明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する賞与明細書により、申立人は、平成 16 年６月 15 日及び同年 12 月

15日において、その主張する標準賞与額（いずれも 47万 2,000円）に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当時）に提出していな

かったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認

めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20123 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったことが認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を

20万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から４年３月31日まで 

Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に支給を受けていた報酬

月額に見合っていない。標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の申立期間のＡ社における標準報酬月額は、当初、

平成３年４月から同年 11 月までは 20 万円と記録されていたところ、同年 12 月２日付

けで、資格取得日（平成３年４月１日）に遡って 11万8,000円に訂正され、同年10月

の定時決定の記録も 11 万 8,000 円に訂正されて、同社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった日（平成４年３月 31日）まで継続していることが確認できる。 

また、申立人と同様にＡ社の事業主を含む 70人についても、平成３年12月２日付け

で標準報酬月額が遡及して減額訂正されており、このうち、同年４月１日以降の資格取

得者は、取得日まで遡及して訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、公共職業安定所から提出された雇用保険受給資格者証によると、申立

人のＡ社離職時の賃金日額は 6,358 円であり、月額にすると 19 万円程度であることが

確認できる。 

また、Ａ社の事業主は、平成３年 12 月２日付けで標準報酬月額の遡及訂正処理が行

われた当時は保険料を滞納しており、社会保険事務所から呼出しを受けて、減額訂正の

指導をされたとしている。 

これらを総合的に判断すると、平成３年 12 月２日付けで行われた標準報酬月額の遡

及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及訂正処

理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。 

また、申立期間のうち、当該遡及訂正処理日（平成３年 12 月２日）以降の期間の標

準報酬月額については、同日付けで処理された平成３年 10 月の定時決定において、11

万8,000円と記録されている。 



                      

  

しかし、上記のとおり、申立人の報酬月額は、雇用保険受給資格者証から 19 万円程

度であると認められる上、オンライン記録によると、一旦、平成３年９月５日付けで、

資格取得時（平成３年４月１日）の標準報酬月額を 20 万円とする変更届が提出されて

いることが確認できることから、当該期間の標準報酬月額についても、有効な記録訂正

とは認められない同年 12 月２日付けの遡及訂正処理に連動してなされた処理の結果で

あると考えることが適当である。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た 20万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案20127 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成４年６月１日から同年11月30日までの期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であったと認

められることから、申立人の当該期間の標準報酬月額に係る記録を 50 万円に訂正する

ことが必要である。 

また、申立期間のうち、平成４年 11月30日から５年５月７日までの期間について、

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は同年５月７日であると認め

られることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、50万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年６月１日から５年５月７日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、平成４年11月30日から５年５月７日までの厚生年金

保険の加入記録が無く、また、報酬月額に見合う標準報酬月額より低くなっているの

で、申立期間を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成４年

11 月 30 日の後の５年５月７日付けで、申立人の同社における厚生年金保険被保険者の

資格喪失日を遡って４年 11月30日とする処理がなされていることが確認できる。 

また、申立人のＡ社における平成４年６月から同年 10 月までの期間の標準報酬月額

は、当初、50 万円と記録されていたところ、５年５月７日付けで申立人の同社におけ

る厚生年金保険被保険者資格を取得した４年６月１日に遡って 16 万円に減額訂正され

ており、申立人のほか６人についても同様に、標準報酬月額が遡って減額訂正されてい

ることが確認できる。  

一方、Ａ社の従業員の一人は、「私は平成５年４月 30 日の退社だが、その日も申立

人は勤務していた。」旨供述していることから、申立人は同社が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった平成４年 11月30日以降も勤務していたことが推認できる。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は平成４年５月 25 日に取締役に就

任しており、上記訂正処理日である５年５月７日においても取締役であったことが確認

できるが、同社において申立期間に厚生年金保険の被保険者資格を有していた元従業員



                      

  

17 人に照会したところ、回答のあった３人は、申立人について「経理である。」と回

答している。そのうち、Ｂ地方第三者委員会の決定に基づきあっせんされた同社の元取

締役は、「申立人は給与と会社の入出金を担当しており、社会保険の最終的な判断を下

すことや印鑑を押すのは社長である。」旨供述していることから、申立人が当該標準報

酬月額の減額訂正処理に関与していたとは考え難い。 

さらに、上記Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、同社は平成14年12月＊日に解散

しており、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった４年11月30日以降も法人事

業所であったことが確認できることから、当該適用事業所でなくなったとする処理を行

う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の厚生年金保険の被

保険者資格喪失日を平成４年 11月30日とする処理及びＡ社が厚生年金保険の適用事業

所でなくなった後に、申立人の標準報酬月額を遡って減額訂正する処理を行う合理的な

理由は無く、当該資格喪失処理及び標準報酬月額の減額訂正処理に係る記録は有効なも

のとは認められないことから、申立人の同社における資格喪失日を当該処理が行われた

５年５月７日に訂正することが必要である。 

また、平成４年６月から同年 10 月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会

保険事務所に当初届け出た 50万円に訂正し、同年11月から５年４月までの期間に係る

標準報酬月額についても、当該訂正後の標準報酬月額から、50 万円とすることが必要

である。 



                      

  

東京厚生年金 事案20128                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ事業所における資格喪失日に係る記録を平成 10 年７

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年６月26日から同年７月１日まで 

Ａ事業所で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間当時、Ｂ事業所に転勤はあったが継続して勤務していたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所及びＢ事業所は、「当時の人事記録等は保管していないが、原則、組織内で

の転勤の場合、勤務に空白は生じない。」旨の回答をしていることから判断すると、申

立人がＡ事業所に申立期間も継続して勤務（Ａ事業所からＢ事業所に異動）していたこ

とが推認できる。 

また、Ａ事業所は、申立人のＢ事業所への異動日について、「平成 10 年６月３日」

と回答しており、また、同年６月分の給与の支払について、「異動日は３日だが、残務

整理や引継ぎがあるので、６月分まではこちらで支給していた。」とし、申立人の給与

から厚生年金保険料を「控除した。」と回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料をＡ事業所の

事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

なお、異動日については、Ｂ事業所は、「当方としては、人事異動についてはその月

の１日にしている。申立人の場合も同じであると思う。」と回答していることから、平

成10年７月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ事業所における平成 10 年５

月の社会保険事務所（当時）の記録から、９万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料について納付していないことを認めて



                      

  

いることから、社会保険事務所は申立人に係る平成 10 年６月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20129 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与

額に係る記録を、平成 18年 12月 15日は 53万 6,000円、19年６月 15日は 28万円、

20年６月 16日は 28万 5,000円、同年 12月 15日は 54万 7,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年12月15日 

② 平成 19年６月15日 

③ 平成 20年６月16日 

④ 平成 20年12月15日 

Ａ事務所における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記

録が無いことが分かった。同事務所は年金事務所に訂正の届出を行ったが、申立期間

の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所から提出された平成 18年から20年までの賃金台帳により、申立人は申立期

間に同事務所から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

また、特例法に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賃金台帳により確認できる保険

料控除額及び賞与支給額から、平成 18年 12月 15日は 53万 6,000円、19年６月 15日



                      

  

は 28万円、20年６月 16日は 28万 5,000円、同年 12月 15日は 54万 7,000円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出していなかったこと

及び当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会

保険事務所は、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20132 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているところ、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成

16年７月９日は 30万円、18年７月10日は21万円、同年12月８日は25万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年７月９日 

② 平成 18年７月10日 

③ 平成 18年12月８日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いこ

とが判明した。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効

により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与明細一覧表及び厚生年金保険被保険者賞与支払届の写しにより、

申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与明細一覧表において確認できる厚生

年金保険料控除額及び賞与額から、申立期間①は30万円、申立期間②は21万円、申立期間③

は25万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出していなかったこと、また、

当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めていることから、これ

を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20133 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているところ、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成

16年７月９日は 25万円、18年７月10日は20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年７月９日 

② 平成 18年７月10日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いこ

とが判明した。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効

により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与明細一覧表及び厚生年金保険被保険者賞与支払届の写しに

より、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与明細一覧表において確認でき

る厚生年金保険料控除額及び賞与額から、申立期間①は 25万円、申立期間②は20万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出していなかった

こと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20134 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているところ、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成

16年７月９日は 25万円、18年７月10日は21万円、同年12月８日は25万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年７月９日 

② 平成 18年７月10日 

③ 平成18年12月８日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いこ

とが判明した。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効

により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与明細一覧表及び厚生年金保険被保険者賞与支払届の写しにより、

申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与明細一覧表において確認できる厚

生年金保険料控除額及び賞与額から、申立期間①は25万円、申立期間②は21万円、申立期

間③は25万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出していなかったこと、また、

当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20135 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているところ、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成

16年７月９日は 20万円、18年７月10日は18万円、同年12月８日は20万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年７月９日 

② 平成 18年７月10日 

③ 平成18年12月８日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いこ

とが判明した。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効

により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与明細一覧表及び厚生年金保険被保険者賞与支払届の写しにより、

申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与明細一覧表において確認できる厚

生年金保険料控除額及び賞与額から、申立期間①は20万円、申立期間②は18万円、申立期

間③は20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出していなかったこと、また、

当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めていることから、こ

れを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20136 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているところ、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 25 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年７月９日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いこ

とが判明した。同社は、年金事務所に訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効

により納付できず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった賞与明細一覧表及び厚生年金保険被保険者賞与支払届の写しに

より、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与明細一覧表において確認でき

る厚生年金保険料控除額及び賞与額から、25万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出していなかった

こと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20137 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格喪失日に係る

記録を昭和39年６月 23日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万3,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年５月23日から同年６月23日まで 

Ａ社Ｃ支店に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間に支店間の異動はあったが、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人から提出のあった「職歴証明書」（Ｂ社が作成）及びＢ

社の回答から判断すると、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務し（昭和 39 年６月

23 日に同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における昭和 39 年

４月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したものと思うとしているが、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20140 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間②に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け

出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立人の申立期間②の標準報酬

月額に係る記録を、平成５年４月から６年６月までは 36 万円、同年７月及び同年８月

は41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和 51年10月31日から同年11月１日まで 

② 平成５年４月１日から６年９月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無い。同

社には昭和 51 年 10 月 31 日まで勤務したので、申立期間①を厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。また、Ｃ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の標準報酬

月額が、報酬月額に見合う標準報酬月額よりも低くなっているので、申立期間②の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、オンライン記録によると、申立人のＣ社における当該期間の

厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成５年４月から６年６月までは 36 万円、

同年７月及び同年８月は 41 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった日（平成６年９月 30 日）の後の７年６月７日付けで、５年４

月に遡って20万円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ｃ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は当該期間において取締役であ

ったことが確認できる。 

しかし、申立人は、「私はＣ社において工場長であった。」旨供述しており、また、

同社において当該期間に被保険者記録が確認できる従業員 10 人に照会したところ、

８人から回答があり、そのうちの７人が、「申立人は社会保険手続に関与していな

い。」旨回答している。 

また、Ｃ社は平成６年 11 月＊日にＤ地方裁判所から破産宣告を受けており、上記

減額訂正処理日（平成７年６月７日）には、破産管財人が選任されていることが確認

できる上、同社の事業主は、当該期間当時、社会保険料の滞納があったことを認めて

おり、「破産の清算の際、破産管財人が社会保険料の滞納を清算したことを記憶して



                      

  

いる。」旨供述していることから、申立人は当該遡及訂正処理に関与していないもの

と判断できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業

所でなくなった後に、当該期間の標準報酬月額を遡って減額訂正する合理的な理由は

無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立

人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成

５年４月から６年６月までは 36万円、同年７月及び同年８月は41万円に訂正するこ

とが必要である。 

２ 申立期間①について、申立人はＡ社に昭和 51 年 10 月 31 日まで勤務していたと主

張している。 

しかしながら、Ｂ社は、「申立人の退職日は昭和 51 年 10 月 30 日である。」旨回

答しており、同社が提出した申立人に係る退職願には、昭和 51 年 10 月 30 日に退職

との記載が確認でき、申立人の当該期間における勤務が確認できない。 

また、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は、昭和 51 年 10 月 30 日が離職

日となっており、オンライン記録の資格喪失日と符合している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20141 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 53

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 11月１日から５年９月30日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、その前の

標準報酬月額より大幅に低くなっている。そのため、調査して正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、当初、53 万

円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成５年 10

月26日）の後の平成５年11月22日付けで、３年11月に遡って８万円に減額訂正されている

上、同社において、申立人のほかに、代表取締役及び取締役二人についても、標準報酬月額が、

同日付けで同様に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人は上記減額訂正処理日及び申立期間におい

て同社の取締役であったことが確認できるが、申立人は、「会社設立時からずっと営業担当で、

事務的な手続には関与していなかった。」旨供述している。 

これについて、経理担当であった取締役は、「社会保険事務所の担当官から、保険料が支払

えないのであれば幹部社員の標準報酬を遡って下げるように指示され、自分が手続をした。申

立人は営業担当の取締役で、事務的な手続には関与していない。」旨供述していることから、

申立人は当該標準報酬月額の減額訂正処理に関与していないと判断される。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった後に、遡及して申立人の標準報酬月額を減額訂正する処理を行う合理的

な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立

人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53 万円に訂正

することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案20144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成16年８月12日

は20万1,000円、同年12月24日は30万2,000円、17年８月12日は24万3,000円、同年12月

30日は30万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年８月12日 

             ② 平成 16年12月24日 

             ③ 平成 17年８月12日 

             ④ 平成 17年12月30日              

Ａ事業所における被保険者期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記

録が無い。銀行預金通帳の写し及び給与支給明細書を提出するので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所から提出された回答書及び賃金台帳並びに申立人から提出された銀行預金通

帳の写し及び給与支給明細書により、申立人は、申立期間に同事業所から賞与の支払を

受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準賞与

額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞

与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記給与支給明細書において確認で

きる厚生年金保険料控除額から、平成16年８月12日は20万1,000円、同年12月24日は30

万2,000円、17年８月12日は24万3,000円、同年12月30日は30万4,000円とすることが妥

当である。 



                      

  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出しておらず、申立期間に

係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していな

いと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20147 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 48 年９月７日、

資格喪失日に係る記録を同年 10 月 17 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を５万

6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年９月７日から同年10月17日まで 

 Ａ社が所有するＢ丸に乗船した期間の船員保険の加入記録が無い。申立期間中、同

船舶には継続して乗船し、船員保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期

間について船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった船員手帳により、申立人がＡ社に継続して勤務し、昭和 48

年９月７日から同年 10月16日まで同社Ｂ丸に司厨員として乗船していたことが認めら

れる。 

しかしながら、Ａ社の当時の事業主は所在不明であることから、Ｂ丸における申立人

の申立期間に係る船員保険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、Ａ社の事業主に係る船舶所有者別保険者名簿から、複数の元従業員に照会し

たところ、「申立人が、申立期間において司厨員として乗船していたことを記憶してい

る。申立人の船員手帳に正規の船員として乗船した記録がある以上、私たちと同じ時期

にＢ丸に乗船していた申立人が船員保険に未加入ということはあり得ず、船員保険料が

給与から控除されていたはずである。」旨供述している上、申立人と同じＢ丸に乗船し

ていた元従業員全員の船員保険被保険者記録が確認できることから、申立人は申立期間

に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社のＢ丸における同職種であり同年代

の司厨員の標準報酬月額の記録から、５万 6,000円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社の当時の

事業主は所在不明であることから、確認することはできないが、仮に、事業主から申立

人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届

を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当

時）が当該届出を記録していないとは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主

から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る昭和 48 年９月の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20148 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間の標準報酬月額に係る記録については、申立期間のうち、平成 12

年４月から同年９月までは 59万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 12月１日から13年10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給与

から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。同社では、派遣従

業員として在籍し、Ｂ社に派遣され、同社職員の指揮、命令の下、工事工程管理の業

務に従事していた。Ａ社の厚生年金保険関係事務に関与する業務とは全く無関係の立

場であったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  

したがって、申立期間のうち、平成 12 年４月及び同年９月の標準報酬月額について

は、給料支払明細書において確認できる保険料控除額又は報酬月額から、59 万円とす

ることが妥当である。 

また、申立期間のうち、平成 12 年５月から同年８月までの期間の標準報酬月額につ

いては、申立人は保険料控除を確認できる資料を保有していないものの、申立人から提

出のあった当該期間の前後の期間における給料支払明細書で確認できる報酬月額及び保

険料控除額は同額であり、当該期間についても同様の保険料が控除されていたと認めら

れることから、当該期間の標準報酬月額を59万円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、事業主が当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、平成４年 12月から12年３月まで及び同年10月から13年９

月までの期間の標準報酬月額については、Ａ社は、当該期間当時の保険料控除を確認で

きる資料を保管していない旨回答している上、申立人も給与明細書等を保有していない

ことから、申立人の主張する報酬月額及び厚生年金保険料控除額について確認すること

ができない。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料が給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当該期間に

ついて、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20149 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①及び申立期間②のうち、平成９年 11 月１日から 10 年 10 月１日までの期

間について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係

る記録を28万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間②のうち、平成10年10月１日から14年９月21日までの期間に係る

標準報酬月額の記録については、10年 10月は 24万円、同年 11月は 26万円、同年 12

月は 28 万円、11 年１月から 13 年３月までは 26 万円、同年４月は 24 万円、同年５月

は 26 万円、同年６月から同年９月までは 24 万円、同年 10 月から同年 12 月までは 26

万円、14年１月は 28万円、同年２月から同年５月までは 26万円、同年６月は 24万円、

同年７月及び同年８月は 26万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①平成８年 11月１日から９年10月１日まで 

②平成９年 11月１日から14年９月21日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の標準報酬月額が実

際の給与額に見合う標準報酬月額と相違している。同社では販売管理担当事務員とし

て勤務しており、厚生年金保険関係事務に関与する立場ではなかったので、申立期間

①及び②の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における当該期間の厚

生年金保険の標準報酬月額は、当初、28 万円と記録されていたところ、平成 10 年６月

23日付けで、８年 11月に遡って、14万2,000円に減額訂正されていることが確認でき

る。 

また、申立期間②のうち、平成９年 11月から10年５月までの期間について、オンラ

イン記録によると、申立人のＡ社における当該期間の厚生年金保険の標準報酬月額は、

当初、28 万円と記録されていたところ、同年６月 24 日付けで、９年 11 月に遡って、



                      

  

13 万 4,000 円に減額訂正されていることが確認できる上、同社に勤務していた申立人

を含む 123 人の標準報酬月額の記録が、10 年６月 24 日付けで、９年 11 月に遡って減

額訂正されていることが認められる。 

さらに、Ａ社の事業主は「当時、経営状況は厳しく社会保険料の滞納があった。それ

を埋めるために社会保険事務所から月額変更届の提出を指導され提出した。」旨供述し

ているところ、同社に係る滞納処分票により、同社は、平成９年11月から10年５月ま

での期間における厚生年金保険料を滞納していたことが確認できる。 

加えて、Ａ社の厚生年金保険事務担当者は「申立人の申立期間①及び②に係る保険料

控除額は、標準報酬月額 28万円に見合う金額であった。」旨供述している。 

なお、Ａ社の事業主及び同社の複数の元従業員は「当時、申立人は一般事務員であり、

厚生年金保険の標準報酬月額の改定には関与していなかった。」旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、平成 10 年６月 23 日付け及び同年６月 24 日付けで行

われた当該遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当

該遡及訂正処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。こ

のため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の８年 11 月から９年９

月まで及び同年11月から 10年９月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に

当初届け出た 28万円に訂正することが必要である。 

申立期間②のうち、平成 10 年 10 月から 14 年８月までの期間について、申立人は、

自身の標準報酬月額は 28 万円であった旨主張しているが、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに

基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められ

る保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、平成 14 年８月の標準報酬月額については、申立人が提出した同年９月

分の支給明細書において確認できる報酬月額から、26万円とすることが妥当である。 

また、Ａ社の事業主は「給与の締日は 20 日、支払日は末日、保険料は翌月控除であ

った。」旨供述しているところ、平成 10 年 10 月から 14 年７月までの期間の標準報酬

月額については、申立人が提出した 10 年 11 月分から 14 年８月分までのＢ信用金庫Ｃ

支店の申立人に係る普通預金移動元帳において確認できる各月の給与振込額から同年９

月の給与振込額を差し引いた差額を同年９月の報酬月額に加算し得られた金額は各月の

報酬月額であると推認され、同社の社会保険事務担当者は、「申立人の当該期間の保険

料控除額は、標準報酬月額 28 万円に見合う金額であった。」旨供述しており、申立人

の同年９月分の支給明細書において確認できる保険料控除額も標準報酬月額 28 万円に

見合うことが確認でき、当該期間も標準報酬月額 28 万円に基づく保険料が控除されて

いたと考えられることから、10年 10月は 24万円、同年 11月は 26万円、同年 12月は

28 万円、11 年１月から 13 年３月までは 26 万円、同年４月は 24 万円、同年５月は 26

万円、同年６月から同年９月までは 24万円、同年10月から同年12月までは26万円、

14年１月は 28万円、同年２月から同年５月までは 26万円、同年６月は 24万円、同年

７月は26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る平成 10 年 10 月から 14 年８月までの厚生年金保険料の事業主に



                      

  

よる納付義務の履行については、Ａ社の事業主は「保険料はオンライン記録の標準報酬

月額に基づく額を納付した。」旨供述しているが、上記普通預金移動元帳から推認でき

る報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が

長期間にわたり一致していないことから、事業主は、支給明細書において確認できる報

酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20150 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立期間の標準報酬月額を、平成

９年10月から 10年７月までは 56万円、同年８月は50万円に訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 10月１日から10年９月30日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。

同社では取締役であったが、営業担当として勤務しており、厚生年金保険関係事務に

関与する立場ではなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった平成 10年９月30日付けで、９年10月から10年７月ま

では56万円が９万 2,000円に、同年８月は50万円が９万2,000円に、それぞれ遡って

訂正処理されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、平成８年 12 月１日に取締役

に重任し、当該訂正処理が行われた 10年９月30日の時点において引き続き取締役であ

ることが確認できるが、同社の複数の元同僚は、「申立人は、社内では営業担当取締役

であり、厚生年金保険関係事務には全く関与していなかった。」旨供述していることか

ら、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う合理的な

理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出

た、平成９年 10月から 10年７月までは56万円、同年８月は50万円に訂正することが

必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案20151 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、昭和57年12月３日で

あると認められることから、資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 57年７月から同年 11月までの標準報酬月額については、同年７月から同

年９月までは 22万円、同年 10月及び同年11月は24万円とすることが必要である。        

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年 12 月３日から 58 年３月１日までの期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における被保険者記録のうち、当該期間に係る上記訂正後の資格喪失日

（昭和 57 年 12 月３日）及び資格取得日（昭和 58 年３月１日）を取り消し、当該期間

の標準報酬月額を 24万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年７月31日から58年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

中、同社には継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、

申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、Ａ社において、昭和 47 年４月１日に厚生年金

保険の被保険者資格を取得し、57年７月31日に資格を喪失後、58年３月１日に同社に

おいて再度資格を取得しており、57 年７月 31 日から 58 年３月１日までの申立期間の

被保険者記録が無い。 

しかしながら、雇用保険の加入記録及びＡ社の複数の元同僚による「申立人は、申立

期間を通じて継続して勤務していた。」旨の供述から判断すると、申立人が申立期間に

おいて同社に勤務していたことが認められる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、昭和 57年12月３日付けで、申立

人の資格喪失日が同年７月 31日に遡って訂正されるとともに、同年10月の定時決定が

取り消されていることが確認でき、同社の被保険者 50 人についても、申立人と同様に



                      

  

同年 12 月３日付けで、同年５月 31 日又は同年７月 31 日に遡って被保険者資格を喪失

していることが確認できる。 

また、Ａ社の元社会保険担当者は、「Ａ社は、昭和 57年11月の倒産時点で数か月分

の厚生年金保険料及び健康保険料を滞納しており、滞納した厚生年金保険料について社

会保険事務所（当時）と分割納付の交渉を行ったが認められず、遡って強制的に資格喪

失させられ、滞納保険料は無かったものとして処理された。」旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人が昭和 57 年７月 31

日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係る記録は有

効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、上記資格喪失処理が行わ

れた同年12月３日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間のうち、昭和57年７月から同年11月までの標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た、同年７月から同年９月までは22万円、同年10月及

び同年11月は24万円とすることが妥当である。 

申立期間のうち、昭和 57 年 12 月３日から 58 年３月１日までの期間については、雇

用保険の加入記録及びＡ社の複数の元同僚による「申立人は、申立期間を通じて継続し

て勤務していた。」旨の供述から、申立人が申立期間において同社に勤務していたこと

が認められる上、同社の元社会保険担当者は、｢申立人は、申立期間中、厚生年金保険

料が給与から控除されていた。｣旨供述している。 

また、Ａ社の元従業員の一人が保有していた昭和 57 年 12 月から 58 年２月までの期

間に係る給与明細書から、当該期間について厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は当該期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係る上記訂正後の昭和 57 年 11

月の標準報酬月額から、24万円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主からは

回答が得られていないが、申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されてい

ないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業

主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20155    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年３月１日から48年４月１日まで 

60 歳の裁定請求の手続の際に、申立期間について脱退手当金の支給記録があるこ

とを初めて知った。しかし、脱退手当金をもらった記憶は無いので、脱退手当金を受

給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社の当時の社会保険事務担当者は、「退職者の脱退手

当金の請求手続については、会社では行っていなかった。退職者には、厚生年金保険の

被保険者証を返していた。」と供述している上、同社に係る事業所別被保険者名簿に記

載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 48 年

４月１日の前後５年以内に資格喪失し、脱退手当金の受給要件を満たす 17 名について、

脱退手当金の支給記録を確認したところ、支給記録があるのは申立人を含め３名と少な

く、申立人を除く２名の者から同社における当時の脱退手当金の取扱状況等を聴取した

ところ、いずれの者からも事業主による代理請求をうかがうことができないことを踏ま

えると、同社では脱退手当金の代理請求を行っておらず、申立人の脱退手当金について

も、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間より前の２回の

被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているが、申立

人が、脱退手当金支給決定日前の３回の被保険者期間のうち、２回の被保険者期間の請

求を失念するとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20156 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年７月１日から35年11月30日まで 

平成 22 年９月頃に届いた確認はがきにより、申立期間について脱退手当金の支給

記録があることを初めて知った。しかし、私は、脱退手当金を請求した記憶も、受給

した記憶も無いので、脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に対する申立期間に係る脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者

資格喪失日から約３年５か月後の昭和 39年４月28日に支給決定されたこととなってお

り、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険

者名簿及び申立期間に係る厚生年金保険被保険者記号番号払出簿の申立人の氏名は、旧

姓のままであることから、申立期間に係る脱退手当金は、旧姓で請求されたものと考え

られるが、申立人は、同社の退職後であって、脱退手当金支給決定日の３年前の昭和

36 年４月＊日に婚姻し、改姓していることから、申立人が当該請求をしたとすれば、

改姓後の姓により行ったものと考えられるため、申立人が当該脱退手当金を請求したと

は考え難い。 

さらに、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるが、申立人については、申立期間前の最初に勤務し

たＢ社に係る被保険者期間については、その計算の基礎とされておらず、未請求となっ

ているが、申立人が当該最初に被保険者となった期間の請求を失念するとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20161 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、昭和 26 年６月１日であると認められることか

ら、申立期間の厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年３月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、

昭和 24 年４月から平成７年６月まで継続して勤務していたので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 24 年４月から平成７年６月までＡ社に継続して勤務していたと供述

しているところ、同社及び同社と関連のあるＢ組合に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿によると、申立人のＡ社における資格喪失日は昭和 26 年３月１日、Ｂ組合にお

ける資格取得日は同年６月１日、資格喪失日は 27 年５月５日となっており、同日付け

で再度、Ａ社において被保険者資格を取得していることが確認できるが、申立期間の厚

生年金保険の加入記録が無い。 

しかしながら、Ａ社及びＢ組合の複数の元従業員は、申立人が同組合の業務を手伝う

ことはあったが、申立人はＡ社に勤務しており、申立期間も継続して同社に勤務してい

たと供述している。 

また、上記の複数の元従業員は、申立期間当時、Ａ社及びＢ組合の給与計算等は、Ａ

社が行っていたと供述している。 

これらのことから、申立人は、申立期間もＡ社に継続して勤務していたことが認めら

れる。 

しかしながら、上記被保険者名簿によると、Ａ社及びＢ組合で被保険者資格を取得し

ている複数の者が、申立人と同様、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無いこと

が確認できる。 

また、申立人を含む複数の元従業員に係る厚生年金保険被保険者台帳において、昭和

25 年８月１日付けで社会保険事務所（当時）の管轄変更により資格を喪失している記



                      

  

録が確認できるが、当該管轄変更後の取得及び喪失の記録が無いことが確認できる。 

さらに、オンライン記録によると、これらの者の中には、申立期間に空白が無く、Ａ

社において被保険者となっている者がいることが確認できる上、複数の者について、各

事業所に係る被保険者名簿の記録、オンライン記録及び厚生年金保険被保険者台帳の記

録が一致していないことが確認できる。 

このことについて、年金事務所に照会したところ、オンライン記録の根拠は確認でき

ず不明であると回答していることから、社会保険事務所における申立人に係る年金記録

の管理が適切ではなかったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における厚生年金保険の資格喪失日は、

昭和26年６月１日とすることが妥当である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 26 年２月の

社会保険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 



                      

  

東京厚生年金 事案20162 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立期間の標準報酬月額を 24 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年７月16日から５年２月25日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に支給されていた

報酬額に見合う標準報酬月額と相違しているので、申立期間の標準報酬月額を正しい

記録に訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、24 万円と記録されていたところ、平成６年１月 19 日付けで、遡って８万円に減額

訂正されている上、申立人のほかにも代表取締役及び従業員 26 名の標準報酬月額が、

同年１月 18 日付け及び同年１月 19 日付けで遡って減額訂正されており、そのうちの

10名は、被保険者資格を喪失した後で減額訂正されていることが確認できる。 

また、Ａ社の元従業員は、申立期間当時、給与の遅配があったと供述しており、別の

元従業員は、同社は資金繰りに苦労していたと供述していることから、同社では厚生年

金保険料を滞納していたことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、平成６年１月 19 日付けで行われた遡及訂正処理は事

実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及訂正処理に合理的な理

由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められ

ず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た

24万円に訂正することが必要と認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案20163 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成４年２月１

日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 41万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

申立人の申立期間②のうち、平成５年 10月１日から７年10月１日までの期間に係る

標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額で

あったことが認められることから、当該期間の標準報酬月額を、５年 10 月から６年６

月までは47万円、同年７月から同年 10月までは53万円、同年11月から７年９月まで

は59万円に訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平成７

年10月から 11年８月までを 59万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年１月31日から同年２月１日まで 

             ② 平成５年10月１日から14年３月11日まで 

Ｂ社に昭和 62年６月 20日から平成14年３月10日まで勤務していたが、同社が厚

生年金保険の適用事業所となる前に同社の親会社であるＡ社で厚生年金保険に加入し

ていた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。また、Ｂ社に勤務していた期間のうち、

申立期間②の標準報酬月額が、実際の給与額に見合う標準報酬月額と相違している。

給与明細書等を提出するので、標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、雇用保険の加入記録によると、申立人は、当該期間に、事業主

がＢ社と同一人であるＡ社において、加入していることが確認できる。 

また、Ａ社の事業主は、申立人が当該期間もＢ社に勤務していたことを認めており、



                      

  

同社が平成４年２月１日に厚生年金保険の適用事業所となる前の期間は申立人を含む従

業員について、Ａ社において厚生年金保険に加入させ、給与から厚生年金保険料を控除

しており、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料も給与から控除したと供述している。 

さらに、Ｂ社の元従業員は、同社の給与計算等はＡ社が行っていたと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は当該期間においてＢ社に勤務し、厚生年金保

険料をＡ社の事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成３年 12 月の

オンライン記録から、41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が資格喪失日を平成４年２

月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年１月 31 日と誤って記

録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年１月の保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る当

該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②について、オンライン記録によると、申立人のＢ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成５年 10月から６年６月までは47万円、同年７月から同

年 10月までは 53万円と記録されていたものが、同年 11月 10日付けで、５年 10月に

遡って 30 万円に減額訂正されていることが確認でき、申立人のほかにも複数の従業員

等が同様に減額訂正されていることが確認できる。 

また、申立人から提出された平成５年 11 月分から６年７月分までの給与明細書によ

ると、47 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が、同年８月分から同年 11 月分

までの給与明細書によると、53 万円の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料が、同年

12月分から７年 10月分までの給与明細書によると、59万円の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料がそれぞれ控除されていることが確認できる。 

さらに、Ｂ社の事業主は、当該期間当時、社会保険料を滞納しており、社会保険事務

所と相談の上、標準報酬月額の減額訂正に係る届出を行ったと供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が平成６年11月10日付けで行った標

準報酬月額の遡及訂正処理は事実に則したものとは考え難く、当該遡及訂正処理を行う

合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。このため、当該遡及

訂正処理の結果として記録されている５年 10 月から７年９月までの期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、５年 10 月から６年６月までは 47

万円、同年７月から同年 10月までは53万円、同年11月から７年９月までは59万円に

訂正することが必要である。 

なお、当該遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成７年 10 月１日）に

おいて、申立人の標準報酬月額が 30 万円と記録されているところ、当該処理について

は、上記遡及訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事

務所の処理が不合理であったとは言えない。 

一方、申立期間②のうち、平成７年 10月から14年２月までの期間については、厚生



                      

  

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改

定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月

額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立期間②のうち、平成７年 10月から11年８月までの期間に係る標準

報酬月額について、申立人から提出された給与明細書及び特別市民税・県民税特別徴収

税額の通知書から確認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額から、59 万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、上

記給与明細書等において確認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報

酬月額に基づく保険料を納付していないとしていることから、社会保険事務所は、当該

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間②のうち、平成 11年 12月、12年３月及び同年５月から同年 12月ま

での期間に係る標準報酬月額について、申立人から提出された給与明細書において確認

できる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致し

ている。 

また、平成 11年９月から同年 11月まで、12年１月、同年２月、同年４月及び 13年

１月から 14 年２月までの期間に係る標準報酬月額について、事業主は当該期間に係る

資料は無いと供述しており、申立人も当該期間に係る給与明細書等を保有していないこ

とから、当該期間に係る給与からの厚生年金保険料の控除について確認することができ

ない。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間②のうち、平成 11年９月から 14年２月までの期間について、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11879                 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55年５月から 62年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和55年５月から62年３月まで 

私の父は、私が 20 歳になった時に国民年金の加入手続を行い、結婚するまでの国

民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、国民年金の加入手続及び保険料を納付していたとする父親から当時の納付状

況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、第３号被保険者資格取得の届出手続をし

た平成元年４月頃に払い出されており、当該払出時点では申立期間の大部分は時効によ

り保険料を納付することができない期間であること、申立人は、申立期間直後の昭和

62 年４月の保険料を元年７月 26 日に過年度納付をしていることがオンライン記録で確

認でき、当該納付時点で申立期間は時効により保険料を納付することができない期間で

あること、申立人は、申立期間のうち 56年10月から61年10月までの期間については、

実家所在地の市とは別の区及び市で居住していたことが戸籍の附票で確認できるが、こ

れらの区及び市への国民年金における住所変更手続やこれらの区及び市での納付書の受

取に関する記憶が曖昧であること、当委員会において、申立人が実家で父親と同居して

いた 20歳到達時の 55年＊月から 56年 10月までの期間及び 61年 11月から 62年４月

までの期間について国民年金手帳記号番号払出簿の目視確認調査を日本年金機構に依頼

した結果、申立人の氏名は記載されておらず、申立人に別の手帳記号番号が払い出され

たことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の父親が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11880 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成２年７月から６年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年７月から６年３月まで 

私の母は、私が 20 歳になった時に国民年金の加入手続をし、申立期間の国民年金

保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加

入手続及び保険料の納付をしていたとする母親は、加入手続をした時期、場所及び申立期間の

保険料額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、平成９年１月に厚生年

金保険の記号番号が基礎年金番号として付番されており、申立期間当時は、申立期間は未加入

期間であり、保険料を納付することができない期間であったこと、６年４月１日の厚生年金保

険被保険者資格の取得に伴う国民年金被保険者資格の喪失及び 11 年 11 月１日の厚生年金保険

被保険者資格の喪失に伴う国民年金被保険者資格の再取得の記録追加が同年 12 月１日に行われ

ていることがオンライン記録で確認でき、申立人は、同年 11 月１日以降同年 12 月１日までの

間に基礎年金番号により国民年金の加入手続を行ったものと考えられ、当該手続時点で申立期

間に係る 20 歳到達日の２年＊月＊日に遡って国民年金の被保険者資格を取得し、申立期間が未

加入期間から未納期間になったものと考えられることなど、申立人の母親が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申立人が

申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11881 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年 11 月から 57 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年11月から57年３月まで 

私の母は、私が 20 歳の時は学生だったため、私の国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料を納付してくれていた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、加入手続及び保険料の納付をしていたとする申立人の母親は、申立期間当時

の保険料額に関する記憶及び申立期間に係る昭和 57 年４月の厚生年金保険被保険者資

格の取得に伴う国民年金被保険者資格の喪失手続に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無く、平成９年１月に

厚生年金保険の記号番号が基礎年金番号として付番されており、申立期間は、学生の任

意加入適用期間の未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができないこと、

申立人の母親は、国民年金手帳を申立人に渡した記憶が無く、申立人も母親から受け取

った記憶が無いと説明しており、申立期間当時に申立人に国民年金手帳の記号番号が払

いされていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の母親が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11882             

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年 12月から 11年５月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 12月から11年５月まで 

私は、最初に勤めた会社を退職した後、国民年金の加入手続をして送られてきた納

付書で国民年金保険料を納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）が無く、申立人は、平成９年 12 月に会社を退職した後、国民年金に加入して

申立期間の保険料を毎月納付していたと説明しているが、申立人に対して 12 年８月 21 日

に９年 12 月 28 日の厚生年金保険被保険者資格喪失に伴う未加入期間国年適用勧奨が行わ

れたことがオンライン記録で確認でき、当該勧奨時点まで申立期間は国民年金の未加入期

間であった。 

また、申立人は、婚姻後の第３号被保険者資格取得の届出時の平成 13 年１月 12 日に国

民年金の被保険者資格を 12 年８月１日に遡って取得し、同日に 12 年７月 11 日の第１号

被保険者資格取得日が記録追加されていることがオンライン記録で確認でき、当該届出手

続時点では申立期間の大部分は時効により保険料を納付することができない期間であるこ

と、申立人は申立期間直後の 11 年６月から同年９月までの期間及び 12 年７月の保険料を

13 年７月 26 日に遡って納付しており、当該納付時点で申立期間の保険料は時効により納

付することができなかったことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申立

人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11883（事案9777の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年４月から48年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年４月から48年３月まで 

 私は、昭和 45 年１月に区役所出張所で国民年金の加入手続を行い、手続後に送付

されてきた納付書で定期的に国民年金保険料を納付していた。申立期間が国民年金に

未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の保険料の納付時期及び納付

額等の記憶が曖昧であり、また、申立人は、20 歳時に国民年金の加入手続を行ったと説明して

いるが、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 53 年６月 15 日に払い出されて

いること、申立人が所持している国民年金手帳の記号番号のみ印字された年金手帳及び国民年

金手帳の記号番号と厚生年金保険の記号番号とが印字された年金手帳の２冊の手帳の国民年金

記録欄には、最初の資格取得日は 53 年１月１日と記載されており、申立期間は未加入期間であ

り、制度上、保険料を納付することができない期間であることなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に

基づき平成23年２月２日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対して、申立人は、申立期間の１期分の保険料額は約 1,300 円であったこと、昭和 45

年の国民年金加入当時に年金手帳の交付を受けなかったこと、納付書の態様は横長であったこ

と等を説明しているが、納付したとする保険料額は申立期間の一部の保険料額におおむね一致

しているものの、当時申立人が居住していた区では 46 年４月に区内全域で納付書制度が開始さ

れるまでは、年金手帳による印紙検認方式と納付書方式が併用されており、被保険者に年金手

帳の交付をしないことは考えられないこと、当時の納付書の態様は縦長であったことなど、そ

の説明内容は、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が、申立期間の国民年



                      

  

金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11885 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37年４月から 49年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37年４月から39年３月まで 

             ② 昭和 39年４月から49年３月まで 

私は、国民年金の加入手続を行った記憶は無いが、申立期間①の国民年金保険料を

区役所で毎月納付していた記憶がある。また、結婚後、夫が私の国民年金の加入手続

を行い、義母が申立期間②の保険料を納付してくれていた。申立期間①の保険料が未

納とされ、申立期間②が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、当該期間に係る国民年金の加

入手続を行った記憶及び当該期間当時の保険料の納付方法である印紙検認方式に関する

記憶が無く、昭和39年４月に婚姻した後に遡って保険料を納付した記憶も無いと説明し

ていること、申立人の国民年金手帳の記号番号は51年８月に払い出されており、当該払

出時点では当該期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、当

該期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらないことなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人の義母が当該期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、当該期間に係る国民年金の加入

手続及び保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行ったとする

申立人の夫は加入手続の時期に関する記憶が曖昧であり、申立人の保険料を納付してい

たとする義母から当時の納付状況等を聴取することが困難なため、当時の状況が不明で

あること、上記手帳記号番号払出時点では当該期間は時効により保険料を納付すること



                      

  

ができない期間であること、当該期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の義母が当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11886 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年３月の国民年金保険料については、免除されていたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年３月 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料の免除申請も行ってく

れた。申立期間の保険料が免除とされていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料が無く、申

立人の保険料の免除申請手続を行ったとする申立人の母親は、免除申請手続を行った時

期に関する記憶が曖昧である。 

また、申立期間当時、保険料の免除承認期間の始期は免除申請日の属する月の前月と

されていたため、申立期間に係る保険料の免除が認められるためには、保険料の免除申

請手続を平成８年３月又は同年４月に行う必要があるが、申立人の国民年金手帳の記号

番号は８年５月以降に払い出されており、当該払出時期からみて、制度上、申立期間の

保険料の免除申請手続を行うことができなかったと考えられるなど、申立人が申立期間

の保険料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11887                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年７月から３年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年７月から３年３月まで 

私は、平成２年７月から勤めていた事業所で厚生年金保険に加入していると思って

いたが、３年３月に退職する際に厚生年金保険に加入していなかったことを教えられ

たため国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を一括で納付した。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人は、現在所持する年金手帳に申立期間に係る被保険者資格取得

年月日及び同喪失年月日の記載があることから、申立期間当時に加入手続を行い、申立

期間の保険料を納付したはずであると説明しているが、当該記載は国民年金の被保険者

資格期間を示すものであり、国民年金の加入手続の時期及び保険料を納付した期間を示

すものではない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成８年８月頃に払い出されており、当該

払出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であるほか、

申立人の所持する年金手帳には上記手帳記号番号が記載されており、申立人は、当該年

金手帳以外の年金手帳を所持していた記憶は無いと説明していることから、申立期間当

時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見

当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11888 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11年４月から 14年３月までの国民年金保険料については、免除されて

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年４月から14年３月まで 

    私は、20 歳になった頃に国民年金の加入手続及び国民年金保険料の免除申請手続

を行い、その後も毎年度保険料の免除の申請を行ったはずである。申立期間の保険料

が免除とされていないことに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料が無く、申

立期間中の平成 12 年４月からは学生納付特例制度が施行されているが、申立人は、当

該制度に関する記憶が曖昧である。 

また、申立期間の３年度分の保険料が全て免除されるためには、保険料全額免除の申

請及び学生納付特例の申請を合わせて３回行う必要があるが、行政側が３年度連続して

特定の被保険者の免除申請に係る事務処理を誤ったとは考えにくいなど、申立人が保険

料全額免除の申請及び学生納付特例の申請により申立期間の保険料を免除されていたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11889 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年４月から 52年６月までの国民年金保険料のうち申立人が納付した

とする金額に相当する月数分の国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年４月から52年６月までのうち申立人が国民年金保 

険料を納付したとする金額に相当する月数 

    私の母は、昭和 54 年頃、私の国民年金の加入手続を行った際、窓口の職員に勧め

られたため、過去の国民年金保険料を遡って納付する旨を申し出た。後日、納付書が

２、３枚送られてきたので、私は、それらの納付書に記載された保険料額の約 25 万

円を一括して最寄りの金融機関で納付した。納付した金額に相当する月数分の保険料

が未納とされていることに納得できない。                   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人は、遡って納付したとする保険料の納付対象期間に関する記憶

が曖昧であり、申立人の国民年金の加入手続を行い、過去の保険料を遡って納付する旨

を申し出た申立人の母親から当時の状況を聴取することができないため、遡って保険料

を納付する旨を申し出た期間は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 54 年９月頃に払い出されており、申

立人は、当該払出時点で納付することが可能であった 52 年７月まで遡って保険料を納

付していることがオンライン記録で確認できるものの、申立期間の保険料を納付するた

めには当時実施されていた第３回特例納付による以外にないが、申立人は、上記払出時

点で 60 歳に到達するまで保険料を納付すれば老齢基礎年金の受給資格期間（300 月）

を満たすことができ、特例納付をしなければならない状況にはなかったなど、申立人が

申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11890 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年 12 月から 60 年６月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年12月から60年６月まで 

    私は、昭和 56年12月頃、区役所の出張所で国民年金の加入手続を行い、過去２年

分の国民年金保険料を３回から４回に分けて金融機関で納付した。加入後の保険料に

ついては、最初は納付書で納付し、その後は口座振替で納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 62 年７月頃に払い出

されており、当該払出時点では申立期間の大部分は時効により保険料を納付することが

できない期間であるほか、申立人は、上記手帳記号番号が記載された年金手帳を所持し

ており、当該年金手帳は国民年金に加入した際に交付されたものであると説明している

ことから、申立期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことを

うかがわせる事情は見当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52年頃から 54年頃までの国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年頃から54年頃まで 

    私は、特例納付の制度を知り、昭和 54 年頃、当時居住していたＡ市を管轄するＢ

社会保険事務所（当時）において、申立期間の国民年金保険料として 20 万円を少し

超えるくらいの金額を特例納付により一括で納付した。特例納付後は、納付し忘れる

ことがないよう保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を特例納付したとする昭和 54 年頃は、第３回

特例納付の実施期間である。しかし、国民年金法附則（昭和 53 年５月 16 日法律第 46

号）第４条第１項によれば、第３回特例納付は、53 年３月以前における時効により保

険料を納付することができない期間を対象としていることを踏まえると、申立人が保険

料を納付したとする時期が、ⅰ）54 年１月の場合は、申立期間は、全て過年度納付す

ることができることから特例納付によっては納付することができない期間であり、ⅱ）

54年12月の場合は、申立期間のうち、52年10月から54年頃までの期間は、過年度納

付又は現年度納付できることから特例納付によっては保険料を納付することができない

期間である。その上、申立人は、「申立期間の保険料について過年度納付はしていな

い。」と述べている。 

また、申立人に係る国民年金被保険者台帳、国民年金手帳記号番号払出簿及び申立人

の所持する年金手帳において、申立人がＢ社会保険事務所管内に居住していたことを示

す記録が確認できないことから、申立人は、Ａ市で国民年金の加入手続を行っておらず、

54 年頃にＢ社会保険事務所から申立期間の納付書が発行されていなかった可能性が高

いものと推認できる上、申立人は、「Ａ市において国民年金の加入手続を行った記憶が

無い。」と述べている。 



                      

  

さらに、申立人は、「申立期間の国民年金保険料として 20 万円を少し超えるくらい

の金額を特例納付により一括で納付した。特例納付後は、納付し忘れることがないよう

保険料を納付してきた。」と主張している。しかし、その納付金額は、第３回特例納付

が可能である昭和 53年７月から 55年６月までのどの時期に納付した場合の金額とも大

きく異なる上、申立期間の後にも保険料が未納の期間があり、申立人の主張と相違して

いる。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い上、申立人は、申立期間の保険料の納付状況等に関する記憶が曖昧

である。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11892 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和62年７月から同年９月まで 

私は、結婚した昭和 63 年６月に国民年金に加入し、申立期間を含む過去の未納の

国民年金保険料を何回かに分けて過年度納付した。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私は、結婚した昭和 63 年６月に国民年金に加入し、申立期間を含む過

去の未納の国民年金保険料を何回かに分けて過年度納付した。」と主張している。しか

し、申立期間の保険料は、オンライン記録によれば、時効期限後の納付による過誤納と

され、当該保険料は平成２年１月に申立期間直後の昭和 62 年 10 月から同年 12 月まで

の期間の保険料として充当されていることが確認でき、これら内容に不自然な点は見ら

れない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無い上、申立人は、申立期間及びその直後の期間の保険料の納付時期等

の記憶が曖昧である。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11893 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から平成６年４月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年４月から平成６年４月まで 

私は、昭和 54 年頃に国民年金の加入手続を行い、送付されてきた納付書により申

立期間に係る国民年金保険料を毎年前納してきた。申立期間が国民年金に未加入で保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によれば、申立人の基礎年金番号は、平成９年１月に申立人の厚生年

金保険の記号番号を基に付番されていることが確認できるものの、当該基礎年金番号が

付番される前に申立人に対し国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は確認できな

い。また、申立人は、現在、平成元年度以降に交付された年金手帳を２冊所持している

が、いずれの手帳にも国民年金の手帳記号番号の記載は無く、申立人は、申立期間当時

に別の年金手帳を所持していたか否かの記憶が曖昧である。これらのことから、申立期

間は、国民年金に加入していない期間であったことが推認でき、当該加入していない期

間は、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、「申立期間の保険料は、夫婦二人分を毎年前納してきた記憶があ

る。」と述べているが、オンライン記録によれば、当該期間は、申立人の夫も国民年金

に加入していない期間として管理されており、制度上、保険料を納付することができな

い期間である上、申立人は、申立期間当時の保険料の納付金額の記憶が曖昧である。 

さらに、申立期間は 181か月と長期間であり、申立期間当時に申立人が居住していた

区において、これだけの期間にわたり年金の記録管理に係る事務処理に過誤が起こるこ

とは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は



                      

  

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11894 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から 54 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年４月から54年12月まで 

 私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、私の申立期間の国民年金保険料を一括

で納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、Ａ市の国民年金手帳記号番号払出簿によれば、

申立期間後の昭和 57 年２月に払い出されていることが確認できる。また、申立人は、

現在所持している手帳以外の手帳の記憶が曖昧で、申立人に別の手帳記号番号の払い出

されたことをうかがわせる事情は見当たらない。これらのことから、申立期間は、当該

手帳記号番号の払出しの時点において、時効により国民年金保険料を納付することがで

きない期間である。 

また、申立人に係る国民年金被保険者台帳及びＡ市の国民年金被保険者名簿によれば、

申立期間の保険料は未納とされている上、当該被保険者台帳によれば、申立期間直後の

昭和 55 年１月から 56 年３月までの保険料は、時効期限直前の 57 年３月にまとめて過

年度納付されていることが確認できる。 

さらに、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無い上、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与

しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い申立期間の保険料を納付したとする申

立人の父親から、当時の事情を聴取することはできないため、申立期間に係る加入状況

及び保険料の納付状況を確認することができない。 

このほか、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申



                      

  

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11895 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年３月、同年４月、同年６月、同年７月、同年 11 月、７年４月、同

年８月及び８年１月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年３月及び同年４月 

             ② 平成６年６月及び同年７月 

             ③ 平成６年11月 

             ④ 平成７年４月 

             ⑤ 平成７年８月 

             ⑥ 平成８年１月 

私の母は、平成６年１月頃にＡ市で私の国民年金の加入手続を行ってくれた。申立

期間に係る国民年金保険料は、９年３月に住所変更したＢ区を所管するＢ社会保険事

務所（当時）から親宛てに納付書を送付してもらい、母が９年から 10 年までの２年

間に５回から６回に分けて納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の母は、私の申立期間に係る国民年金保険料を、Ｂ社会保険事務所か

ら納付書を送付してもらい、平成９年から 10 年までの２年間に５回から６回に分けて

納付してくれた。」と主張している。しかし、申立人の所持する年金手帳によれば、申

立人は９年３月にＢ区に転居していることが確認でき、申立期間①、②及び③は、当該

転居の時点においては、時効により保険料を納付することができない期間である上、Ｂ

社会保険事務所において当該期間に係る納付書を発行することはできない。 

また、オンライン記録によれば、申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥を除く、平成６

年１月から９年３月までの期間の保険料は全て過年度納付されていることが確認できる

上、申立人が申立期間の保険料を納付したとする期間は、平成９年１月の基礎年金番号

制度導入後の期間であり、年金記録の事務処理の電算化が促進されたことなどに伴い記



                      

  

録管理の信頼性が高いと考えられることから、納付記録が漏れたり誤ったりすることも

考え難い。 

さらに、申立期間①、②、③、④、⑤及び⑥は、平成６年３月から８年１月までの期

間における６期間であり、約２年間において近接している６期間に行政機関及び金融機

関の事務処理に過誤があったとは考え難い。 

加えて、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無い上、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与

しておらず、申立期間に係る保険料を納付していたとする申立人の母親は、保険料の納

付期間に係る記憶が曖昧である。 

このほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11897 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57年３月から 62年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年３月から62年６月まで 

 私の父は、私の申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、申立期間の保険料を納付していたとする父親は加入手続及び保険料の納付に

関して憶
おぼ

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成元年 10 月頃に払い出されており、当

該払出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、当

該手帳の住所欄には申立期間後の昭和 63 年４月以降に転居した住所しか記載されてい

ないことが確認できるほか、申立人は、申立期間当時に年金手帳を所持していた記憶は

無く、父親から手帳について話を聞いていないと説明しているなど、申立期間当時に申

立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらず、申

立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

えていないと説明しており、当時の状況が不明である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11900 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52年４月から 54年８月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年４月から54年８月まで 

    私は、昭和 52 年３月に会社を退職した後、当時居住していた区の職員から国民年

金の加入勧奨の電話を受けたため、区出張所で加入手続を行い、国民年金保険料を納

付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は申立期間当時に納付したとする保険料額等に関する記憶

が曖昧であるほか、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和59年12月頃に払い出され

ており、当該払出時点で申立期間は時効により保険料を納付することができない期間で

ある。 

また、申立人は、現在所持する国民年金の手帳記号番号が記載された年金手帳及び厚

生年金保険の手帳記号番号が記載された年金手帳以外の年金手帳を受領、所持していた

記憶は曖昧であり、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の希望により実施した口頭意見陳述においても、申立期間の保険料を

納付していたことを示す又はうかがわせる新たな資料の提出や具体的な説明は得られな

かった。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11901 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年４月から 56 年２月までの期間及び平成２年 11 月から３年９月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月から56年２月まで 

             ② 平成２年11月から３年９月まで 

    私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間①の国民年金保険料を納付し

てくれていた。申立期間②については、私が当時居住していた区の区役所で再加入手

続を行い保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成５年

12 月頃に払い出されており、当該払出時点では申立期間はいずれも時効により保険料

を納付することができない期間である。 

また、申立期間①については、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与

しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする父親か

ら当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明であるほか、当

該期間は、平成７年 12 月に申立人の被保険者資格の得喪記録が追加されたことにより

未加入期間から未納期間に整備されたものであることがオンライン記録で確認でき、当

該記録整備時点まで当該期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付す

ることができないほか、当該記録整備時点では、当該期間は時効により保険料を納付す

ることができない期間であることなど、申立人の父親が当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人は平成３年１月に申立人が当時居住していた区の区役

所に転出の手続に行った際に、それまで納付していなかった２年 11 月から３年１月分

までの保険料を窓口で納付し、転居してからは納付書に記載された期限までに金融機関



                      

  

で保険料を納付していたと説明しているが、納付したとする金額は当時の保険料額と相

違しているほか、当該期間は、５年 12 月に被保険者資格の得喪記録が追加されたこと

により未加入期間から未納期間に整備されたものであることがオンライン記録で確認で

き、当該記録整備時点まで当該期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を

納付することができないほか、当該記録整備時点では、当該期間は時効により保険料を

納付することができない期間であること、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらないことなど、申立人が当該期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11902 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年４月及び同年５月 

私は、平成７年４月から同年６月までの３か月分の国民年金保険料を、送付され

た納付書により一括で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付場所及び納付方法に関する記憶が曖昧で

あるほか、申立人は、申立期間の保険料を納付した時期について平成７年６月から同年

８月頃までと説明しているが、申立期間直後の７年６月の保険料を９年７月９日に納付

していることがオンライン記録で確認でき、納付した時期の記憶が曖昧であること、上

記の保険料納付時点で申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であ

ることなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11903                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62年１月から平成元年２月までの期間及び２年４月から５年10月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62年１月から平成元年２月まで 

             ② 平成２年４月から５年10月まで 

私は、会社を退職した際に、国民年金の加入手続をし、申立期間①の国民年金保険

料を納付してきた。申立期間②については、再就職した会社が厚生年金保険に加入し

ていなかったので、国民年金に再加入し保険料を納付してきた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確

定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続を行った時期及び場所、納付した

とする保険料額等の記憶が曖昧である。 

また、申立人の手帳記号番号は申立期間後の平成７年 11 月頃に払い出されており、

当該払出時点で申立期間の大半の期間は時効により保険料を納付することができない期

間であったこと、申立人は、現在所持する年金手帳以外のほかの年金手帳を所持したこ

とがないと説明していること、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出され

たことをうかがわせる事情は見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11904 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和53年10月から54年１月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

                                             

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年10月から54年１月まで 

    私は、会社を退職後、市役所で国民健康保険の加入手続を行った際に「国民年金に

も加入するように。」と勧奨を受けたため、国民年金にも加入し、国民年金保険料を

納付していた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得

できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は申立期間当時の保険料の納付場所、納付時期及び納付金

額等に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人は昭和53年10月に会社を退職した後に国民健康保険と一緒に国民年金の

加入手続を行ったと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成３年９月

頃に払い出されており、当該払出時点で申立期間は時効により保険料を納付することが

できない期間であるほか、申立人は当該払出時に交付されたとみられる年金手帳を所持

しているが、ほかの年金手帳を受領、所持していた記憶は無いと説明しており、申立期

間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たら

ないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11908 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年３月から 14 年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年３月から14年６月まで 

私は、20 歳になった平成９年＊月頃に国民年金に加入し、11 年頃に加入時からの

未納分の国民年金保険料を金融機関で一括納付し、その後は毎月保険料を納付してき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は平成11年頃にそれまでの未納分の保険料を一括で納付し

たと説明しているが、一括で納付した時期、納付期間及び納付額に関する記憶が曖昧で

あり、その後の保険料については毎月納付していたと説明しているものの、毎月納付し

たとする保険料の納付額に関する記憶も曖昧であるほか、申立人は親に勧められて国民

年金に加入したと説明しているが、申立人が申立期間当時に居住していた市では、申立

人の基礎年金番号は、申立人が20歳になった９年＊月に職権により基礎年金番号が付番

されていると説明しており、国民年金の加入手続についての記憶が定かでない。 

また、申立人は平成11年頃に一括納付した以降は毎月保険料を納付し、当時居住して

いた市から現在居住する区に12年に転居したと説明していることから、11年頃以降の保

険料は、11年頃は当該市の納付書で、転居した12年及び13年の保険料は転居先の当該区

の納付書で、14年は当該区を管轄する社会保険事務所（当時）の納付書で現年度納付す

ることとなるが、申立人は納付書についての記憶が曖昧であり、申立人が当該区に転居

したのは申立期間後の15年７月であることが戸籍の附票で確認できるほか、申立人には

13年９月以降の未納期間に対する過年度納付書が15年10月23日に作成されていることが

オンライン記録で確認できるが、申立人は当該納付書の記憶は無いと説明しているなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申



                      

  

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11909 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年１月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年１月から同年９月まで 

私は、国民年金の加入手続についての記憶は無いが、昭和 50 年１月に結婚する時

に父から「国民年金の未納分の国民年金保険料を一括で納付した。これで大丈夫だ。

未納は無い。」と言われたことを記憶している。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与しておらず、加入手続

を行い、保険料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取することが困難

であるため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和49年12月に払い出されて

おり、当該払出時点では申立期間の保険料は過年度納付及び第２回特例納付を利用して

納付するしかない期間であるが、申立人は父親から特例納付に関する話は聞いていない

と説明しているなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。  

なお、申立人は、申立期間に係る昭和47年４月から同年12月までの期間については、

現在所持している国民年金手帳に納付済みと記載されていると説明するが、当該手帳の

47年度の検認記録ページの当該期間は、申立人が申立期間当時に居住していた町の公印

により抹消されていることが確認できることから、当該記載内容をもって申立人の父親

が申立期間の保険料を納付していたことを示す資料とは言えないものである。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11911 

             

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年４月から 11 年 10 月までの期間及び 12 年３月から同年５月までの

期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認めることはできない。また、

15 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、納付していたものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成８年４月から11年10月まで 

             ② 平成 12年３月から同年５月まで 

             ③ 平成 15年４月から同年８月まで 

    私の母は、私が 20 歳になった頃に私の国民年金の加入手続を行ってくれたと思う。

申立期間①及び②当時、私は十分な収入が無かったので、母に頼んでＡ区役所で申立

期間①及び②に係る国民年金保険料の免除を申請してもらった。申立期間①及び②の

保険料が免除とされていないことに納得できない。また、私は申立期間③はＢ社で働

いており、同社から厚生年金保険か国民年金かの選択をするよう指示があり、私は国

民年金を選択した。同社が私の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付してくれた

はずである。申立期間③が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録よる

と、平成７年７月から同年８月頃までに払い出されたものと推認できる。また、申立

期間前の同年６月から８年３月までの期間の国民年金保険料は、同年７月 26 日に免

除の申請が行われ、免除されていることが確認でき、申立人の母親は、「免除申請の

ため区役所には１回か２回行ったと思うが、よく覚えていない。」と述べているが、

申立期間①当時は、保険料の免除の申請は毎年度行うことが必要であることから、母

親の述べている１回か２回の申請回数では、申立期間①の全ての期間の免除申請をす

ることはできない。 

  また、申立人の母親は、「申立人の国民年金の加入手続を行った記憶が無く、年金



                      

  

手帳が送られてきた。」と述べていることから、国民年金の加入手続に関する記憶は

曖昧であり、申立期間当時における申立人及びその母親の国民年金に対する関心は高

くなかったものと考えられる。 

 加えて、申立人の母親が申立期間①の保険料を免除申請していたことを示す関連資

料が無い。 

このほか、申立人の母親が申立期間①の保険料を免除申請していたことをうかがわ

せる周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②については、オンライン記録によると、国民年金の加入勧奨に係る情報

として、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した平成 12 年３月１日を勧奨

事象発生年月日とする未適用者一覧表（最終）が13年８月23日に作成されているこ

とが確認できる。その後、申立期間②に係る国民年金の被保険者資格の得喪記録は、

オンライン記録によると 13年12月に追加され、当該期間が保険料の未納期間として

整備されたものであることが確認できる。これらのことから、当該期間は、当該記録

の整備の時点より前においては、国民年金に加入していない期間であったことが推認

でき、当該加入していない期間は、制度上、保険料の免除を申請することができない

期間である。 

 加えて、申立人の母親が申立期間②の保険料を免除申請していたことを示す関連資

料が無い。 

このほか、申立人の母親が申立期間②の保険料を免除申請していたことをうかがわ

せる周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③については、オンライン記録によると、国民年金の加入勧奨に係る情報

として、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失した平成 15 年４月１日を勧奨

事象発生年月日とする「未適用者一覧表（最終）」が17年２月22日に作成されてい

ることから、当該期間は、当該一覧表が作成された時点においては、国民年金に加入

していない期間であることが確認でき、制度上、保険料を納付することができない期

間である。また、申立人は「自宅に納付書が送られてきた記憶も無く、国民年金保険

料を納付した記憶も無い。」と述べている上、「Ｂ社から受け取った給与明細には社

会保険料の控除は記載されていなかった。」と述べていることから、申立人及び同社

が申立人の保険料を納付していたとは考え難い。  

加えて、申立人が申立期間③の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間③の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情は見当たらない。 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはで

きない。また、申立人が申立期間③の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11912 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年１月から同年９月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年１月から同年９月まで 

私は、平成５年 12 月末に会社を退職したので、６年１月頃に国民年金の加入手続

を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成５年 12 月末に会社を退職したので、６年１月頃に国民年金の加入

手続を行った。」と主張しているが、オンライン記録においては、申立人に対し国民年

金手帳の記号番号が払い出されたことを示す記録は無い上、申立人が所持する年金手帳

においては厚生年金保険の記号番号は記載されているものの、国民年金の記号番号は記

載されていないことが確認できる。また、申立人も、「この年金手帳のほかに年金手帳

は無い。」と述べており、申立期間当時において申立人に対して国民年金手帳の記号番

号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。これらのことから、申立期

間は、国民年金に加入していない期間であり、制度上、国民年金保険料を納付すること

ができない期間である。 

さらに、申立人は、「申立期間当時、送付されてきた納付書により保険料を納付し

た。」と述べているが、前述のとおり、申立期間当時において国民年金手帳の記号番号

は払い出されておらず、申立期間は、国民年金に加入していない期間であることから、

申立人に対し納付書が送付されたとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申



                      

  

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11913 

             

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年 12 月から５年 12 月までのうちの約 12 か月の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 12月から５年12月までのうちの約12か月 

    私は、会社を辞めた後の平成４年１月頃にＡ市役所で国民年金の加入手続を行った。

最初の 10 か月くらいは送られてきた納付書で、金融機関か郵便局で国民年金保険料

を納付していたが、家計が厳しくなったので保険料を納付できなくなり、督促状が何

回か送られてきた。ある日、市の職員が保険料の集金に来たので、その場で２か月分

の保険料を納付した。申立期間の全部を納付したわけではないが、約 12 か月分の保

険料を納付したと思う。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「会社を辞めた後の平成４年１月頃にＡ市役所で国民年金の加入手続を行

った。」と主張しているが、オンライン記録によると、申立人の基礎年金番号は、同番

号制度が導入された９年１月１日に申立人の厚生年金保険の記号番号を基に付番されて

おり、当該基礎年金番号の付番より前に申立人に対して国民年金手帳の記号番号が払い

出された記録は確認できない。また、申立人は、前述の厚生年金保険の記号番号が記載

された年金手帳を所持し、「当該年金手帳以外に手帳を所持していた記憶は無い。」と

述べており、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情

も見当たらない。さらに、当該年金手帳には、国民年金の記号番号は記載されていない

上、「国民年金の記録」欄に国民年金の被保険者期間としての記載が無いことが確認で

きる。これらのことから、申立期間は、申立人が国民年金に加入していない期間であり、

制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は



                      

  

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11914 

             

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年４月から 55年２月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年４月から55年２月まで 

    私の父は、私が 20歳になった昭和50年頃に私の国民年金の加入手続を行い、私の

申立期間に係る国民年金保険料を納付してくれていた。どこで加入手続を行ったかは

父から聞いていないが、私の申立期間の保険料は父が自分の勤め先で自身の保険料と

一緒に納付していたのではないかと父から聞いている。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の父は、私が 20歳になった昭和50年頃に私の国民年金の加入手続を

行った。」と主張しているが、オンライン記録によると、申立人の国民年金手帳の記号

番号は、61 年７月頃に払い出されていることが推認でき、申立人に対して別の手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。また、申立期間に係る

国民年金の被保険者資格の取得及び喪失の記録は、オンライン記録によると、平成７年

８月１日に追加され、申立期間は未納期間として整備されたものであることが確認でき

る。これらのことから、申立期間は、当該記録が追加された時点より前においては、申

立人が国民年金に加入していない期間であったことが推認でき、当該加入していない期

間は、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。その上、申立期

間は、当該記録が追加された時点においては、時効により保険料を納付することができ

ない期間である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申



                      

  

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11915 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11年４月から 12年３月までの国民年金保険料については、免除又は学

生納付特例により納付猶予されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年４月から12年３月まで 

    私は、「平成 10 年 12 月 25 日交付」との記載がある年金手帳を郵便で受け取った。

その後、20歳から平成 13年３月までの期間の国民年金保険料は、免除等の申請を行

った。申立期間の保険料についても学生納付特例の申請又は納付免除の申請を行っ

たはずである。申立期間の保険料が未納とされ学生納付特例又は申請免除となって

いないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、「学生納付特例の申請又は納付免除

の申請を行ったはずである。」と主張している。 

しかしながら、学生納付特例制度は平成 12 年４月から施行されており、申立期間に

おいては、当該制度が実施されていないことから、制度上、申立期間において学生納付

特例を申請することはできない。 

また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間直前の平成 10 年 12 月から 11

年３月までの期間の保険料の納付免除を 10年 12月 28日に申請し、申立期間直後の 12

年４月から 13 年３月までの期間の保険料の学生納付特例を 12 年５月 31 日に申請し、

それぞれ承認を受けていることが確認できる。しかし、申立期間の保険料については、

オンライン記録において、保険料の納付免除を申請した記録は確認できない上、申立人

は、「免除申請を行った回数は、２回である。」と述べており、この回数は、オンライ

ン記録における保険料の納付免除及び学生納付特例の申請回数と一致し、申立人が主張

している 10 年 12 月から 13 年３月までの期間の保険料について納付免除又は学生納付

特例の承認を受ける場合に必要とされる申請回数である３回と相違している。 

このほか、申立人が申立期間の保険料について、学生納付特例又は免除を申請し、保

険料を猶予又は免除されたことを示す関連資料が無い。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を学生納付特例により納付猶予され又は申請免除によ

り免除されていたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11916 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成９年 12月から 12年１月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和41年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 12月から12年１月まで 

私は、平成８年 10 月末日で会社を退職したため、国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料も納めていたはずである。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「平成８年 10 月末日で会社を退職したため、国民年金の加入手続を行っ

た。」と述べている。しかし、オンライン記録によると、申立期間に係る国民年金の被

保険者資格の取得及び喪失の記録は、19 年１月 17 日に厚生年金保険の記録の整備が行

われたことにより追加され、申立期間が保険料の未納期間として整備されたものである

ことが確認できる。これらのことから、申立期間は、当該記録の追加の時点より前にお

いては、国民年金に加入していない期間であったものと推認でき、当該加入していない

期間は、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、オンライン記録によれば、申立人について、平成９年12月30日を勧奨事象発

生年月日とする「未適用者一覧表（最終）」が、13 年２月 20 日に作成されていること

が確認でき、申立期間のうち、９年 12 月から 10 年 12 月までの期間は、当該一覧表の

作成時点においては、時効により保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人は、「納付書が送られてくるたびにコンビニエンスストアで納付書に

より保険料を納付していた。」と述べているが、申立期間当時においては、コンビニエ

ンスストアで国民年金の保険料を納付することはできない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11917 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年１月及び同年２月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年１月及び同年２月 

私は、昭和 51年に国民年金の加入手続を行い、外国に行く 58年３月の直前まで、

口座振替により申立期間の国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 58 年３月頃に夫の転勤により外国へ行った。」と述べており、申

立人の国民年金の被保険者資格の喪失日は、オンライン記録によると、同年３月 19 日

であることが確認できる。一方で、申立人は、「申立期間の国民年金保険料は、口座振

替により納付した。お金をどこかへ持っていって納めた記憶は無い。」と述べている。

しかし、申立期間当時、申立人が居住していたとする区の担当者は、「申立期間当時の

口座振替日は、１月から３月までの期間の場合、４月 15 日であった。口座振替の停止

が間に合わない時には、１月から３月分の保険料を振り替えた後に３月分の保険料が還

付される。１月及び２月の保険料のみを振り替えることは、手続が煩雑になるので、そ

の納付方法による可能性は低いと思う。」と説明している。このことから、申立期間の

保険料が口座振替により納付された場合、58 年３月の保険料は、過誤納となるため還

付されることになるが、オンライン記録において、当該保険料が還付された記録は見当

たらない。その上、申立人は、当該保険料の還付に関する記憶が無い。 

一方で、前述の区の担当者は、「納付の可能性は低いが、被保険者から依頼があれば、

申立期間の２か月分の保険料のみを口座振替により収納することも不可能ではない。ま

た、当該依頼が無い場合は、口座振替の停止を行い、２か月分の納付書を作成し、納付

してもらったと思われる。」と説明しているが、申立人は、当該依頼についての記憶や

申立期間の保険料を納付書により納付した記憶も無い。 



                      

  

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情は見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11918 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54年７月から 63年１月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年７月から63年１月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を毎月、金融機関や郵便局できちんと支払ってき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿によれば、昭和

53 年８月頃にＡ区で払い出されていることが確認できるが、申立人の当該払出簿の備

考欄には「不在」と記載されていることが確認できる。このことについて申立人は、

「昭和 55 年頃にＡ区からＢ区に転居した。」と述べている。 しかし、申立人の戸籍

及び戸籍の附票によれば、申立人は 55 年８月に婚姻し、57 年４月にはＢ区内で転居し

ていることが確認できるものの、申立人が 55 年頃にＡ区からＢ区へ転居したことを確

認することができず、59 年に作成されたＡ区に係る年度別納付状況リストにおいては、

申立人の氏名は旧姓のままで、住所欄には前述の手帳記号番号が払い出された際の同区

内の住所が記載され、区分欄には「フザイ」と記載されていることが確認できる。また、

オンライン記録によれば、63 年３月にＡ区からＢ区へ申立人の住所の変更が行われ、

申立人の氏名は、同年４月に婚姻後の姓へ変更されていることが確認できる。これらの

ことから、申立人は、国民年金の住所変更を行わなかったものと推認でき、申立人に対

して申立期間に係る保険料の納付書は送付されず、申立人は、申立期間の保険料を納付

することができなかったものと考えられる。 

一方で、前述のＡ区で昭和 53 年８月頃に払い出された国民年金手帳の記号番号とは

別に、49 年５月頃、実家のあるＣ県Ｄ町において申立人に対し手帳記号番号が払い出

されていることが、同町の国民年金受付処理簿により確認できる。しかし、オンライン

記録によると、当該手帳記号番号での保険料の納付の記録は無く、また、同年 11 月の

厚生年金保険の加入により国民年金の被保険者資格を喪失した以降においては、当該手



                      

  

帳記号番号での国民年金の加入の記録は無い。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、納付したとする保険料額、納付場所及び納付頻度の記

憶が曖昧である。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11920 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 12年10月の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年10月 

    私は、申立期間に係る厚生年金保険から国民年金への切替手続と妻の第３号被保険

者から第１号被保険者への種別変更手続を市役所で行い、納付書により夫婦二人分

の国民年金保険料を納付した。妻は申立期間の保険料が納付済みとなっているのに、

私の申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は申立期間に係る厚生年金保険から国民年金への切替手続

の時期に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人が所持する年金手帳の「国民年金の記録」欄には、申立期間後の平成

13 年９月 15 日に第１号被保険者として初めて国民年金に加入したことが市の押印とと

もに記載されており、申立期間は国民年金の未加入期間であるほか、申立人が 12 年 10

月 21 日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した後、申立人に対して国民年金の加入

勧奨が行われたものの、14 年８月 27 日に勧奨関連対象者一覧表が作成されていること

がオンライン記録で確認できることから、申立人は同年８月まで国民年金の加入手続を

行っていないことが確認でき、申立期間は国民年金の未加入期間となり、制度上、保険

料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人は、申立人の妻の第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更手

続を行うとともに、夫婦二人分の保険料を一緒に納付したと説明しているが、妻の申立

期間に係る当該切替手続は平成 13 年４月に行われていることがオンライン記録で確認

できるほか、申立人の希望により実施した口頭意見陳述においても、申立人から新たな

資料の提出は無く、新たな事情も認められないなど、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11921 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年７月から平成３年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和63年７月から平成３年３月まで 

私の母は、私が学生であったため、けがをして障害者となることを心配し、事故が

あったときに障害年金の受給ができるよう、私が 20 歳の頃に国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間が国民年金に未加入で保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付をしていたとする母親は、昭和

63年の加入手続後に年金手帳を受け取った記憶は無いと説明している。 

また、申立人が所持する年金手帳の国民年金の「被保険者となった日」は申立期間直

後の平成３年４月１日と記載されていることが確認でき、申立人の国民年金手帳の記号

番号は、大学生が国民年金の強制加入対象となった申立期間後の同年４月頃に払い出さ

れていることから、申立期間は国民年金の任意加入対象期間の未加入期間であり、制度

上、保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人は申立期間当時に年金手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、

申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらないなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11922 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58年３月から 60年２月までの期間及び同年12月から63年５月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 58年３月から60年２月まで 

             ② 昭和 60年12月から63年５月まで 

私は、20 歳になった昭和 58 年＊月に、区出張所で国民年金の加入手続を行って以

降、年金に変更が生じた際にはその都度、切替手続を行っていた。国民年金保険料の

納付に関する記憶は定かでないが、平成８年８月に戸籍の届出を行った際に、区職員

に国民年金の未納期間を確認したところ、未納は無いと言われた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は保険料の納付場所、納付方法及び納付額に関する記憶が

曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間②後の平成元年６月に払い出され

ており、当該払出時点で申立期間①及び②の過半は時効により保険料を納付することが

できない期間であるほか、申立人は同年２月及び同年３月の保険料を過年度納付してい

ることがオンライン記録で確認できるものの、申立期間の保険料を遡って納付した記憶

は曖昧である。 

さらに、申立人は、申立期間当時に年金手帳を所持していた記憶が無いと説明してお

り、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11923 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年７月から５年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年７月から５年３月まで 

    私の母は、私が平成７年３月に大学を卒業して就職した頃に区役所で私の国民年金

の加入手続を行った。その際、区役所職員から国民年金保険料を遡って２年分納付す

ることを勧められ、母はその月に納める保険料と遡って納付する月の保険料を併せて

２か月分の保険料約２万円を２年間納付してくれていた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人及び申立人の保険料を納付していたとする母親は、

申立期間の保険料の納付期間に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の平成７年４月頃に払い出され、

当該払出時点では申立期間の大半は時効により保険料を納付することができない期間で

あり、申立期間直後の５年４月の保険料は７年５月 26 日に過年度納付されていること

がオンライン記録で確認でき、当該過年度納付時点では、申立期間は時効により保険料

を納付することができない期間である。 

さらに、申立人は、７年５月 26 日から９年５月１日までの２年間に、５年４月から

７年３月までの期間の保険料を過年度納付するとともに、７年４月から９年４月までの

期間の保険料を現年度納付しており、いずれの保険料も併せて各１か月分をほぼ毎月納

付していることがオンライン記録で確認でき、その内容は過年度分と現年度分の保険料

を２年間納付していたという申立内容とおおむね一致する。 

加えて、申立人は申立期間当時に年金手帳を所持していた記憶は無いと説明しており、

申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらないなど、母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺



                      

  

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案 11924 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年９月から３年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年９月から３年３月まで 

    私は、平成３年４月に国民年金の加入手続を行った。平成４年 10 月頃、母親から

国民年金加入前の期間も遡って国民年金保険料を納付することができると聞いたので、

社会保険事務所（当時）に行き、未納期間の保険料を全部納付したいと申し出たが、

社会保険事務所の担当者から２年間しか遡って納付できないと説明を受け、その場で

納付可能であった２年９月から３年３月までの７か月分の保険料を納付した。申立期

間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳によると、申立人は申立期間直後の平成３年４月１日に強

制加入により国民年金の被保険者資格を取得していることから、申立期間は国民年金の

未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間である。 

また、申立期間当時、申立人は学生であり、学生が国民年金に強制加入対象となった

のは平成３年４月１日以降であることから、申立期間は国民年金の未加入期間であり、

保険料を納付することができない期間であるほか、制度上、任意加入以前の未加入期間

の場合には遡って保険料を納付することができないため、申立人が保険料を納付したと

する４年 10 月時点で２年９月から３年３月までの期間は遡って保険料を納付すること

はできず、申立人は申立期間の保険料の納付時に年金手帳を持参したと思うと説明して

いるものの、同手帳には申立期間の資格得喪記録は記入されていないなど、申立人が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

なお、申立人は、社会保険事務所から渡されたとする手書きのメモがある「被保険者

記録照会」を所持しており、このメモの記載内容をもって申立期間の保険料を納付した

証拠書類であると説明しているが、当該書類に記載されたメモ書きの内容は、だれがど

のような目的で記載したものかを当委員会で判断することは不可能であり、この書類を



                      

  

申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す資料とみなすことはできない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11925 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年３月から 56 年２月までの期間、57 年７月から 58 年 12 月までの

期間及び60年４月から 62年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年３月から56年２月まで 

② 昭和 57年７月から58年12月まで 

③ 昭和 60年４月から62年３月まで 

    私は、勤めていた会社を昭和 55 年３月に退職したので、区役所で国民年金の加入

手続を行い、以後、未納無く国民年金保険料を納付してきた。婚姻後は私が夫婦二人

分の保険料を一緒に納付していたが、保険料の免除申請をした記憶は無い。申立期間

①及び②の保険料が未納とされ、申立期間③の保険料が免除とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料額に関する記憶が曖昧であり、保険

料は毎月納付していたと説明しているが、当該期間当時に申立人が居住していた区では

保険料の納付は３か月単位である。 

申立期間①及び②については、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

60 年８月時点では、当該期間の過半は時効により保険料を納付することができない期

間であり、当該期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

申立期間③については、当該期間当時に保険料の免除の申請がされ、それぞれ当該期

間の免除手続が行われていたことがオンライン記録で確認でき、この免除記録に不自然

な点は認められず、申立人の元夫も当該期間のうち昭和 61年４月から62年３月までの

期間が申請免除となっているなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案11927 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年９月から 60年２月までの期間及び 61年８月から平成４年３月ま

で期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56年９月から60年２月まで 

② 昭和61年８月から平成４年３月まで 

私は、20 歳になった時に当時居住していた区の出張所で国民年金の加入手続をし、

国民年金保険料は同出張所又は郵便局で納付した。また、結婚により会社を退職した

時は、転居後の区役所で厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、保険料は金

融機関又は郵便局で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は20歳になった昭和56年＊月に居住する区の出張所で国民

年金の加入手続を行い、保険料を納付したと説明しているが、申立人の国民年金手帳の

記号番号は申立期間後の平成７年６月から７月頃までに払い出されており、当該払出時

点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、申立期

間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11928 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63年11月から平成３年３月までの国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 63年11月から平成２年３月まで 

             ② 平成２年４月から３年３月まで              

私の母は、私が 20 歳になった頃、私の国民年金の加入手続をしてくれ、申立期間

の国民年金保険料を納付してくれた。申立期間①が国民年金に未加入で保険料が未納

とされ、申立期間②の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付

に関与しておらず、加入手続及び保険料の納付を行ったとする母親は、加入手続の際に

手帳の交付を受けたか、保険料額はいくらであったかについて、はっきり覚えていない

とするなど、加入手続及び申立期間の納付金額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の基礎年金番号は、平成９年１月に基礎年金番号制度の導入によって付

番されており、当該付番時点以前に、申立人に国民年金の手帳記号番号が払い出されて

いた記録は無く、当該付番時点では、申立期間②は時効により保険料を納付することが

できない期間であること、申立期間①は学生の任意加入適用期間の未加入期間であるた

め、制度上、保険料を納付することができない期間であること、申立期間当時に申立人

に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないことな

ど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11929 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 40 年７月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から40年７月まで 

私の母は、昭和36年に私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付して

くれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、保険料を納付していたとする母親から保険料の納付状況等を聴取することが

できないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の基礎年金番号は平成９年１月に付番されており、当該付番前に申立人

に国民年金手帳の記号番号が払い出されていた記録は無く、申立期間当時に申立人に別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらないなど、申立

人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11930 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48年 12月から 49年８月までの期間及び 51年３月から 52年４月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年12月から49年８月まで 

             ② 昭和 51年３月から52年４月まで 

    私は、結婚前は母から年金は大事だからきちんと国民年金保険料を納付するように

と言われており、結婚後は叔父から厚生年金保険から国民年金にすぐに切替手続を

しなさいと言われていたため、国民年金に再加入して保険料を金融機関で３か月ご

とに納付していた。申立期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立期間①については、申立人は、厚生年金保険から国民年金へ

の切替手続の時期、国民年金手帳の受領、保険料の納付額、納付頻度及び納付場所に関

する記憶が曖昧である。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 52 年５月に国民年金に任意加入し

たことにより払い出されており、当該払出時点で、申立期間①は時効により保険料を納

付することができない期間であること、申立期間②については、任意加入前の未加入期

間となるため、制度上、保険料を遡って納付することができない期間であること、申立

期間当時に、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。   

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11931 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年６月から 52年２月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年６月から52年２月まで 

私は、20 歳前から会社に住み込みで勤めていたが、20 歳になった時、勤務先の事

業主が私の国民年金の加入手続をしてくれ、国民年金保険料は加入直後から自身で近

くの郵便局で毎月遅れることなく納付していた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時勤務していた会社の事業主が国民年金の

加入手続をしてくれたと説明しているが、申立人の国民年金保険の加入手続を行ってく

れたとする事業主は、申立人の加入手続に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 53 年４月頃に払い出さ

れており、申立期間に係る被保険者資格の得喪記録は、平成元年７月 10 日に記録追加

されていることがオンライン記録で確認でき、当該記録追加時点までは、申立期間は未

加入期間であるため、制度上、保険料を納付することができない期間であり、当該記録

追加時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人が申立期間当時に保険料を納付していたとする郵便局は、申立期間当

時は開設されていなかったことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11935 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から４年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月から４年３月まで 

私の母は、学生が国民年金の強制加入となった平成３年４月頃に私の国民年金の

加入手続を行い、私が就職するまでの国民年金保険料を納付してくれていた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする母親は、当

時の保険料の納付額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人は、母親が実家所在地の市で国民年金の加入手続を行ってくれたと説明

しているが、申立人は申立期間前の昭和 63 年９月に別の市に転出しており、実家所在

地の市では加入手続ができないほか、申立人の国民年金手帳の記号番号は転入先の市で

申立期間中の平成３年９月頃に払い出されていることがオンライン記録から確認できる

が、申立人は申立期間当時に保険料を納付した記憶が無いなど、申立人及びその母親が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11936 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年 11 月から７年５月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年 11月から７年５月まで 

私は、平成６年に会社を退職した際に、会社から離職に当たっての諸手続の説明を

受けていたことから、区役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険

料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、また、申立人に国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は無

く、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険の記号番号を基に平成９年１月に付番され

ており、当該基礎年金番号で国民年金第１号被保険者資格を取得した同年５月時点では、

申立期間のうち、７年３月以前の期間は時効により保険料を納付することができず、そ

の後の同年４月及び同年５月の保険料は過年度納付することが可能であるが、申立人は

遡って保険料を納付したことはないと説明していること、申立人の所持する年金手帳に

は、厚生年金保険の記号番号のみが記載され、国民年金の記号番号は記載されておらず、

申立人は、現在所持する年金手帳のほかに手帳を所持したことはないと説明しており、

申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見

当たらないことなど、申立人が、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11937 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月及び同年 12 月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年４月 

             ② 平成３年 12月 

私は、平成３年４月に転居した市への転入手続時に国民年金の加入手続を行い、申

立期間①の国民年金保険料を納付した。その後会社を退職した際にも厚生年金保険か

ら国民年金への切替手続を行い、申立期間②の保険料を納付した。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、保険料額に関する記憶が曖昧である。 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、平成６年１月頃に払い

出されており、当該払出時点で当該期間は時効により保険料を納付することができない

期間であること、申立人は、現在所持する年金手帳以外の手帳を所持した記憶は無いと

説明しており、当該期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらないことなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、上記手帳記号番号の払出時点で、当該期間の保険料を過年度

納付することは可能であったが、申立人は、当該期間の保険料を遡って納付したことは

ないと説明していることなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11938 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58年７月から 59年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年７月から59年９月まで 

私の母は、私が 20 歳の時に私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納

付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与し

ておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする母親は、

国民年金の加入手続をした場所、受け取った後に紛失したとする国民年金手帳の色、態

様等に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 62 年７月頃に払い出され、申立人が

現在所持する年金手帳には、国民年金の初めて被保険者となった日は、61 年３月 29 日

と記載されており、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付す

ることができない期間であったこと、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の母親が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11939 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年 10 月から３年４月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

        

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年 10月から３年４月まで 

私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、私が結婚するまでの国民年金保険料を

納付してくれていた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ってい

たとする母親は、申立期間当時の国民年金の再加入手続時期及び保険料の納付回数、納

付額等に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人が所持する２冊の年金手帳の「国民年金の記録」欄には、申立期間に係

る被保険者資格の得喪記録は記載されておらず、申立期間は国民年金の未加入期間であ

り、制度上、保険料を納付することができない期間であることなど、申立人の母親が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人の申立期間が学生納付特例となっていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11944（事案8248の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年７月から平成３年２月までの国民年金保険料については、免除さ

れていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年７月から平成３年２月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料は、電話のみで免除申請を継続しているはずであ

る。申立期間の保険料が免除ではなく未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   本件申立てについては、当初申立人は申立期間を含む昭和 61 年４月から平成３年２

月までの期間の申立てを行い、これに対して、申立人が当該期間の国民年金保険料を免

除されていたことを示す関連資料が無く、申立人は、当該期間は電話のみで保険料免除

の更新手続をしたと説明しているが、当該区役所では免除申請は年度ごとに申請書類の

提出が必要であったと説明しているほか、申請免除を夫婦一緒にしていたとする申立人

の夫も当該期間の過半は保険料が未納であるなど、申立人の当該期間の保険料が免除さ

れていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基

づき平成22年８月 25日付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は、申立期間を前回委員会に提出した資料により昭和 63 年７月

から平成３年２月までの期間に変更して申立てしたと説明しているが、当該期間は当初

の申立期間に全て含まれており、当該資料の記載内容についても既に当委員会で検討さ

れているほか、申立人から提出された資料及び説明は委員会の当初の決定を変更すべき

新たな資料の提供及び具体的な説明とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が、申立期間の国民年金保険料を

免除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11945 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年２月から 48年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年２月から48年９月まで 

    私は、申立期間に国民年金の任意加入手続を行い、国民年金保険料を納付していた

はずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は申立期間の当初である昭和 45 年２月当時に居住してい

た市で国民年金の任意加入手続を行い、以後、納付書により市役所で保険料を納付して

いたと説明しているが、当該市では同年６月までは印紙検認により保険料を収納する方

式であり、申立人は当該市で印紙検認により保険料を納付した記憶は無く、当該市で納

付したとする保険料額に関する記憶も定かでない。 

また、申立人は昭和 46年10月に他市に転出した以降も引き続き定期的に転出先の市

役所で保険料を納付していたと説明しているが、申立期間直後の 48 年 10 月から 49 年

９月までの保険料は 50 年に過年度納付されており、申立人が定期的に保険料の納付を

開始したのは 51 年以降であることが特殊台帳で確認できるなど、申立人が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11946 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年６月から 49年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年６月から49年３月まで 

    私は、最初の会社を退職した後に国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険料を

遡ってまとめて納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は申立期間の保険料として７万5,000円くらいを区役所窓

口で遡ってまとめて納付したと説明しているが、その納付額は申立期間の保険料額と相

違しており、当該区役所では過年度保険料を納付することができない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和53年12月時点は第３回

特例納付の実施時期であったものの、申立人は特例納付を行った記憶が無いほか、上記

手帳記号番号の年金手帳を１冊所持しており、その他の年金手帳を所持していたことは

ないと思うと説明しており、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出された

ことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11947 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年 12 月から 62 年９月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和41年生  

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年12月から62年９月まで 

    私は、国民年金の加入手続をした記憶はないが、父が行ってくれたと思う。父は、

私が父に渡した申立期間の国民年金保険料を納付書でまとめて納付してくれた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続をした記憶は無く、申立人の

国民年金の加入手続を行ってくれたと思うと申立人が説明する父親から加入状況等を聴

取することができないため、当時の状況が不明であるほか、申立人は、申立期間の保険

料を父親に渡し納付してもらったと説明しているが、父親に渡した時期に関する記憶が

曖昧であり、申立期間の保険料の納付額は 10 万円以上だったと思うと説明しているが、

その額は申立期間の保険料額と大きく相違する。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成元年 11 月頃に払い出されており、こ

の払出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、申

立人は上記手帳記号番号の払出時点で過年度納付することが可能な申立期間直後の昭和

62 年 10 月から平成元年３月までの保険料を過年度納付しているほか、申立期間当時に

申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、

申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11948 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年９月から４年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年９月から４年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれてい

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする母親から当

時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、当時申立人が居住していた市では平成３年４月以降 20 歳以上で主に大学在籍

者と思われる国民年金の未加入者に対しては職権で手帳記号番号を払い出していたと説

明しており、申立人の国民年金手帳の記号番号は同年 10 月頃に払い出されていること

が確認できるが、申立人の母親は同年７月に既に死亡しており、当該手帳記号番号では

申立期間の保険料を納付することはできなかったなど、申立人の母親が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11949 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月から５年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月から５年３月まで 

    私の母は、私と弟の国民年金の加入手続をし、市役所窓口で国民年金保険料を遡っ

てまとめて納付してくれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金の加入手続をしたとする母親は加入手続

の時期に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人及びその弟の国民年金手帳の記号番号は平成５年５月に払い出されてお

り、当該払出時点では申立期間の保険料は過年度納付することが可能であったものの、

申立人の母親が申立人の保険料を遡って納付したとする市役所窓口では過年度保険料の

収納は取り扱っておらず、申立人の母親が納付したと説明する申立人とその弟の保険料

の合計額は、申立期間の保険料及び弟の上記払出時点で過年度納付が可能な３年９月か

ら５年３月までの期間の保険料の合計額と大きく相違しているほか、弟の当該期間の保

険料も未納であるなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20055 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年２月４日から34年１月11日まで 

年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金の支給記録が有ることを

知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を取り消し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女性

のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和34年１月11日の前後の

各３年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を有する８名について、

脱退手当金の支給記録を確認したところ、８名全員に支給記録が確認でき、８名全員に

ついて資格喪失日から３か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、同社が保

存している「被保険者台帳」の申立人の欄には、「34.１.12 脱退手当金請求」との記

載が確認できることを踏まえると、申立人に係る脱退手当金については、事業主が代理

請求をしたものと認められる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給決定されたとする

昭和 34 年３月 12 日に近接した同年２月 10 日に、脱退手当金の算定のために必要とな

る標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録

されている上、申立期間に係る脱退手当金は、申立期間の厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約２か月後に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る事務処理

に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20056 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年５月１日から36年９月10日まで                           

平成 20 年２月に、年金記録の確認をしたところ、Ａ社に勤務した申立期間に係る

脱退手当金の支給記録が有ることを知った。しかし、同社を退職時には、厚生年金保

険や脱退手当金の制度を知らず、脱退手当金の請求手続や受給をしていないので、そ

の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女性

のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和36年９月10日の前後の

各５年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を有する 11 名について、

脱退手当金の支給記録を確認したところ、９名に支給記録が確認でき、そのうち８名に

ついては、資格喪失日から４か月以内に支給決定がなされている上、そのうちの連絡の

取れた受給者２名は、「脱退手当金の請求は、自分で手続をした記憶が無いので、会社

がしてくれたと思う。」旨の供述をしていることを踏まえると、同社では事業主による

脱退手当金の代理請求が行われており、申立人についても、事業主が代理請求をした可

能性が高いものと考えられる。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されて

いること意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か

月後の昭和 36 年 12 月 20 日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支給

に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20057 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年４月１日から36年４月11日まで 

60 歳になり年金受給の手続をしたときに、申立期間に係る脱退手当金の支給記録

が有ることを知った。その後、何度か社会保険事務所（当時）に確認したが納得した

回答が得られなかったので申立てをした。 

申立期間に係るＡ社を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、脱退手当金を

受給した記憶も無いので、その支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載さ

れている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 36 年４月

11 日の前後の各４年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を有する

14 名について、脱退手当金の支給記録を確認したところ、11 名に支給記録が確認でき、

11 名全員に資格喪失日から７か月以内に支給決定がなされている上、申立人と厚生年

金保険被保険者資格喪失日が近接している支給決定者１名については、申立人と脱退手

当金の支給決定日が同日となっていることを踏まえると、同社では事業主による代理請

求が行われており、申立人についても、事業主が代理請求をした可能性が高いものと考

えられる。 

また、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間の厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 36 年６月９日に支給決定されてい

るなど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20058 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年５月８日から39年９月24日まで 

             ② 昭和 39年10月１日から41年４月23日まで 

社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間に係る脱退手当金

の支給記録が有ることを知った。 

しかし、脱退手当金については、受け取った記憶が無いので、その支給記録を取り

消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、申立期間②に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿において、

同社を退職後の昭和 41 年６月１日に、申立期間①に係る厚生年金保険被保険者記号番

号に申立期間②に係る厚生年金保険被保険者記号番号を統合する手続がとられているこ

とが確認できるところ、申立人に対する脱退手当金は同年８月１日に支給決定されてい

ることを踏まえると、当該脱退手当金の請求に併せて当該記号番号の統合が行われたと

考えるのが自然である。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されて

いることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間②の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か

月後の昭和 41 年８月１日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支給に

係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20059 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年10月１日から35年８月25日まで 

年金記録の確認をしたところ、Ａ社に勤務した申立期間に係る脱退手当金の支給記

録が有ることを知った。しかし、同社を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、

自分で脱退手当金の請求手続はしておらず、受給した記憶も無いので、その支給記録

を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載さ

れている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 35 年８月

25 日の前後の各４年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を有する

５名について、脱退手当金の支給記録を確認したところ、３名に支給記録が確認でき、

３名全員について資格喪失日から５か月以内に支給決定がなされている上、そのうちの

連絡の取れた受給者１名は、「脱退手当金の請求については、同社が手続をしてくれ

た。」と供述していることを踏まえると、同社では事業主による脱退手当金の代理請求

が行われており、申立人についても、事業主が代理請求をした可能性が高いものと考え

られる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給決定されたとする

昭和 35 年 10 月 13 日の直前の同年９月５日に、脱退手当金の算定のために必要となる

標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録さ

れている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間の

厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後に支給決定されており、脱退手当金支

給整理簿には、申立期間に係る脱退手当金の支給金額や受付年月日が記載されているな

ど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20063 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和27年11月１日から29年12月25日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

は同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶しているＡ社の同僚等の供述から、申立人が申立期間に同社で勤務して

いたことは推認できる。 

しかし、申立期間は、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事

業主が死亡している上、同社の所在地を管轄する法務局においても同社の商業登記の記

録が確認できないことから、当時の役員に照会することができず、申立人の厚生年金保

険料の控除等について確認することはできない。 

また、同僚は、Ａ社が適用事業所でなくなった後に保険料の控除があったかどうかは

不明である旨供述している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認できる従業員３名は、

連絡先が不明であり照会することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が、

厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20064 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年７月１日から同年12月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）にアルバイトとして勤務した期間のうち、申立期間の厚生年

金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に勤務していたことは確かなので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録によると、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたことは確認で

きる。 

しかし、Ｂ社は、申立期間当時の厚生年金保険の取扱いについて確認できる資料が無

く、申立人に係る書類も保存していないため、申立人の厚生年金保険の加入状況は不明

である旨回答しており、また、加入させていない従業員の給料から保険料控除をするこ

とは無い旨回答している。 

さらに、同時期に勤務していた従業員 14 人のうち、正社員になる前にアルバイト勤

務したと回答があった者は一人であるが、同従業員は、３か月程度は試用期間だったた

め厚生年金保険に加入していない旨回答しており、Ａ社では、アルバイト勤務があった

者について、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させてはいなかったことがうか

がわれる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20065 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47年５月１日から同年11月30日まで 

② 昭和 50年３月10日から同年10月30日まで 

③ 昭和51年３月１日から同年10月10日まで 

申立期間①についてはＡ社、申立期間②についてはＢ社、申立期間③についてはＣ

社に勤務したが、いずれの事業所においても厚生年金保険被保険者記録が無い。申立

期間に各事業所に勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人はＡ社に勤務していたと申し立てているところ、商業登記の

記録は確認できないものの適用事業所検索システムによると、申立人が記憶している所在地

にＤ社という事業所を確認することができる。 

  また、Ｄ社に勤務していた従業員のうち一人は、申立人は昭和 47 年頃の入社で６か月く

らい勤務していたと回答していることから、勤務期間は特定できないものの、申立人が同社

に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｄ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業主が

死亡していることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認すること

ができない。 

また、複数の従業員が、申立期間①当時の従業員数は 10 名程度と回答しているところ、

Ｄ社に係る厚生年金保険被保険者原票によると、当該期間の被保険者数は２名であること

が確認できることから、同社は、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させてはいな

い取扱いであったことがうかがわれる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人が勤務していたとするＢ社は、商業登記簿謄本では、Ｅ社と

いう事業所を確認することができるものの、適用事業所検索システムでは同社が厚生年金保

険の適用事業所であったことを確認することはできない。 

また、Ｅ社の代表者の妻は、同社は厚生年金保険の適用事業所ではない旨供述しており、

既に解散している上、代表者も死亡していることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間③について、申立人が勤務していたとするＣ社は、適用事業所検索システムによ

ると、厚生年金保険の適用事業所ではなく、所在地を管轄する法務局においても商業登記の

記録を確認することができない。 

また、申立人は、申立期間③において、Ｆ町にあるＧビルディング建設工事を行ってい

たと供述しているところ、同工事の着工は昭和 56 年８月、竣工は 59 年３月であり、申立

人の記憶と一致しないことから、事業所を特定することができず、勤務実態を確認するこ

ともできない。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年

金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20066（事案5315の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月１日から47年６月１日まで 

② 昭和 50年９月１日から51年１月５日まで 

③ 昭和51年11月１日から52年９月１日まで 

④ 昭和 52年11月から53年８月まで 

Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した期間のうちの申立期間②及びＣ社に勤

務した申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無い旨を第三者委員会に申し立てたと

ころ、同委員会から記録訂正の必要が無いとの通知があった。しかし、勤務していた

ことは確かであり、絶対に保険料も引かれていた。申立期間②及び③に係る給与明細

書を提出するので、再度調査してほしい。また、Ｄ社（現在は、Ｅ社）に勤務してい

た申立期間④の厚生年金保険の加入記録が無いので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①に係る申立てについては、申立人は、当該期間にＡ社に勤務していたと主

張しているが、同社は厚生年金保険の適用事業所となった記録が確認できないこと、同

社の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録が無いこと、申立人は、同社の代表者や

同僚について記憶が曖昧なため、これらの者から申立人の勤務状況や厚生年金保険料の

控除について確認することができないことなど、申立期間②に係る申立てについては、

申立人は当該期間もＢ社に勤務していたと主張しているが、申立人の同社における雇用

保険の記録と厚生年金保険の記録は符合しており、当該期間については雇用保険の加入

記録は無いことなど、申立期間③に係る申立てについては、申立人は、当該期間にＣ社

に勤務していたと主張しているが、同社の当時の事業主は、同社はＦ社を後に創業する

ために一時的に設立した会社であり、女性従業員については厚生年金保険に加入させて

いなかった旨供述していること、Ｃ社の複数の元従業員も、同社では女性従業員を厚生



                      

  

年金保険に加入させていなかったと思うと供述していることなどから、既に当委員会の

決定に基づき、平成 21 年 11 月 26 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

これに対し、申立人は、今回新たに、Ｂ社とＣ社に勤務していた期間の一部の給与明

細書を提出するので、再度調査してほしいと申し立てている。 

申立期間①について、Ｇ市に確認したところ、申立人が勤務していたとするＡ社と同

名の事業所が、申立人が記憶している同社の所在地付近に存在し、当該期間に不動産業

の登録を受けていることは確認できる。 

しかしながら、現在では、当該事業所の所在及び事業主の連絡先は不明であることか

ら、当該事業所が、申立人が勤務していたとするＡ社と同一事業所であることを確認す

ることができない。 

申立期間②について、申立人から提出された「給料支払明細書」及びＢ社の複数の元

従業員の供述から、申立人が当該期間に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立期間②に係る昭和 50年10月分の「給料支払明細書」によると、

厚生年金保険料は控除されておらず、また、他に申立人から提出のあった「給料支払明

細書」は当該期間のものではないことから、当該期間における厚生年金保険料の控除に

ついて確認することができない。 

また、Ｂ社の元従業員の一人は、「正社員になるまでの数か月間は厚生年金保険と雇

用保険に加入していなかったと思うし、申立人も入社当初はパートで、後に正社員にな

ったと、申立人から聞いたことを記憶している。」旨供述していること、雇用保険被保

険者記録により、当該従業員及び他の３人の元従業員の厚生年金保険と雇用保険の被保

険者資格取得日はいずれも一致していることが確認できることから、同社では、正社員

となった際に、厚生年金保険と雇用保険を同時に加入させる取扱いであったことがうか

がえる。 

申立期間③について、申立人はＣ社に勤務した際のものであるとして、「給料明細

書」を提出しているが、当該「給料明細書」には事業所名及び支払年月の記載が無く、

同社の「給料明細書」であることを確認できず、当該期間における厚生年金保険料の控

除について確認することができない。 

以上のことから、申立人から提出のあった新たな資料については、委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情に当たらず、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立

期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

   今回新たに申し立てている申立期間④について、申立人はＤ社に勤務していたと主張

しているが、同社に係る商業登記簿謄本により、同社が設立されたのは申立期間より後

の昭和61年１月 28日であることが確認できる。 

また、申立人はＤ社で上司であったとする者の名刺を提出しているが、当該者に照会

したところ、同社には平成５年に入社しており、申立人の記憶は無いと供述している。 

さらに、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは平成元年５月１日であり、同



                      

  

時に被保険者資格を取得している元従業員６人に照会したところ、３人から回答があっ

たが、申立人を記憶している者はいない。 

加えて、Ｅ社の現在の総務担当者は、平成２年３月から勤務しているが、入社時に

10 年以上勤務していた者はおらず、申立人についての記憶は無い旨供述していること

から、申立人のＤ社における勤務実態について確認することができない上に、これらの

者から申立期間④当時に同社が存在していたことの供述を得ることはできなかった。 

このほか、申立期間④に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間④に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20067 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①のうち、平成７年１月１日から８年２月 27 日までの期間について、申立

人の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日に係る記録の訂正を認めることはできない。 

また、申立期間①のうち、平成８年２月 28 日から９年４月１日までの期間について、

申立人は、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

さらに、申立期間②のうち、平成 10 年８月１日から 11 年８月 26 日までの期間につ

いて、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

加えて、申立期間②のうち、平成 11年８月27日から13年８月31日までの期間につ

いて、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成７年１月１日から９年４月１日まで 

② 平成 10年８月１日から13年８月31日まで 

Ａ社の代表取締役であった期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無

い。当該期間も厚生年金保険料を納付していたので、厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。また、申立期間②の標準報酬月額が、実際に給与から控除されて

いた厚生年金保険料に見合う標準報酬月額より低くなっているので、当該期間の標準

報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、平成７年１月１日から８年２月 27 日までの期間について、オン

ライン記録によると、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の喪失日は、Ａ社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった７年１月１日より後の８年２月 27 日付けで、７年 10

月の定時決定の記録が取り消され、遡って同年１月１日と記録されていることが確認で

きる。 

また、申立人と同様に、平成８年２月 27日付けで、７年10月の定時決定の記録が取

り消され、資格喪失日を同年１月１日と記録されている者が３人、当初の資格喪失日を



                      

  

８年２月 27 日付けで取り消され、遡って７年１月１日と記録されている者が４人確認

できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、上記訂正処理日を含む当該期

間において代表取締役であることが確認できる。 

また、申立人は、代表者印は金庫に保管しており、自分の知らないうちに押印される

ことは無かったと思うが、社会保険事務所（当時）等に対する届出事務については、税

理士及び社会保険労務士に依頼していたので、自分は関与していない旨供述している。

しかし、申立人は、当該税理士及び社会保険労務士の名前は記憶しておらず、また、当

該期間当時の資料についても５年ほど前の火災で焼失してしまった旨供述している。 

さらに、当該期間にＡ社の元従業員であった６人に照会したところ、回答のあった二

人は、当時、同社の経営は大変厳しく、税理士もいたようだが、申立人が社会保険の手

続を行っていたと思う旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、社会保険事務に

権限を有し、自らの厚生年金保険の被保険者資格の喪失日に係る記録処理に関与しなが

ら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生

年金保険の被保険者記録の喪失日に係る記録訂正を認めることはできない。 

申立期間①のうち、平成８年２月 28 日から９年４月１日までの期間について、オン

ライン記録において、申立人の被保険者記録が遡って取消しや訂正された形跡は見られ

ず、社会保険事務所の処理に不合理な点は見当たらない。 

また、申立人は当該期間の給与明細書等の資料は保有しておらず、上述のとおり、Ａ

社の税理士及び社会保険労務士であった者は特定できないことから、当該期間の厚生年

金保険の取扱い及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ｂ区から提出された申立人に係る国民健康保険の加入記録によると、申立人

は、平成７年１月１日から９年４月２日までの期間、国民健康保険の被保険者となって

いることが確認できる。 

このほか、申立期間①のうち、平成８年２月 28 日から９年４月１日までの期間に係

る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年

金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 

申立期間②のうち、平成 10 年８月１日から 11 年８月 26 日までの期間について、オ

ンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、当初 59 万円と記録されていたとこ

ろ、同年８月 26 日付けで 10 年 10 月の定時決定の記録が取り消され、遡って９万

2,000円と記録され、11年９月まで継続していることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、上記訂正処理日を含む当該期

間において代表取締役であることが確認できる。 

また、上述のとおり、申立人は、代表者印は金庫に保管していたが、社会保険事務所

等への届出事務を依頼していた税理士及び社会保険労務士の名前は記憶しておらず、ま



                      

  

た、資料についても火災で焼失してしまった旨供述している。 

さらに、当該期間にＡ社の元従業員であった 11 人に照会したところ、回答のあった

４人は、社会保険の事務手続は申立人が行っており、また、同社の経営は厳しそうであ

った旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、社会保険事務に

権限を有し、自らの標準報酬月額の記録訂正に関与しながら、当該訂正処理が有効なも

のではないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額

に係る記録訂正を認めることはできない。 

申立期間②のうち、平成 11年８月27日から13年８月31日までの期間について、オ

ンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、上記遡及訂正処理を行った日以降の

最初の定時決定（平成 11年 10月）において９万 2,000円、12年 10月の定時決定にお

いて９万8,000円と記録されているところ、当該処理については遡及訂正処理との直接

的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所の処理が不合理であったと

は言えない。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、上述のとおり、同社

の代表取締役である申立人は、社会保険事務所等への届出事務を依頼していた税理士及

び社会保険労務士の名前は記憶しておらず、また、資料についても火災で焼失してしま

った旨供述していることから、当該期間における報酬額及び厚生年金保険料控除額につ

いて確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が当

該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

なお、厚生年金保険の保険給付及び納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）は、当該事業主が厚生年金保

険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場

合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

そのため、仮に、当該期間に申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたとしても、申立人はＡ社の代表取締役として、

厚生年金保険料の控除及び納付について知り得る立場であることは明らかであり、特例

法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、

又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると認められることから、申立

人の当該期間については、特例法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20068 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年頃から50年頃まで 

             ② 昭和 58年頃から60年頃まで 

             ③ 昭和 60年頃から平成３年頃まで 

    Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②及びＣ社に勤務した申立期

間③の厚生年金保険の加入記録が無い。確かに勤務していたので、各申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の総務担当者の供述から、申立人が当該期間に勤務してい

たことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は昭和 44 年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、

申立期間①のうち、43 年頃から 44 年３月 31 日までの期間は適用事業所となる前の期

間である。 

また、上記総務担当者は、申立期間①当時の資料は廃棄して残っていないが、Ａ社で

は見習期間の従業員については厚生年金保険には加入させないことになっており、申立

人は中学卒業後すぐの入社で見習期間のため加入させておらず、また、見習期間終了後

に申立人と厚生年金保険の加入について相談した結果、加入しない方が手取りの給与額

が多くなるとのことで、加入させない取扱いにしたことを覚えている旨供述している。 

申立期間②について、申立人はＢ社に勤務していたと主張している。 

しかしながら、Ｂ社の申立人に係る厚生年金保険被保険者原票によると、申立人は昭

和50年６月 19日に被保険者資格を取得し、同年12月15日に資格を喪失していること

が確認でき、申立人の同社における雇用保険の加入記録と符合している。 

これに対し、申立人は、Ｂ社に再入社したことは無いので当該記録のある期間と申立

期間②とを間違えたと思う旨供述している。 



                      

  

また、オンライン記録により、申立人は、昭和 59年４月から60年３月までの期間に

国民年金の申請免除を受けている記録が確認できるが、申立人は、当該手続を自ら行っ

たと思うと供述している。 

申立期間③について、申立人はＤ県Ｅ市にあるＣ社に勤務していたと主張している。 

しかしながら、Ｃ社の取締役は、同社の社員管理を行っているが、申立人についての

記憶は無い旨供述していることから、申立人の同社における勤務実態について確認がで

きない。 

また、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｃ社は厚生年金保険の

適用事業所となった記録が確認できない。 

さらに、上記取締役は、Ｃ社では、職人が多く、給与は日払いで働いた日数分の手当

としており、厚生年金保険の適用事業所となっていないことから、厚生年金保険料は控

除していない旨供述している。 

加えて、申立人は、Ｃ社における勤務期間についての記憶が曖昧であり、昭和 62 年

にＦ県Ｇ市に引っ越したと供述しており、申立人に係る戸籍謄本の附票の記録によれば、

申立人が同年 11 月にＦ県Ｇ市に住所変更していることが確認できることから、申立期

間③のうち、同年 11月以降は同社で勤務するのは困難であると認められる。 

このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、各申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20069                                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①から④までについて、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年頃から46年頃まで 

             ② 昭和 46年頃 

             ③ 昭和 49年６月26日から同年９月１日まで 

             ④ 昭和50年３月１日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記

録が無い。それぞれの期間は確実なものではないが、勤務していたことは確かなので、

申立期間①及び②を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。また、昭和

47 年２月 10 日にＣ社に入社してから、次に勤務したＤ社（後に、Ｅ社）を 53 年５

月 31 日に退社するまで、空白期間無く勤務していた。しかし、厚生年金保険の加入

記録では申立期間③及び④が抜けている。申立期間③は、Ｃ社退社後に空白期間無く

Ｄ社に勤務し、申立期間④は、Ｄ社からＥ社に社名が変更になっただけで、継続して

勤務をしていたので、申立期間③及び④を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社

は、厚生年金保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

一方、申立人の記憶するＡ社に関する所在地から、申立人が勤務していた事業所名

称は、Ａ社ではなくＦ社であったことが、同社の商業登記簿謄本における所在地の記

載からも推認できる。 

また、Ｆ社の所在地に関する申立人の供述が具体的であること等から判断すると、

申立人は、勤務の期間は特定できないものの、申立期間①の頃に同社に勤務していた

ことはうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ｆ社は、申立期間①よりも前の昭和 40



                      

  

年 11 月９日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当該期間は適用事業

所となっていないことが確認できる。 

また、Ｆ社の商業登記簿謄本によると、同社は既に解散しており、事業主及び取締

役の連絡先も不明であり照会ができなかったほか、申立人は、同社における同僚等の

氏名を覚えていないため、これらの者から、申立人の同社における勤務状況及び厚生

年金保険料の取扱いについて確認することができない。 

なお、申立期間①における申立人の雇用保険の加入記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

２ 申立期間②について、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、申立

人が記憶している所在地においてＢ社は、厚生年金保険の適用事業所となった記録が

確認できない。 

また、所在地を管轄する法務局に商業登記の記録が無く、Ｂ社の代表者を特定する

ことができない上、申立人は、同社における上司及び同僚の氏名を記憶しておらず、

これらの者から、申立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険の適用について確

認することができない。 

さらに、申立人は、Ｂ社においてプレスの仕事をしていたと供述しており、同社は

プレス関係の業種であったと考えられることから、Ｇ健康保険組合に同社の加入歴を

照会したが、確認することはできなかった。 

加えて、申立人のＢ社における雇用保険の加入記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

３ 申立期間③について、雇用保険の加入記録によると、申立人のＣ社における資格取

得日は昭和47年２月 10日、離職日は49年６月25日と記録されており、同社におけ

る厚生年金保険の加入記録と符合している。 

また、Ｃ社が保管していた厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書によれば、申

立人の健康保険被保険者証は、昭和 49年７月16日に返戻されている記録が確認でき

る。 

さらに、Ｃ社を昭和 49年８月25日に退職し、申立人と同様に次のＤ社において同

年９月２日に被保険者資格を取得している同僚は、期間まではっきりしないが、申立

人は自分より前にＣ社を退職して次のＤ社には自分より前に入社していた旨供述して

いる。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

４ 申立期間④について、Ｄ社Ｈ支店及び名称変更後のＥ社Ｈ支店の当時の従業員の供

述から判断すると、申立人は、昭和 49 年９月から申立期間④を含め、53 年５月 31

日までの期間、同社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、Ｄ社Ｈ支店の経理担当者は、申立期間④も継続して業務を行っていたが、経

理事務及び社会保険事務は、本社が一括して行っていたので詳細は不明だが給与は支

払われていた旨供述している。 

しかしながら、オンライン記録によると、申立人と同様に、Ｄ社からＥ社に社名が

変更した後も継続して勤務していた本社の事業主及び従業員並びにＨ支店の同僚及び

従業員も、申立期間④は厚生年金保険の被保険者期間とはなっていないことが確認で

きる。 

このことについて、Ｄ社本社の元業務部長は、当該期間は、Ｄ社からＥ社への業務

の移行期間であり、一度Ｄ社を退職させるので失業保険をもらうように言われ、失業

保険を受給していた旨供述している。 

また、雇用保険の加入記録によると、申立人は、昭和 50 年２月 28 日にＤ社を一

度離職し、離職票が交付されており、同年３月 29 日にＥ社おいてに再度加入してい

ることが確認できる。 

さらに、申立期間④の給与明細書などを保管している同僚及び従業員がいないため、

当該期間に係る保険料の控除について確認することができない。 

これらのことから、Ｄ社では、昭和 50 年３月１日に従業員全員を厚生年金保険の

被保険者資格を喪失させ、Ｅ社が厚生年金保険の適用事業所となった同年５月１日に、

再度被保険者資格を取得させたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間④に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20070 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年５月１日から33年１月14日まで 

年金事務所から厚生年金保険の加入期間照会についての回答を受け取り、申立期間

について脱退手当金の支給記録が有ることを知った。 

しかし、会社からは脱退手当金の説明が無く、自分で手続もしていないし、一時金

も受け取ってはいないので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されてい

る女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和33年１月14日の前

後１年以内に資格を喪失し、脱退手当金の受給要件を満たす８人の脱退手当金の支給記

録を調査したところ、申立人を含む６人について脱退手当金の支給記録が確認でき、そ

の全員がそれぞれの被保険者資格喪失日から１か月前後に支給決定がなされている上、

申立期間当時は、通算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人についても、

その委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、上記被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支給を意味する「脱」の表

示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後に支給決定されているな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20071（事案1279の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年11月１日から35年９月27日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨第三者委員会に申し

立てたが、給与から保険料控除が確認できないなどの理由で記録を訂正できないと

通知を受けた。今回新たに、申立期間当時に事業所が加入していた組合の名称、勤

務先であった百貨店の売場担当者の氏名及び事業主の妻の実家が縫製業を営んでお

り、そこが親会社であったことを思い出したので、再度調査して申立期間を厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、同僚の供述から、申立人の申立期間のＡ社におけ

る勤務はうかがえるものの、同社について、厚生年金保険の適用事業所となった記録は

確認できず、所在地を管轄する法務局の商業登記の記録も確認できないこと、また、同

僚は、厚生年金保険料は給与から控除されていなかった旨供述していることから、申立

期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが確認できないとして、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年１月 15

日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は新たな情報として、申立期間当時にＡ社が加入していた組合の

名称、勤務先であった百貨店の売場担当者の氏名及び事業主の妻の実家が縫製業を営ん

でおり、そこが親会社であったことを思い出したので、再調査してほしいとして再申立

てを行っている。 

しかしながら、申立人が記憶していた組合に照会したところ、当時の事業主及び事業

主の妻は、当該組合の組合員であったことが確認できるが、当該組合に係るオンライン

記録では、厚生年金保険の加入記録は確認できず、当該組合は、「当組合の被保険者と

なれるのは、当組合に勤務する従業員のみで、組合員は被保険者となることはできな



                      

  

い。」旨供述している。 

また、事業主及び事業主の妻は国民年金の加入記録しか確認できないことから判断す

ると、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所ではなかったものと考えられる。 

さらに、申立人が記憶している百貨店の売場担当者二人について、当該百貨店に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿を調査したところ、同じ姓の従業員を確認すること

ができたが、いずれの者も既に死亡しており、当時の勤務状況等を確認することができ

ない。 

加えて、申立人は、事業主の妻の実家が親会社であったと供述しているところ、この

ことについて上記組合に確認したが、この件については情報を持っていない旨回答して

いるほか、申立人は事業所の名称及び住所を記憶しておらず、当該親会社を特定するこ

とができない。 

以上のことから、申立人からの新たな情報については、当初の決定を変更すべき新た

な事情に当たらず、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20074 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和10年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和29年９月から31年10月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。申立期間もミシン編物教室の講師として間違いなく勤務していたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

営業担当者の「私は、昭和 31 年５月頃にＡ社に入社したが、申立人は既にミシン編

物教室の講師として同社に勤務していた。」との供述から、期間は特定できないものの、

申立人が申立期間に同社に勤務していたことは推認できる。 

 しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は昭和 30 年８月１日に厚

生年金保険の適用事業所となっており、申立期間のうち、29 年９月から 30 年７月 31

日までの期間は適用事業所となっていないことが確認できる。 

 また、Ａ社の当時の事業主は連絡先が不明である上、Ｂ社は、当時の資料を保管して

いないため、申立期間当時のことは不明である旨回答しており、申立人の入社時期、厚

生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

 さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、９人のミシン講師のうち、申立

人を含む同期入社の６人が昭和 31 年 10 月１日に、また、残る３人が同年 11 月１日に、

それぞれ資格取得していることが確認できる。このことから、同社は、ミシン講師とし

て採用した者について同時期にまとめて厚生年金保険に加入させていたことがうかがえ

る。 

 加えて、申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の被保険者資

格取得日は、昭和 31年10月１日と記載されており、事業所別被保険者名簿の取得年月

日と一致している。 

 このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資



                      

  

料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20075 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60年10月１日から61年10月１日まで 

             ② 昭和 61年10月１日から62年10月１日まで 

             ③ 平成３年10月１日から同年11月１日まで 

             ④ 平成６年10月１日から同年11月１日まで 

             ⑤ 平成８年５月１日から９年10月１日まで 

             ⑥ 平成 10年10月１日から11年10月１日まで 

             ⑦ 平成 12年10月１日から13年10月１日まで 

             ⑧ 平成 13年10月１日から14年10月１日まで 

             ⑨ 平成 14年10月１日から15年９月１日まで 

             ⑩ 平成 18年９月１日から19年９月１日まで 

             ⑪ 平成 19年９月１日から20年９月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間①から⑪までの厚生年金保険の標準報酬月額

が実際の給与額と相違している。給与明細書を提出するので、正しい標準報酬月額に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①から⑪までについて、標準報酬月額の相違について申し立てて

いる。 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定し、その額が、オンライン記録の標準報酬月額を上回る場

合に記録の訂正を行う必要がある。 



                      

  

申立期間①、②、③、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪及び申立期間⑤のうち平成８年 10 月

１日から９年 10 月１日までの期間について、Ａ社から提出された賃金台帳及び申立人

から提出された給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

申立期間④について、申立人に係る当該期間の標準報酬月額（53 万円）は、当時の

厚生年金保険の標準報酬月額の上限であることが確認できる。 

申立期間⑤のうち平成８年５月１日から同年９月１日までの期間について、申立人か

ら提出された給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額は 59

万円であることが確認できるが、報酬月額に見合う標準報酬月額（53 万円）は、オン

ライン記録の標準報酬月額（56万円）よりも低い額であることが確認できる。 

申立期間⑤のうち平成８年９月１日から同年 10 月１日までの期間について、申立人

から提出された給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額（41

万円）及び報酬月額に見合う標準報酬月額（53 万円）は、いずれもオンライン記録の

標準報酬月額（56万円）よりも低い額であることが確認できる。 

なお、Ａ社は、給与は末日締め当月 25 日払い、保険料は翌月控除であると供述して

いる。 

これらのことから、申立期間①から⑪までについて特例法による記録の訂正及び保険

給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人がそ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20076 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年10月１日から52年９月１日まで 

             ② 昭和 54年10月１日から55年10月１日まで 

             ③ 昭和 58年10月１日から59年９月１日まで 

             ④ 昭和 59年９月１日から60年９月１日まで 

             ⑤ 平成 61年10月１日から62年10月１日まで 

             ⑥ 平成 62年10月１日から63年５月21日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間①から⑥までの厚生年金保険の標準報酬月額

が、実際に支給されていた報酬月額より低く記録されているので、正しい標準報酬月

額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間当時の標準報酬月額は、厚生年金保険法第 21 条の規定に基づいて、各年

５月から同年７月までの３か月間に実際に支払われた給与の総額（時間外手当等の非

固定的賃金を含む。）を３で除した額を同法第 20 条に定められた被保険者の報酬月

額の等級区分に当てはめて決定（以下「定時決定」という。）され、同年 10 月１日

から翌年９月 30 日まで適用される。また、当該標準報酬月額は、昇給又は降級に伴

う固定的賃金の増減により、上記報酬月額の等級区分に当てはめて、二等級以上の差

を生じた場合を除き、定時決定後に非固定的賃金（時間外手当等）の増減により、総

支給額が増減したとしても適用期間内に変更されることはない。 

申立期間①、②及び⑤のうち昭和 62年１月１日から同年10月１日までの期間につ

いては、申立人は、当該期間の控除額を証明する給与明細書等を所持していないが、

Ａ社が提出した申立人の 58 年１月から 61 年 12 月までの賃金台帳によると、当時は

非固定的賃金の変動が大きかったことが認められることから、申立期間①、②及び⑤

のうち62年１月１日から同年 10月１日までの期間についても非固定的賃金の変動が



                      

  

大きかったことがうかがわれ、また、同社は、申立期間①及び②当時の届出資料及び

賃金台帳等は保存していないが、当該期間当時、申立人が所属していた部署の特殊性

から残業等の変動手当の多い月と少ない月があり、標準報酬月額の変動は十分にあり

得ると供述していることから、申立期間①の標準報酬月額が 17万円から 11万 8,000

円に６等級、申立期間②の標準報酬月額が 22万円から20万円に１等級、申立期間⑤

の標準報酬月額が 44万円から 34万円に４等級引下げとなっても不自然とは言えない。 

申立期間⑥については、Ａ社が提出した健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確

認通知書に標準報酬月額は 36 万円と記載され、オンライン記録と一致している上、

オンライン記録では、申立期間⑥の申立人に係る標準報酬月額が訂正された形跡は無

く、オンライン記録の標準報酬月額に基づく保険料が控除されていたと推認できる。 

２ 申立期間③、④及び⑤のうち昭和 61 年 10 月１日から 62 年１月１日までの期間に

ついて、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これら

の標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、その額が、オンライン記録の標準報

酬月額を上回る場合に記録の訂正を行う必要がある。 

当該期間について、Ａ社は、給与は末日締め当月 20 日払い、保険料は翌月控除で

あると供述しているが、同社から提出された賃金台帳において確認できる保険料控除

額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確

認できることから、特例法による記録の訂正及び保険給付の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

このほか、申立期間①から⑥までについて、申立人の主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

申立期間①から⑥までについて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20078 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52年10月12日から53年１月４日まで 

             ② 昭和 53年10月10日から54年２月１日まで 

             ③ 昭和 54年８月20日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうちの申立期間①及び②並びにＢ社に勤務した期間のうちの

申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間中に両社間の異動はあったが、

両社には営業職として継続して勤務し、厚生年金保険料を給与から控除されていたの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②においてＡ社に、申立期間③においてＢ社に勤務してい

たと申し立てているところ、雇用保険の加入記録により、申立期間①のうち、昭和 52

年11月１日から 53年１月４日までの期間について、申立人がＡ社に勤務していたこと

が確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、

昭和 53 年１月４日であり、申立期間①は厚生年金保険の適用事業所となっていないこ

とが確認できる。 

また、Ａ社及びＢ社の申立期間当時の事業主は、当時の資料を保管していないとして

いることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除及び厚生年金

保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、Ａ社及びＢ社に係る事業所別被保険者名簿により、申立期間及びその前後の

期間に両社において厚生年金保険の資格を取得している複数の同僚及び従業員に申立人

の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、回答のあった全員が不

明であるとしていることから、これらの者から、申立人の申立期間における勤務実態及

び厚生年金保険の取扱いについての供述を得ることができない。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20079 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年２月１日から59年１月５日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、

社会保険業務の担当者として申立期間も継続して勤務し、申立期間の給与から厚生年

金保険料を控除されており、保険料は社会保険事務所（当時）に納付していたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答及び同社に係る商業登記簿謄本により、申立人が申立期間に同社の取締役

として勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の資料を保管していないとしていることから、申立期

間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿により、同社において昭和 58 年２月に厚生

年金保険の資格を喪失しているのは申立人一人のみであることが確認できるところ、同

社から提出された社会保険料領収証書によれば、同社が社会保険事務所に納付した保険

料額は、申立人が被保険者資格を喪失した同年２月以降、申立人の標準報酬月額に基づ

く保険料額が減額されていることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人は同社において昭和 58

年２月１日に一度被保険者資格を喪失し、その際、政府管掌健康保険証が返却された記

録が確認でき、遡って被保険者資格を喪失させる等の手続が行われた形跡はうかがえず、

社会保険事務所における事務処理に不合理な点は見当たらない。 

加えて、オンライン記録によれば、申立人は申立期間の国民年金保険料を現年度納付

していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、これを確認でき

る関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成 19 年

法律第131号。以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申

立人）は、当該事業主が厚生年金保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知

り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の対象とすることはできな

い旨規定されている。 

また、申立人は、Ａ社において社会保険業務を担当し、自身で手続を行っていたとし

ている。 

これらのことから、仮に、申立期間について、申立人に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたとしても、申立人は、特例法第１条第１項ただし書に規

定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと

認められる場合」と認められることから、申立期間については、特例法に基づく記録訂

正の対象とすることができない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20089                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間については、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年８月 31日から同年９月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社は、自分の在籍期間

中にＢ社に社名変更したが、継続して勤務し保険料は控除されていたと思うので、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と同様、Ａ社からＢ社に継続して勤務していたとする複数の従業員の供述から

判断すると、申立人は、申立期間に、Ａ社に継続して勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ社は平成５年８月 31 日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっており、Ｂ社は同年９月１日に適用事業所となっていることから、

申立期間においては、両社は適用事業所としての記録は無い。 

また、雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社における離職日は平成５年８月

30 日、Ｂ社における資格取得日は同年９月１日であることが確認でき、雇用保険の加

入記録においても被保険者記録に空白があることが確認できる。 

さらに、オンライン記録によると、上記複数の従業員においても、申立人と同様、申

立期間に被保険者記録の空白が確認できるが、当該従業員は申立期間に係る給与明細書

等の保険料控除が確認できる資料を所持していない上、そのうちの一人は、「申立期間

に係る厚生年金保険料は控除されなかった。」旨供述している。 

なお、商業登記簿謄本によると、Ａ社は法人として存続しており、同社に照会したが、

回答は無く、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚



                      

  

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20090                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 10月１日から４年10月31日まで 

    年金事務所からの連絡により、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月

額が実際の給与支給額と比較して低いことが分かったので、正しい記録に訂正して

ほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、53 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった平成４年 10月 31日より後の同年 11月５日付けで、11万 8,000円に遡及減

額訂正されていることが確認できる。 

しかし、Ａ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間及び当該遡及減額

訂正時において、同社の取締役であったことが確認できる。 

また、Ａ社の複数の元役員及び元従業員は、「申立人は常務として、総務・経理を担

当し、会長（商業登記簿謄本によると、平成４年 10 月５日付けで代表取締役を辞任）

を補佐するなど会社全体を見ていた。また、社判・代表者印は、代表取締役（商業登記

簿謄本によると、平成４年 10 月５日付けで就任）が管理していたが、申立人や会長も

自由に使える立場であり、申立人は、社会保険事務に関与できる立場であった。」旨供

述している。 

さらに、Ａ社の破産管財人は、「自分は平成５年２月から同社の破産管財人となった

が、事務交渉したのは代表取締役ではなく会長や申立人だったので、同社の権限は会長

と申立人が有していたと思う。」旨供述している。 

これらのことから、申立人は、「自分は営業担当の取締役であった。」としているが、

申立人は、Ａ社において社会保険事務の権限を有していたと認められ、申立人が関与せ

ずに上記標準報酬月額の遡及減額訂正が行われたとは考え難い。 



                      

  

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の取締役として、自らの標準報

酬月額の減額訂正に職務上関与しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張す

ることは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に

係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20091                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間については、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年12月31日から61年10月１日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には代表取締役として勤務しており、厚生年金保険に加入していたはずなので、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る商業登記簿謄本及び複数の従業員の供述から判断すると、申立人は、申立

期間に同社で勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及び適用事業所名簿によると、同社は、昭

和 55 年８月１日にＣ県Ｄ市で任意包括により厚生年金保険の適用事業所となっている

が、同年12月31日に適用事業所ではなくなり、その後の61年10月１日に、再度、Ｃ

県Ｅ市で適用事業所となっていることが確認でき、申立期間においては、同社は適用事

業所としての記録は無い。 

また、Ｂ社は、申立期間に係る厚生年金保険料の控除が確認できる資料は保管してい

ないとしている。 

さらに、複数の従業員は、「申立人は、申立期間において代表取締役であり、代表者

印を管理し、社会保険事務の権限も有していた。」旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

なお、当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）に基づき記録訂正が認められるかを判断しているところ



                      

  

であるが、特例法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立人）が、当該事業主が

厚生年金保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認

められる場合については、記録訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

 仮に、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることができたとしても、申立人は、上記のとおり、特例法第１条第１項

ただし書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、又は知り得る状

態であったと認められる場合」に該当すると認められることから、申立期間については、

特例法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20092 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年８月１日から６年10月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、契約した

給与額に見合う標準報酬月額より低い。正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間のＡ社に係る雇用契約書に記載された日給から計算すると、30 万円

以上の給与が支給されており、22万円の標準報酬月額はあり得ないと申し立てている。 

しかし、Ａ社が加入するＢ厚生年金基金から提出された申立人に係る資格記録証明書によ

ると、申立期間の標準報酬月額はオンライン記録の標準報酬月額（22 万円）と一致するこ

とが確認できる。 

また、Ｂ厚生年金基金は、社会保険関係の届出書類について、「Ａ社が健康保険組合分、

厚生年金基金分及び社会保険事務所（当時）分の書類を複写式で記入し、まとめてＣ健康保

険組合に提出し、同組合から当基金、社会保険事務所の順に回送している。」と供述してい

るところ、同社及び同組合も同様の供述をしていることから、同基金と社会保険事務所の双

方が同じように事務処理を誤ったとは考え難い。 

さらに、Ａ社の申立期間当時の経理担当者は、「申立期間当時の記録は残していないが、

同社では社会保険事務所に届け出た標準報酬月額に基づく保険料より高い保険料を従業員の

給与から控除するようなことはしない。」と供述している。 

加えて、オンライン記録によると、申立人の申立期間の標準報酬月額（22 万円）は、遡

って訂正されるなど、不自然な記録を確認することはできない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申立期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控



                      

  

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20103 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年12月26日から60年５月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）及びＣ社（現在は、Ｄ社）に勤務した期間のうち、申立期間

の厚生年金保険の加入記録が無い。Ａ社とＣ社は関連会社で、同じビルの同じフロア

にあった。入社以来、両社に継続して勤務し、厚生年金保険料が控除されていたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及びＣ社の複数の同僚の回答から、申立人が申立期間にＣ社に勤務していたこと

は確認できる。 

しかし、Ｃ社に係る事業所別被保険者名簿により、同社が厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 60 年５月１日であり、申立期間は適用事業所となっていないことが

確認できる上、Ａ社及びＣ社に係る事業所別被保険者名簿により、59 年 12 月 26 日に

Ａ社で厚生年金保険被保険者資格を喪失し 60 年５月１日にＣ社で被保険者資格を取得

している者は、申立人のほかに４名いることが確認できる。 

また、Ｄ社は、「Ｃ社は申立期間当時、厚生年金保険に未加入だったため、昭和 59

年 12 月 26 日から 60 年４月末日まで、給与から保険料を控除していなかった。同社が

厚生年金保険に加入した同年５月から保険料を控除した。」と回答していることから判

断すると、同社では、申立期間当時、従業員の給与から厚生年金保険料を控除していな

かったことがうかがえる。 

さらに、昭和 59年12月26日にＡ社で厚生年金保険被保険者資格を喪失し60年５月

１日にＣ社で被保険者資格を取得している複数の従業員は、「申立期間は厚生年金保険

に加入しておらず、給与から保険料を控除されていなかった。」と回答している。 

加えて、Ｂ社は、「当時の資料が無いことから、申立人の勤務状況や保険料控除につ

いて不明である。」と回答しているため、同社からも申立人に係る申立期間の厚生年金



                      

  

保険料の控除を確認することができない。 

このほか、申立人は、申立期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料の控除について確

認できる預金通帳、給与明細書等を保有しておらず、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20104 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年５月から48年２月までの期間のうち６か月 

② 昭和 46年１月10日から48年１月20日までの期間のうち 

６か月 

厚生年金保険の加入記録では、Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社（現在は、Ｃ

社）に勤務した申立期間②の加入記録が無い。両社には、それぞれ長くて６か月ぐら

いタクシー運転手として勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社の所在地をＤ県Ｅ区、Ｆ区又はＧ区としてい

るところ、同社は、オンライン記録及び適用事業所検索システムにより、当該期間に

おいて、厚生年金保険の適用事業所となった記録を確認することができない。 

また、上記３区の区域を管轄する法務局には、Ａ社の商業登記の記録が無いため、

同社に申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、申立人は、Ａ社における上司及び同僚等の氏名を記憶していないため、こ

れらの者から、申立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確

認することができない。 

このほか、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、Ｃ社は、「当該期間当時の資料が無く、申立人の勤務等につ

いて不明である。」と回答しているため、同社から申立人の勤務状況及び厚生年金保

険の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人は、Ｂ社における上司及び同僚等の氏名を記憶していないため、これ

らの者から、申立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認



                      

  

することができない。 

さらに、申立期間②にＢ社に１年以上勤務していた 36 名に照会したところ、16 名

から回答があったが、申立人を記憶している者がいないため、同社の従業員から申立

人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20105 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年12月24日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無いこ

とが分かった。同事務所は、平成 23年５月31日に年金事務所に対し申立期間の賞与

支払届を提出したが、時効のため保険料を納付できず、申立期間の標準賞与額は給付

に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準賞与額について申し立てているが、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、記録訂正の対象となる事案は、事

業主が厚生年金保険被保険者の負担すべき保険料を控除していた事実があることが要件

とされているところ、Ａ社から提出された申立人の申立期間に係る給与明細書（賞与）

では、事業主により厚生年金保険料を賞与から控除されていないことが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20109 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62年４月１日から63年９月１日まで 

             ② 昭和 63年９月１日から平成元年４月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうち申立期間②の厚生年金

保険の加入記録が無い。それぞれの会社に勤務していたので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の申立期間①当時の事業主の供述、複数の同僚の供述及び

雇用保険の加入記録から、申立人が同社に勤務していたことは認められる。 

しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社は、厚生年金保

険の適用事業所になっていないことが確認できる。 

また、Ａ社の申立期間①当時の事業主は、同社は厚生年金保険に加入していないとし

ている。 

さらに、申立人が申立期間①において一緒に勤務していたと記憶している同僚６人に

照会したところ、回答のあった４人のうちの二人は、申立期間①において厚生年金保険

料は給与から控除されていなかったとしている。 

申立期間②について、Ｂ社の回答書、複数の同僚の供述及び雇用保険の加入記録から、

申立人が申立期間②において同社に勤務していたことは認められる。 

しかし、オンライン記録では、Ｂ社は平成元年４月１日に厚生年金保険の適用事業所

となっており、申立期間②は適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ｂ社は、申立期間②においては厚生年金保険に加入していないことから、厚生

年金保険料を給与から控除していないと回答している。 

さらに、申立人が記憶している同僚６人に照会したところ、回答のあった４人全員が、

厚生年金保険には平成元年４月１日から加入したとしており、このうち、二人は、申立



                      

  

期間②において厚生年金保険料は給与から控除されていなかったとしている。 

加えて、当時の経理担当者は、申立期間②において自身を含め全社員の給与から厚生

年金保険料は控除していなかったと供述している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除については、こ

れを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20110 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 24年９月１日から28年10月１日まで 

             ② 昭和 57年９月８日から平成４年３月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入

記録が無い。しかし、それぞれ勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時の事業主

は連絡先が不明であることから、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について確認することができない。 

また、申立人が記憶していた同僚５人のうち、連絡先が判明した二人に照会したとこ

ろ、二人とも申立人のことを覚えていないことから、これらの者から申立人の申立期間

①における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について供述を得ることができない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿により、申立期間①

に被保険者記録がある従業員 10 人のうち連絡先が判明した一人に照会したところ、申

立人を知らないと回答していることから、この者から申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料の控除について供述を得ることができない。 

申立期間②について、Ｂ社から提出のあった申立人に係る雇用保険被保険者資格喪失

確認通知書（被保険者通知用）の資格取得日の記録及び申立人から提出された社員旅行

の写真から、申立人が昭和 57年９月８日から同年11月頃まで同社に勤務したことは推

認できる。 

しかし、Ｂ社は、申立人が退職したときに雇用保険の資格喪失手続がされていなかっ

たため、雇用保険の記録からは正確な退職日は不明であり、申立期間②当時の資料が無



                      

  

く、申立人の勤務形態について不明と回答していることから、申立人の申立期間②にお

ける勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人は、Ｂ社に勤務したときの同僚を覚えていない。そこで、同社に係る事

業所別被保険者名簿により、申立期間②に被保険者記録がある従業員 12 人に照会した

ところ、回答があった９人のうち８人は、申立人を知らないと回答しており、当該従業

員のうち、経理担当だった一人は、「申立人は在籍していたが、10 年間も在籍してい

た事実は無い。また、会社としては、正社員は入社１か月後には本人の意思を確認した

上で加入させていた。」と供述していることから、当時、同社では厚生年金保険の加入

について、強制ではなかったことがうかがえる。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間②のうち、昭和58年10月を

除く 57 年９月から平成元年 12 月までの期間及び平成２年 10 月から４年３月までの期

間に国民年金保険料を納付している上、昭和 58年10月はＣ社において厚生年金保険の

加入記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の給与からの控除につ

いて、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20111 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和59年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成19年４月１日から同年５月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 19 年分給与所得の源泉徴収票及び年間集計表により、申立

人が申立期間において同社に勤務していたことは認められる。 

   しかし、Ａ社の給与計算及び社会保険事務を行っているＢ事務所が保管する健康保険

組合の「健康保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写しによると、

申立人は平成 19 年５月１日に健康保険の資格を取得しており、オンライン記録と一致

していることが確認できる。 

   また、Ａ社から提出された申立人に係る平成 19 年４月、５月度給与明細書及び年間

集計表によると、申立期間に係る厚生年金保険料は給与から控除されていないことが確

認できる。 

   さらに、オンライン記録によると、申立人は申立期間である平成 19 年４月の国民年

金保険料を納付していることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。    



                      

  

東京厚生年金 事案20113 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和35年11月１日から36年８月30日まで 

             ② 昭和37年９月１日から39年７月１日まで 

             ③ 昭和42年１月21日から48年12月25日まで 

    Ａ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社）に勤務していた申立期間①及び②並びにＤ社に勤務し

ていた申立期間③における厚生年金保険の加入記録が無い。それぞれ勤務していた

のは確かなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②については、申立人は、Ａ社Ｂ工場に溶接工として勤務していた

と申し立てている。 

しかしながら、Ｃ社は、申立人に関する人事記録は保管しておらず、当時の状況を

知る者も在籍していないため、申立人の勤務状況や当時の厚生年金保険の取扱いにつ

いては不明であるとしている。 

また、申立人が唯一記憶しているＡ社Ｂ工場の同僚は、既に死亡しているため、同

社同工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間①及び②において

同社に勤務していた従業員を約20人抽出し、申立人の勤務状況等について照会したと

ころ、12人から回答を得たが、申立人を記憶している者がいないことから、これらの

者から申立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認するこ

とができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る勤務の状況及び厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間③については、申立人が提出したＥ社Ｆ支社が発行した表彰状並びに元役

員及び元従業員の供述から、期間は特定できないものの、申立人が溶接工として、Ｄ

社において溶接業務に従事していたことは推認できる。 



                      

  

しかしながら、オンライン記録によると、Ｄ社は、厚生年金保険の適用事業所とな

ったのが、昭和42年９月１日であることから、申立期間③のうち、同年１月21日から

同年８月31日までの期間は適用事業所となっていない。 

また、Ｄ社は、昭和59年５月31日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

同社から、申立人の同社における勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認す

ることができない。 

さらに、申立人が唯一記憶しているＤ社の同僚は、既に死亡しているため、同社に

係る厚生年金保険被保険者原票から、申立期間③において同社に勤務していた従業員

を約20人抽出し、申立人の勤務状況、同社における厚生年金保険の取扱い状況等につ

いて照会した結果、同社の元役員は、「申立期間②当時は、造船及びダム建設の事業

の最盛期で、同事業に携わる溶接工は著しく不足しており、また、溶接工は、報酬等

労働条件の良い会社間を渡り歩いていたため、当社を含めた同事業の下請企業各社は、

溶接工を確保することが大変であった。こうした時代背景もあって、当社には、社員

として雇用契約を結ぶ従業員以外に、請負契約による溶接工の従業員が多数在籍して

おり、これらの従業員は、厚生年金保険には加入させていなかった。また、当該期間

において、当社が申立人を社員として雇用していながら、厚生年金保険に一度も加入

させないということは考え難い。」と供述している上、元従業員も、「当該期間当時、

同社には請負契約による従業員が多数いて、これらの従業員は、厚生年金保険には加

入していなかったと思う。」と供述している。 

加えて、Ｄ社に係る厚生年金保険被保険者原票には、申立期間③において健康保険

の整理番号に欠番は無く、不自然な記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20114 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和30年５月10日から33年７月１日まで 

平成 22 年９月に日本年金機構からハガキが来て、申立期間について、脱退手当金

が支給されている記録が有ることを知った。脱退手当金の手続をした記憶も受け取っ

た記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く,申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約８か月後の昭和 34 年３月２日に支給決定さ

れているなど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人に脱退手当金が支給されたとする昭和34年当時は、他年金との期間通算

制度が無く、厚生年金保険被保険者は、20年以上の被保険者期間が無ければ、年金は受

給できなかったところ、申立人は、当時、厚生年金保険被保険者期間が20年に満たず、

また、申立期間に係る事業所を退職後、厚生年金保険への加入歴が無いことから、申立

人が当該脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から脱退手当

金について聴取しても、受給した記憶が無いというほかに受給していないことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20115 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33年12月15日から36年８月１日まで 

             ② 昭和 36年９月８日から40年８月22日まで 

    58 歳のとき、将来の生活設計を立てるために社会保険事務所（当時）へ年金記録

を確認に行き、申立期間について脱退手当金が支給されていることを知った。しかし、

脱退手当金は受け取っていないので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間②に勤務していたＡ社（現在は、Ｂ社）に係る事業所別被保険者名

簿に記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和

40年８月22日の前後各５年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給要件を満

たす13名について、脱退手当金の支給記録を確認したところ、７名に支給記録が確認で

き、そのうち５名は厚生年金保険被保険者資格喪失日から５か月以内に脱退手当金の支

給決定がなされている上、当該支給決定の記録がある者のうち１名は、「会社が脱退手

当金の請求手続を行い、郵便局で脱退手当金を受け取った。」旨説明しており、また、

当時の経理事務担当者は、「同社では総務課長が脱退手当金の説明を行い、その請求手

続は年金事務担当者が行っていた。」旨説明していることを踏まえると、同社は、脱退

手当金の代理請求手続を行っており、申立人の脱退手当金についても、同社が代理請求

した可能性が高いものと考えられる。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されて

いることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

４か月後の昭和40年12月21日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支給

に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



                      

  

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。  



                      

  

東京厚生年金 事案20116 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年10月15日から45年２月１日まで 

昨年、日本年金機構から脱退手当金をもらった覚えの無い方は相談してほしい旨の

はがきが来て、Ａ社における厚生年金保険の加入記録があることを初めて知ったので、

同社の被保険者期間について、厚生年金保険から脱退して、脱退手当金をもらうとい

うことは考えられない。脱退手当金を請求したり、受け取った記憶は一切無いので、

その支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当

金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る脱

退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約４か月後の昭和45年６月12日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支

給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、Ａ社での勤務等について、「印刷会社の役員であった知人から、Ａ社が発

注した写真印刷の切取りや台紙への貼付けをする仕事を紹介された。仕事を始めるに際して、

当該知人から就業手続はこちらでするからと言われたので、就業に関する手続を当該知人に委

ねた。給与は、Ａ社から支払われていたものの、仕事は、当該知人が自宅に持って来てくれて、

自宅で行っていたため、同社に出社したことは一度も無かった。これらのことから、自分自身

が同社において厚生年金保険被保険者になっていることすら知らなかった。」と供述している

ところ、申立人は、オンライン記録及びＡ社に係る事業所別被保険者名簿からも明らかなよう

に、同社において、申立期間に厚生年金保険被保険者となっているが、これは、申立人の業務

の実施方法、内容等からみて、申立人の委任を受けた当該知人が申立人に代わり厚生年金保険

への加入手続を同社に要請したことによるものと考えられることから、当該脱退手当金の請求

手続についても、当該知人が申立人に代理して同社に要請したことにより行われた可能性が高

いものと考えられる。 



                      

  

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る脱退手

当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20117 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年９月10日から47年８月７日まで 

    年金の受給手続をしたときに、申立期間について脱退手当金が支給されていること

を知ったが、そのままにしていた。平成 22 年秋に、日本年金機構から脱退手当金に

関わる厚生年金記録のお知らせが来て、申立期間について脱退手当金が支給されてい

ることを再認識した。 

    しかし、私には、脱退手当金を請求したことや受給した記憶は無いので、脱退手当

金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に勤務していたＡ社を退職した後の昭和 49 年２月＊日に姓が変

わっているところ、申立期間に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿における

申立人の欄においては、申立人に対する脱退手当金が支給決定されている同年５月 24

日に近接する同年３月 23 日に、申立人の姓が変更されていることを踏まえると、当該

脱退手当金の請求に併せて当該氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されて

いることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無いなど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然

さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20118 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年８月１日から47年10月１日まで 

平成 22 年９月に日本年金機構からはがきを受け取り、申立期間について脱退手当

金の支給記録があることを知った。しかし、会社から脱退手当金について説明を受け

たことも、脱退手当金を受け取った記憶もないので、脱退手当金の支給記録を取り消

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間において勤務したＡ社Ｂ支社の事業所別被保険者名簿の申立人の欄

には、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申

立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保

険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 48年２月13日に支給決定されているなど、

一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほ

かに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20119 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

 １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

                    

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32年９月16日から34年８月23日まで 

          ② 昭和 34年12月４日から37年５月10日まで 

年金受給時に社会保険事務所（当時）で申立期間について脱退手当金の受給記録が

あることを知った。しかし、会社から脱退手当金について説明を受けたことも、請求

手続をしたことや脱退手当金を受け取った記憶などもないので、よく調べて脱退手当

金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間②のＡ社に在職していた昭和36年10月＊日に婚姻しているとこ

ろ、同社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄においては、申立人に対する脱退手

当金が支給決定されている 38 年８月 16 日に近接する同年７月 18 日に、申立人の氏名

が旧姓から新姓に変更されていることを踏まえると、当該脱退手当金の請求に併せて当

該氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されて

いることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支

給額に計算上の誤りは無いなど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然

さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20120 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

 １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

                    

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33年７月１日から34年２月10日まで 

          ② 昭和 35年10月１日から40年４月16日まで 

平成 22 年９月に日本年金機構からハガキが来て、申立期間について、脱退手当金

が支給されている記録が有ることを知った。脱退手当金の手続をした記憶も受け取っ

た記憶も無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間②に勤務したＡ社Ｂ工場に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女

性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和40年４月16日の前後各２年以

内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を有する29名について、脱退手当金の支

給記録を確認したところ、申立人を含む22名に支給記録が確認でき、そのうち16名は資格喪失

日から６か月以内に支給決定がなされている上、当該支給決定の記録がある者のうち連絡の取

れた２名は、｢脱退手当金の請求手続は会社がしてくれた。｣と供述していることを踏まえると、

同社は、脱退手当金の代理請求手続を行っており、申立人の脱退手当金についても、同社が代

理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、Ａ社Ｂ工場に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金の支給された

ことを意味する｢脱｣の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上

の誤りは無く、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和40年

５月28日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さ

はうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いというほかに

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る脱退

手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20124 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年４月10日から35年８月１日まで 

Ａ事業所で勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同事業所は、Ｂ事業所に引

き継がれ、両事業所で約５年間勤務した。証明するものは何も無いが、保険料を控除され

ていた記憶があるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ事業所が厚生年金保険の適用事業所となった日（昭和 35 年８月１日）に被保険者

となった従業員及び同僚の回答から、期間は特定できないものの、申立人は、Ａ事業所

で勤務していたことは認められる。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによれば、Ａ事業所は厚

生年金保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、Ａ事業所の当時の事業主が所属していた協会に照会したところ、当該事業主は

既に死亡したとの回答があり、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

さらに、Ｂ事業所が厚生年金保険の適用事業所となった日（昭和 35 年８月１日）に

被保険者となった従業員及び同僚の計６人に対し厚生年金保険料の控除状況について照

会し、５人から回答を得たが、いずれの者も給与明細書等の資料を有しておらず、申立

期間当時、Ａ事業所に勤務した者の給与から厚生年金保険料が控除されていたか否かを

確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20125 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年９月10日から45年４月10日まで 

Ａ事業所（現在は、Ｂ事業所）で勤務していた期間の厚生年金保険の加入記録が、

昭和 44 年９月以降欠落している。次の会社への就職が決まってから退職しているは

ずであり、半年前に辞めることは無い。空白期間は無いはずなので申立期間を被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ事業所は、｢申立期間の申立人に係る資料が残っておらず、申立人の勤務実態及び

保険料控除については分からない。しかし、申立期間当時から現在まで、１、２か月の

試用期間を定める場合を除き、入所から退所まで社会保険に加入させており、退職と同

時に厚生年金保険の資格を喪失させていたものと考えられる。｣と回答している。 

また、複数の従業員が社会保険事務担当者であったとする者に照会したが、回答を得

られず、申立期間における申立人の勤務実態及び保険料控除について確認することがで

きない。 

さらに、申立人は、Ａ事業所で勤務していたときに、自分を含めて３人の若手がいた

として、そのうち同僚一人の氏名を挙げ、｢自分は、彼と同じ時期に退職しているはず

である。｣と供述しているところ、当該同僚は、｢申立人と自分とどちらが先に退職した

かまでは正確に記憶していないが、自分と相前後して退職したように記憶している。｣

と回答、供述している。当該同僚は、昭和 44 年 11 月 24 日に被保険者資格を喪失して

いることが確認できる。 

加えて、Ａ事業所に係る事業所別被保険者名簿を確認したところ、申立人の資格喪失

日は昭和 44 年９月 10 日、申立人の健康保険被保険者証は同年９月 30 日に回収された

旨が記載され、訂正された形跡は無く、不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連



                      

  

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20126 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年８月10日から34年３月31日まで 

Ａ社で勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。厚生年金保険料は控除

されていたと思うので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社（Ｂ区Ｃ丁目）において自転車空気入れの組立てに従

事していた旨主張している。 

しかしながら、Ａ社は商業登記簿によると、昭和 27 年５月に設立され、平成 14 年

12 月に株主総会の決議により解散しているが、同社の所在地は申立期間当時、Ｂ区Ｄ

丁目にあり、申立人が主張するＣ丁目ではなかったことが確認できる上、当時の事業主

は既に死亡しているため、申立人の勤務実態等につき確認することができない。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間に同社に勤務し

ていた複数の従業員に、申立人の勤務等について照会したところ、５人から回答があっ

たが、申立人を記憶している者がおらず、また、そのうちの一人は、「同社は、当初、

消防ポンプの製作をしていたが、仕事が無くなってきたので私が入社した昭和 32 年頃

は、機械部品の組立てが主であった。自転車関連の仕事はしたことが無い。同社はＣ丁

目ではなく、Ｄ丁目にあったので、場所も違う。」と供述している。 

さらに、上記被保険者名簿で申立人の名前を確認したが、申立人の名前は無く、健康

保険の整理番号の欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20130                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年４月22日から同年５月31日まで 

             ② 平成 16年６月28日から同年10月31日まで 

派遣元であるＡ社の派遣社員として勤務した申立期間①及び②の厚生年金保険の加

入記録が無い。申立期間①及び②に同社に勤務したことは確かなので、厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

派遣元の会社であるＡ社から提出された派遣元管理台帳によると、申立人が申立期間

において同社の派遣社員として勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳によると、申立期間に給与

から厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

また、Ａ社は、「当時の厚生年金保険の加入条件は、派遣期間が２か月超で、本人が

加入希望する場合に加入させていた。申立期間に加入記録が無いのは申立人が希望して

いなかったのではないかと思われる。」旨回答している。 

このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20131 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年２月１日から平成11年５月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、給与支払明細書の支給

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与辞令、給料支払明細書及び給与所得の

源泉徴収票等を提出するので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われる

のは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞ

れに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち平成３年５月から同年７月まで、同年 10 月から同年 12

月まで及び４年５月から同年７月までの期間に係る標準報酬月額について、当該期間の

給料支払明細書において確認できる、報酬月額に見合う標準報酬月額は、申立人に係る

オンライン記録の標準報酬月額より高いが、保険料控除額に見合う標準報酬月額は、申

立人に係るオンライン記録の標準報酬月額より低いことが確認できることから、特例法

による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

また、申立期間のうち、平成４年 10月から同年12月までの期間及び10年12月に係

る標準報酬月額について、当該期間の給料支払明細書より確認できる報酬月額に見合う

標準報酬月額は、申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額より高いことが確認でき

るが、保険料控除額に見合う標準報酬月額は、申立人に係るオンライン記録の標準報酬

月額と一致していることが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たら

ないため、あっせんは行わない。 



                      

  

さらに、申立期間のうち平成 11 年１月から同年４月までの期間に係る標準報酬月額

について、当該期間の給料支払明細書より確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額は、

申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額より低いことが確認できることから、特例

法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

一方、申立期間のうち、上記給料支払明細書のある期間を除く、昭和 63 年１月１日

から平成 11 年５月１日までの期間に係る標準報酬月額について、申立人から提出され

たＡ社発行の昭和 63年分から平成 11年分の給与所得の源泉徴収票における各年の社会

保険料等の金額は、申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料、健康保険料及び雇用保険料の合計額よりも低い金額であると認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 58年２月１日から62年12月31日までの期間について、

Ａ社の現在の事業主及び元事業主は、「当時の資料は無く、保険料控除について不明で

ある。」旨回答している。 

さらに、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料の控除が確認できる資料を保有し

ていない上、当時の同僚からは保険料控除について確認できる供述は得られない。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録の被保険者資格記録照

会回答票において、申立人に係る標準報酬月額に訂正等の不自然な記録は見当たらない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申立

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20138 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年10月17日から37年３月１日まで 

    Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には正社員として

牛乳配達の業務に従事していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において申立期間に厚生年金保険の記録が確認でき

る上司及び複数の従業員が申立人を記憶していることから、期間は特定できないものの、

申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社では、当時の資料を保存していないため、申立人の申立期間にお

ける勤務実態や厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない旨回

答している。 

また、申立期間当時のＡ社の元事業主及び同僚は、既に死亡しているため供述が得ら

れない上、上記の上司は申立人を記憶しているものの、同社における社会保険の取扱い

等についての回答は得られず、申立期間における勤務実態や厚生年金保険料の給与から

の控除等について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から申立期間に厚生年金保険の被保険者記

録が確認できる複数の従業員に照会したところ、回答のあった 26 人のうち社会保険事

務担当者を含む３人が、同社での社会保険の取扱いについて明確に記憶しており、同社

では、中途採用の配達員は退職する者が多かったので、入社後、すぐには厚生年金保険

に加入させず、６か月から１年くらいの期間を設け、上司の判断により加入時期を決め

ていた旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20139 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人の申立期間②における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男   

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年９月16日から平成４年３月１日まで 

             ② 平成７年６月１日から８年６月30日まで 

             ③ 平成 12年５月から15年７月まで 

Ａ社で営業社員として勤務した申立期間①のうち５年程度の期間及びＢ社でパソコ

ンの運用管理や通訳の仕事で勤務した申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無いの

で、調査の上、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。また、Ｃ社の代表

取締役として勤務した期間のうち、申立期間②の厚生年金保険の標準報酬月額が、実

際の給与月額に見合う標準報酬月額より低い金額となっている。当時の給与明細書を

提出するので、正しい記録に訂正してほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、当該期間のうち５年程度の期間は、Ａ社に勤務し

ていた旨主張しているところ、雇用保険の加入記録では、資格取得日が昭和 54 年３

月 21 日、離職日が 55 年６月 20 日となっていることから、当該期間のうち、一部期

間については同社において勤務していたことは確認できる。 

しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは、平成２年 11 月１日であり、当該期間のうち、申立人

の勤務について確認できる期間を含む、昭和 48年９月16日から平成２年10月31日

までの期間については適用事業所として確認することができない。 

また、Ａ社は、平成 11 年３月に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当

時の事業主は死亡している上、申立人が記憶する同僚６人についても、オンライン記

録から同社の厚生年金保険被保険者としての記録が確認できず、連絡先も不明のため、



                      

  

これらの者から申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

そこで、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった日に被保険者資格を取得した従

業員５人に照会を行ったが回答が得られなかったところ、このうちの一人は、オンラ

イン記録において、平成元年３月から２年 10 月まで国民年金保険料を納付している

ことが確認できる。 

さらに、オンライン記録において、申立人は、申立期間①のうち昭和 59 年７月か

ら 60 年２月まで及び同年４月から平成４年２月まで、国民年金保険料を納付してい

ることが確認できる上、申立人の居住区を管轄する区役所は、申立人が昭和 56 年 11

月６日から平成４年３月２日まで国民健康保険に加入している旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、オンライン記録から、申立人のＣ社における厚生年金保険の

当該期間に係る標準報酬月額は、当初、平成７年６月及び同年７月は 30 万円、同年

８月から８年５月までは 19 万円と記録されていたものが、同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった８年６月 30日より後の同年11月８日付けで、７年６月に遡っ

て９万2,000円に減額訂正する処理が行われており、さらに、同日付けで、申立人の

資格喪失処理が行われていることが確認できる。 

また、申立人が提出した給料支払明細書から、当該期間の保険料控除額に見合う標

準報酬月額は、平成７年６月から同年８月までは 15 万円で、同年９月から８年５月

までは 19 万円となり、減額訂正前の標準報酬月額より低い期間があるものの、現在

のオンライン記録の標準報酬月額（９万 2,000円）より高いことが認められる。 

しかし、Ｃ社の商業登記簿謄本により、申立人は、同社の代表取締役であったこと

が確認できる。 

また、申立人は、社会保険事務所（当時）から上記の減額訂正処理について説明を

受け同意した記憶は無い旨供述しているところ、Ｃ社に係る滞納処分票には、社会保

険事務所から同社の代表者として、申立人が頻繁に滞納保険料の返済についての督促

及び呼出しを受けていることが記載されている。 

さらに、平成８年３月及び同年４月には、社会保険事務所の職員がＣ社を訪れて、

申立人と保険料の返済計画について協議している旨の記載が確認できる上、同社の元

取締役は、代表者印については申立人が管理していたと供述していることから、申立

人が当該減額処理に関与していなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ｃ社の代表取締役として、自らの

標準報酬月額の記録訂正に関与しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張

することは信義則上許されず、申立人の申立期間②における標準報酬月額の訂正を認



                      

  

めることはできない。 

３ 申立期間③について、申立人は、Ｂ社に勤務していたと主張しているところ、同社

の元取締役の供述等から、申立人が当該期間に同社で勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は、オンライン記録から平成 22 年７月に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっていることが確認できるところ、同社の当時の事業主及び社会保険事務担

当者に照会を行ったものの回答を得ることができず、申立人の厚生年金保険の取扱い

等について確認することができない。 

また、申立人が記憶する同僚３人に照会をしたところ、そのうち二人から回答があ

り、両名とも申立人の記憶はあるものの申立人の厚生年金保険の取扱い等については

記憶していないことから、これについて確認することができない。 

さらに、オンライン記録では、申立人は、当該期間を含む平成 11 年 12 月から 16

年５月まで国民年金保険料の納付記録があることが確認できる上、申立人の居住区を

管轄する区役所は、申立人が８年８月１日から 16 年６月２日まで国民健康保険に加

入している旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20142 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年３月30日から同年４月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。申立期間も同社の工場で勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における申立人の記録を引き継いだＣ社より提出された人事資料に、「昭和 39

年３月 30 日採用」と記録されていることから、申立人が昭和 39 年３月 30 日からＡ社

に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｃ社は、「申立人に関する記録は上記人事資料のみであり、申立期間

の保険料控除等については確認できない。」旨回答している。 

また、申立人のＡ社における雇用保険の資格取得日は昭和 39 年４月１日と記録され

ており、厚生年金保険被保険者の資格取得日と一致していることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿により、申立期間の昭和

39 年３月中に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる男性従業

員55人のうち、連絡先の判明した 17人の厚生年金保険及び雇用保険の記録を調査した

ところ、３人については雇用保険の記録が確認できなかったものの、他の 14 人につい

ては、申立人と同様に厚生年金保険と雇用保険の資格取得日が一致していることが確認

できる。 

加えて、申立人の厚生年金保険被保険者手帳番号払出簿の資格取得年月日は、昭和

39 年４月１日と記録されており、厚生年金保険被保険者の資格取得日と一致している

ことが確認できる上、上記被保険者名簿により、申立人の厚生年金保険の資格取得日と

同時期の昭和 39 年３月に被保険者資格を取得していることが確認できる従業員のうち、

Ａ社において新規に手帳記号番号が払い出された 93 人についても、申立人と同様に、



                      

  

上記払出簿の資格取得年月日と厚生年金保険被保険者の資格取得日が一致していること

が確認できる。 

また、申立人はＡ社において一緒に勤務していた同僚を記憶していないため、当時の

同僚から、申立人の申立期間当時の厚生年金保険の取扱い等について確認することがで

きない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20143 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人の申立期間②における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 58年10月１日から59年８月１日まで 

② 平成５年４月１日から６年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬額に見合う

標準報酬月額より低くなっている。給与が下がった記憶は無いので、申立期間①の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

また、Ｂ社の取締役であった申立期間②の標準報酬月額が実際の報酬月額より低い。

保険料の滞納があったために社会保険事務所（当時）に呼び出され、役員の標準報酬

月額を修正して帳尻を合わせると言われたが、元の標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の当該期間当時及び解散時の事業主は既に死亡しているこ

とから、申立人の主張する報酬月額及び厚生年金保険料の控除について確認できない。 

また、申立人は給与明細書等を保有していないことから、申立人の主張する報酬月額

及び給与から控除されていた厚生年金保険料について確認することができない。 

さらに、申立人は、経理担当者及び従業員に照会することには同意しないとしている

ことから、当該期間当時の経理担当者等から当該期間当時のＡ社における厚生年金保険

の取扱い等について確認することができない。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の昭和58年10月の標準報

酬月額は、30 万円と決定されていることが確認できるところ、申立人の標準報酬月額

の記載内容に不備は無く、標準報酬月額が遡って訂正される等の不自然な処理は見当た

らない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確



                      

  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

次に、申立期間②について、オンライン記録によると、申立人のＢ社における当該期

間の標準報酬月額は、当初、53 万円と記録されていたところ、平成６年３月 28 日付け

で、５年４月に遡って 20万円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ｂ社に係る商業登記簿謄本によると、申立人は、申立期間②及び上記減額訂正

処理日において、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「社会保険料の滞納処理のために社会保険事務所に呼び出され、他

の代表取締役とともに当該社会保険事務所に出向き、自らの標準報酬月額の引下げに同

意した。」旨供述しており、同社の代表取締役として、当該期間に係る標準報酬月額の

減額に同意したものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ｂ社の代表取締役として自らの標準

報酬月額に係る減額訂正に同意しながら、当該減額処理が有効なものでないと主張する

ことは信義則上許されず、申立人の申立期間②における厚生年金保険の標準報酬月額に

係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20145   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生   

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年７月１日から14年４月１日まで 

    Ａ社に平成 13 年７月１日に入社し、15 年３月末まで派遣社員として在籍しており、

社会保険料は給与から控除されていたと思う。派遣先のＢ社に勤務していた期間のう

ち、申立期間の厚生年金保険加入記録が欠落しているので被保険者期間として認めて

ほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由   

Ａ社は、平成 15 年 10 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立

期間当時の事業主からの回答が得られないことから、申立人の申立期間における勤務実

態及び厚生年金保険の適用状況について、確認することができない。 

また、オンライン記録から、申立人と同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、

連絡先が確認できた被保険者 16 人に照会した結果、回答のあった４人は、派遣先が異

なるため申立人とは面識が無く、申立人の勤務実態について回答が得られなかった。 

さらに、上記回答のあった４人のうち３人は、厚生年金保険に加入したのは、入社し

てから３か月から 12 か月後であったと供述していることから、Ａ社では、派遣社員を

採用と同時に厚生年金保険に加入させておらず、採用して一定期間を経過後加入させる

取扱いを行っていたことがうかがえる。 

加えて、派遣先のＢ社は、申立人に係る個人契約書は無いとしている上、申立人は派

遣先の上司についても、姓のみしか記憶していないことから、照会を行うことができず、

また、同社の従業員は、「保管していた部内の年度末の懇親会（平成 14 年２月）の写

真には、申立人が写っている。」としているものの、当該写真をもって申立人の勤務及

び保険料控除を確認することはできない。 

また、申立人は、申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料が控除され

ていたと思うとしているが、申立期間に係る厚生年金保険料控除が確認できる給与明細



                      

  

書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年１月から52年１月まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額と給与額にかなり開きがある

ように見られる。確定申告書控を提出するので、正しい標準報酬月額に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間のうち昭和 41 年１月から 51 年 12 月までの期間の標準報酬月額

については、確定申告書控の給与収入金額のおおむね 12 分の１の金額である３万

5,000円から 17万4,000円と主張している。 

しかしながら、申立期間当時の事業主は、Ａ社は平成 12 年６月に解散しており、申

立期間当時の資料は処分したので、申立人の申立期間における給与支給額、厚生年金保

険の取扱い及び保険料控除額等について不明である旨回答している。 

また、申立期間のうち昭和 41 年１月から 51 年 12 月までの期間について、申立人の

主張する標準報酬月額を基に算出した各年の社会保険料額は、各年の確定申告書控にお

ける社会保険料控除額を大幅に上回っていることから、申立人の主張する標準報酬月額

に基づく保険料控除が行われたとは認めがたい。 

さらに、当該期間のＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記録されている標準報酬月額

（２万8,000円から８万円）を基に算出した各年の社会保険料額は、各年の確定申告書

控における社会保険料控除額を多少上回る年があるものの、おおむね一致していること

が確認できる。 

加えて、申立期間のうち昭和 52 年１月については、申立人は同月の標準報酬月額は

16 万円であったとしているが、確定申告書控には、Ａ社からの給与額が記載されてい

ないものの、雇用保険支給台帳における離職時賃金日額を基に算出した月額は約 10 万

8,700円となり、申立人が主張する標準報酬月額とは相違している。 



                      

  

なお、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、標準報酬月額等に訂正が行われた

形跡は無く、当該記録に不自然さは見られない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20152 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年１月頃から同年12月頃まで 

Ａ氏が所有するＢ丸に乗船した期間の船員保険の加入記録が無い。申立期間中、同

船舶には継続して乗船し、船員保険料が給与から控除されていたはずなので、申立

期間を船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、船員手帳を所持していないことから、Ｂ丸における雇入れ及び雇止めの時

期が不明である上、同船舶の当時の船舶所有者は既に死亡していることから、同船舶に

おける申立人の申立期間に係る勤務実態及び船員保険の取扱いについて確認することが

できない。 

そこで、Ｂ丸の船舶所有者に係る船員保険被保険者名簿から、複数の元従業員に照会

したところ、「申立人が、申立期間中、同船舶に乗船していた記憶が無い。」旨供述し

ている上、「申立人が記憶しているとする事業主と船長は、当方の所持している船員手

帳の記録では事業主及び船長とも別人である。申立人が船員手帳を所持していなければ、

雇入れ・雇止めの期間が分からず、船員保険被保険者名簿に名前が無い以上船員保険料

が控除されることはないと思われる。」旨供述しているなど、申立人が申立期間におい

て船員保険被保険者として保険料控除されていたことを確認することができなかった。 

また、申立人に係る船員保険被保険者台帳から、申立期間における船員保険被保険者

の資格得喪の記録は確認できなかった。 

さらに、申立人がＢ丸の船長であったと記憶している者は船員手帳及び船員保険被保

険者名簿から、申立期間中、別の船舶において乗船し船員保険加入記録があることが確

認できる。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が船

員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20153 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年４月１日から60年４月30日まで 

Ａ事業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同事業所には昭和

55 年４月から継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除されて

いたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ事業所の元代表者及び取引先の従業員の供述から判断すると、

期間は特定できないが、申立人が同事業所で勤務していたことは推認される。 

しかしながら、Ａ事業所は、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、

厚生年金保険の適用事業所であったことが確認できない。 

また、Ａ事業所の元代表者は、「申立人は覚えているが、当事業所は、個人事業であ

ることから厚生年金保険適用事業所にはなっておらず、申立人は厚生年金保険には加入

していない。私自身は国民年金に加入していた。」旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20154 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年12月13日から23年７月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申

立期間中、同社同支店には継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されてい

たはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社本社人事部から提出のあった同社の任免記録から判断すると、申立人は、申立期

間において継続して同社Ｂ支店に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、Ａ社本社人事部は、「申立期間当時の厚生年金保険の関係資料は保存

されておらず、入社後の試用期間の有無及び厚生年金保険の取扱いは分からない。」旨

供述しており、同社における申立人の申立期間に係る厚生年金保険の取扱いについて確

認することができない。 

そこで、オンライン記録から、Ａ社の複数の元従業員に照会したが、「申立期間当時

は、入社しても見習期間があり、すぐには厚生年金保険に加入しなかった。」旨供述し

ている上、申立人と同じ昭和 23 年７月１日に資格取得している複数の従業員は、入社

後、２か月から２年程度の期間を経て厚生年金保険に加入していることが確認できるな

ど、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者として保険料控除されていたこと

をうかがわせる供述を得ることができなかった。 

また、厚生年金保険被保険者番号払出簿によると、申立人は、昭和 23 年７月１日に

Ａ社Ｂ支店において厚生年金保険の資格を取得している旨記録されており、これは、オ

ンライン記録による厚生年金保険被保険者の資格取得日（昭和 23 年７月１日）と一致

していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20157 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 

また、申立人は、申立期間②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30年５月９日から33年２月28日まで 

             ② 昭和 44年10月１日から46年10月１日まで 

平成 22 年５月頃、年金事務所からの回答文書により、申立期間①について脱退手

当金の支給記録が有ることを初めて知った。しかし、私は、申立期間①に勤務したＡ

市のＢ病院（現在は、Ｃ病院）の離職については、Ｄ県内の実家で病気静養中に同病

院に退職する旨を伝え、当該脱退手当金の支給日とされる日には同県内の実家で静養

しており、脱退手当金を請求した記憶も、受給した記憶も無いので、当該脱退手当金

を受給していないことを認めてほしい。 

また、申立期間②については、厚生年金保険の被保険者としての記録が無い。昭和

44年 10月から 46年 10月まで、Ｅ病院の外科病棟に、准看護師として夜間勤務して

いたので、当該期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、オンライン記録において、申立期間①に係る脱

退手当金が昭和 33 年 10 月 17 日に支給決定されていることが確認できるところ、申

立人が勤務していたＢ病院に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から、

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である同年２月 28 日の前後各４年以内に

資格喪失した女性であって、脱退手当金の受給資格のある者を抽出し、脱退手当金の

支給記録を調査したところ、受給資格のある申立人を含む21人中15人に支給記録が

確認でき、そのうち申立人を含む 12 人について厚生年金保険被保険者資格喪失日か

ら７か月以内に支給決定がなされている上、当該支給記録のある複数の従業員は、

「病院が脱退手当金の請求手続をしてくれたと思う。」と供述をしていることを踏ま



                      

  

えると、同病院は、脱退手当金の代理請求手続を行っており、申立人の脱退手当金の

請求についても、事業主が代理請求した可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間①に係る脱退手当金は、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７

か月後の昭和 33年10月17日に支給決定されている。 

なお、申立人は、「脱退手当金が支給されたとする頃には、病気静養のため、Ｄ県

内の実家に居住しており、脱退手当金を受け取ることはできなかった。」と申し立て

ているが、脱退手当金の受給については居住地近くの金融機関において行うことが可

能であり、また、本人が委任した者による受領も可能であったことから、Ｂ病院の所

在地から離れたＤ県内に居住し、病気静養していたことをもって脱退手当金の受給が

できないとは言えず、このほか脱退手当金が受給できないことをうかがわせる事情は

見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

２ 申立人は、申立期間②において、Ｅ病院の外科病棟に准看護師として勤務していた

と申し立てているところ、申立人が記憶していた同病院の同僚は、「申立人が同病院

に勤務していたことは間違いないが、勤務していた期間は記憶に無い。」としている

ことから、期間は特定できないが、申立人が同病院に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｅ病院の人事担当者は、「申立人に係る人事記録が無いため、申立

人が当病院に勤務していたかどうかは不明であるが、仮に、勤務していたとしても、

人事記録が無いことから、申立人は臨時職員であったと思われる。そして、当病院で

は、臨時職員は厚生年金保険に加入させていなかったので、申立人についても、厚生

年金保険には加入していなかったはずである。」と供述している。 

さらに、申立期間②当時のＥ病院に係る事業所別被保険者名簿においては、申立人

の氏名は確認できない上、整理番号に欠番は無く、また、申立期間②における申立人

の雇用保険の加入記録についても、Ｆ公共職業安定所では確認できないとしている。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20158 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： ① 昭和 44年６月16日から45年２月17日まで 

                 ② 昭和 45年５月27日から48年７月30日まで 

昨年秋に、日本年金機構から脱退手当金の確認はがきが届き、Ａ社を退職後に申立

期間に係る脱退手当金の支給記録が有ることを初めて知った。私は、申立期間の前に

勤務した期間については脱退手当金を受給したが、申立期間については、脱退手当金

を請求した記憶も受給した記憶も無いので、脱退手当金を受給していないことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に対する申立期間に係る脱退手当金の支給については、申立期間②に勤務した

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿における申立人の欄には、脱退手当金が支給されたこ

とを意味する「脱」の表示が記されている上、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連

の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、申立期間前のＢ社外３社に勤務した８年１か月間の厚生年金保険被

保険者期間については、既に脱退手当金を受給したとしており、申立期間に係る脱退手

当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から脱退手当金について聴取

しても、受給した記憶が無いというほかに受給していないことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20159 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： 昭和22年９月１日から26年２月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を確認したところ、申立期間について、脱退手当金の支給

記録が有ることを知った。私は、脱退手当金を請求した記憶も受給した記憶も無いの

で、申立期間について、脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、申立期間に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退

手当金が支給されたことが記録されているとともに、申立期間に勤務していたＡ社Ｂ支

店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給され

ていることを意味する「退」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

６か月後の昭和 26年７月 26日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支

給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人に脱退手当金が支給されたとする昭和 26 年当時は、他年金との期間通

算制度が無く、厚生年金保険被保険者は、20 年以上の被保険者期間がなければ、年金

は受給できなかったところ、申立人は、当時、厚生年金保険被保険者期間が３年５か月

しかなく、また、再就職する意思が無かったとしていることから、申立人が当該脱退手

当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から脱退手当金について聴取

しても、受給した記憶が無いというほかに受給していないことをうかがわせる事情は見

当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案20160 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：      

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年12月16日から43年６月16日まで 

平成 22 年９月に、日本年金機構からのハガキを受け取り、申立人について脱退手

当金の支給記録があることが分かった。申立人は、平成 20 年に他界しており、断定

はできないが、脱退手当金を受給したということを聞いたことが無いので、調査の上、

支給記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録において、申立期間に係る脱退手当金が昭和 43

年８月 21 日に支給決定されていることが確認できるところ、申立人が申立期間に勤務

していたＡ事業所の事業所別被保険者名簿から、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪

失日である同年６月 16 日の前後の５年以内に資格喪失した女性であって、脱退手当金

の受給資格のある者を抽出し、脱退手当金の支給記録を調査したところ、受給資格のあ

る申立人を含む 10 人中４人に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち申立人を含

む３人は厚生年金保険被保険者資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がな

されている上、当該支給決定記録のある女性の一人は、「脱退手当金を受け取った。退

職時に会社の総務係から、一時金で脱退手当金を受け取った方がいいですよねと言われ、

会社が脱退手当金の手続をしてくれた。」と供述していること、また、申立人と同時期

に同事業所に勤務していた別の女性は、「申立人は、結婚で同事業所を辞める時に、一

時金で脱退手当金をもらうことにしたと話していた。」と供述していることなどを踏ま

えると、同事業所は、脱退手当金の代理請求を行っており、申立人の脱退手当金の請求

についても、同事業所が代理請求を行ったと考えるのが自然である。 

また、Ａ事業所に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給さ

れていることを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間の脱退手当金は、支



                      

  

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２

か月後の昭和 43年８月 21日に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20164（事案2193の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年５月８日から34年３月まで 

Ａ社Ｂ工場に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨を

第三者委員会に申し立てたが、記録訂正は必要でないとの通知を受けた。しかし、こ

の判断に納得できないため、新たな資料や情報は無いが、再度調査して、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿から、住所が確認できた申立人と同時期に入社した元従業員 12 人に照会したが、

いずれの者も申立人を記憶しておらず、申立期間における申立人の勤務実態等について

の供述を得ることができなかったこと、申立期間当時の人事・労務担当者及び総務担当

者の両名に照会したが、両名とも申立人を記憶しておらず、申立期間における申立人の

厚生年金保険被保険者資格の得喪に係る取扱いについて聴取することができなかったこ

と、申立人は厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について明確な記憶が無い

ことなどから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできないとして、既に当委員

会の決定に基づき、平成 21年５月27日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知

が行われている。 

これに対し、申立人は、Ａ社Ｂ工場に入社する際に同社同工場の元工場長から紹介さ

れたとし、当時の社会情勢からも、入社後１か月で退社することはあり得ないとして再

申立てを行っている。 

しかしながら、申立人が申立期間当時のＡ社Ｂ工場における上司及び同僚として名前

を挙げた者は、所在が不明又は既に死亡しており、同社同工場の申立期間当時の人事・

労務担当者及び総務担当者に再度照会したが、申立人を記憶しておらず、また、申立人



                      

  

が所属していたとする同じ係で申立期間も勤務していたとする元従業員は、申立人につ

いての記憶は無いとしていることから、申立人が申立期間に同社同工場に勤務していた

ことを確認することができない。 

また、申立人は、申立期間にＣ大学の夜間部に在籍しながら、Ａ社Ｂ工場に午前８時

から午後５時まで勤務していたとしている。 

しかしながら、Ｃ大学によると、申立人は昭和 30 年４月１日から 34 年３月 25 日ま

で同大学に在籍し、昼間部の学生であったとしていることから、申立人が当該期間にＡ

社Ｂ工場において、日々午前８時から午後５時まで勤務していたとは考え難い。 

なお、申立人はＡ社Ｂ工場に入社する際に、同社同工場を退職していた元工場長に紹

介された旨供述しているが、当該者は申立人が入社した時点では同社本社に在職してい

たことが確認できるほか、申立人は同社同工場に昭和 34 年３月まで勤務していたと申

し立てていたが、その後、33 年 12 月までであったと供述するなど、申立人の申立期間

当時の記憶には曖昧な箇所が見られる。 

このほか、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらず、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20165 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年頃から53年頃まで 

             ② 昭和 54年頃 

             ③ 昭和 55年３月28日から56年11月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②及びＣ社に勤務した期間の

うちの申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無い。勤務したのは確かなので、各申

立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の事業主、当該期間当時の総務担当者及び同僚の供述から、

期間は特定できないものの、申立人がアルバイトとして同社に勤務していたことはうか

がえる。 

しかしながら、Ａ社の事業主及び上記総務担当者は、アルバイトは厚生年金保険に加

入させておらず、申立人の給与から厚生年金保険料は控除していなかったと供述してい

る。 

また、申立人は、本件申立て後において、上記総務担当者からの説明を受け、厚生年

金保険に加入しておらず、保険料も控除されていなかったことを了承したと供述してい

る。 

申立期間②について、昭和 54 年１月にＢ社に入社したとする同僚が、申立人はアル

バイトとして１か月程度同社に勤務していたと供述していることから、期間は特定でき

ないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｂ社が厚生年

金保険の適用事業所となったのは昭和 64 年１月１日であり、当該期間は適用事業所と

なっていない。 

また、Ｂ社の事業主は、同社が厚生年金保険の適用事業所となる前は、給与から厚生



                      

  

年金保険料は控除していなかったと供述している。 

申立期間③について、Ｃ社の当該期間当時の事業主は、同社に保存されている記録か

ら、申立人は、昭和 55年３月 28日から勤務していたと供述していることから、申立人

は当該期間も同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、上記事業主は、申立人が入社当時は社会保険への加入を拒んだので、

厚生年金保険に加入させておらず、申立人が結婚したのを契機に厚生年金保険に加入す

るように勧め、加入させたことを記憶しており、また、申立人が厚生年金保険に加入す

る前の期間については、給与から厚生年金保険料を控除していなかったと供述している。 

また、申立人のＣ社における雇用保険の資格取得日及び同社が加入しているＤ厚生年

金基金の資格取得日は、昭和 56年11月１日となっており、オンライン記録の資格取得

日と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、各申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案20166 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年５月から43年４月まで 

             ② 昭和 61年４月１日から平成３年10月31日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記

録が無い。勤務したことは確かなので、各申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の元従業員が、申立人は同社で広告制作のコピーライター

として働いていたと思うと供述していることから、期間は特定できないものの、申立人

が同社の業務に携わっていたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社の複数の元従業員は、同社にはフリーランスで働く者が多数いた

が、厚生年金保険には正社員のみが加入していたとしているところ、申立人を記憶して

いる上記元従業員は、申立人の雇用形態については不明としている。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、元事業主は所在が

不明であることから、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

なお、申立人は、当該期間に勤務したＡ社の所在地はＣ市であったとしているが、同

社に係る商業登記簿謄本によると、当該期間より前の昭和39年10月１日にＣ市からＤ

市に移転していることが確認できるとともに、厚生年金保険の適用事業所名簿でも、同

社の所在地が同日にＣ市からＤ市に変更になっていることが確認でき、上記元従業員は、

同社がＤ市に移転した際に、Ｃ市の事務所は閉鎖になったと供述している。 

また、オンライン記録によると、申立人は、当該期間は国民年金に加入し、その保険

料は納付済みであることが確認できる。 

申立期間②について、Ｂ社の元事業主が申立人の同社での勤務を記憶していることか



                      

  

ら、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｂ社が厚生年

金保険の適用事業所となった記録は確認できない。 

また、Ｂ社の元事業主は、当該期間当時の資料は保有していないが、同社が厚生年金

保険の適用事業所となったことは無く、申立人の給与から厚生年金保険料は控除してい

なかったと供述している。 

なお、オンライン記録によると、申立人は、当該期間に国民年金に加入し、その保険

料の納付を免除されていることが確認できる。 

このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、各申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 


